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1 共通 検索 以下の項目で検索できること

個人番号、基礎年金番号、氏名かな、氏名感じ、生年

月日、性別、宛名番号、世帯番号、住所、地番、方

書、行政区、受給年金番号、旧年金番号、旧自治体、

町字コード

必須 ①検索条件として、方書、行政区、受給年金番号、旧年金番号、旧自治体は、これまでのパッケージ

導入において、要件として聞いたこことがありません。必須の条件ではなく、オプションとして定義すべきもの

ではないでしょうか？

②氏名変更があった場合に、変更前の旧氏名での検索が、これまでのパッケージ導入において要件とし

て複数の団体でありました。検索条件に旧氏名が必要ではないでしょうか？

③町字コードは、住所で検索できれば不要ではないでしょうか？

④旧年金番号とは、基礎年金番号に統合する前の番号のことか、基礎年金番号訂正を行ったときの

変更前番号も含めるのか明確にする必要があります。

⑤旧自治体とは、直近の転入前住所のみか、過去を全て対象にするか明確にする必要があります。

⑥方書、旧自治体は利用頻度が少ないと思われるため、必須ではなくオプションで良いと考えます。

⑧住民記録システムでの管理が氏名カナでカタカナとなるため、氏名かなはカタカナがよいと思われます。

⑩ただし、旧自治体、町字コードの検索について、必須の機能から外してほしい。

⑪検索機能は必須ではありますが、検索可能な項目については「必須」「オプション」「不要」精査が必

要だと考えます。

（行政区、受給年金番号、旧年金番号、旧自治体など。）

⑦住民種別（住登内・外、外国人）での検索も可としていただきたい

⑨「氏名感じ」→「氏名漢字」

⑫「必須」か「オプション」で分けること

⑬「氏名かな」ではなく「氏名カナ」

⑭「生年月日」は「和暦」「西暦」どちらでも検索可能とする

⑮「住民種別」（日本人・外国人）追加

⑯「住民記録」（現存・消除）追加

⑰「電話番号」情報はオプション　（本人記載としては任意項目）

1 0 1 8 8 16 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】

⑤：業務上、すべて対象にすべきか、確認

【修正対応】

①⑪⑫：検索項目は必須とオプションで分割する

②：旧氏名を追加

③⑩：不要とする

④：要件記載の団体に確認し、修正

⑥：オプションとする

⑦：住民種別を追加

⑧⑬：氏名カナに修正

⑨⑭⑮⑯⑰：指摘の通り、修正する

【討議事項（共通⑥）】

過去の情報の管理範囲

2 共通 検索 氏名かなでの検索の際、清音化検索ができること（例：

「ぢ」と「じ」、「は」と「ぱ」、「つ」と「っ」など）

必須 ①項番3と纏めて曖昧検索として仕様を定義したほうが分かりやすいように思います。 ②氏名カナでの「清音化」検索は、必須 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：次項（項番3）にまとめる

②：必須のままとする

3 共通 検索 あいまい検索ができること（例：名前のみ「太郎」など） 必須 ①必須の要件にするのであれば、"名前のみ「太郎」など"という記載ではなく、明確に仕様を定めるべき

ではないでしょうか。機能が不明瞭なため実装可能か判断できません。

0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：前項（項番2）と併せて検討

4 共通 検索 複合検索ができること（例：氏名「山田　太郎」かつ生

年月日「平成18年8月1日」など）

必須 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 共通 検索 検索画面毎に、過去に検索した条件を保持することはも

とより、利用した検索ができること。また、検索条件はログイ

ンした職員ごとに保持できること

必須 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 共通 照会・編集 被保険者のその他記録を照会、編集できること

【管理項目】

特記事項、職権適用区分、第３号特例日、旧年金番

号、電話番号１、電話番号２　等

必須 ①第３号被保険者の事務は市町村では行わないため、「第３号特例日」は、必須ではなくオプションま

たは実装不可が良いと考えます。

②管理項目の「等」という記載はあいまいなため、その記載はなくし、明確な記載をお願いします。

③管理項目については、№103以降の異動毎に記載され、台帳としての必要となる管理項目（国民

年金情報、受給年金情報、年金生活者支援給付金情報でそれぞれどのような項目を管理するのか、

また履歴管理するのか等）がわかりづらい状況です。管理項目としては異動毎に書かず、明確に1つの

仕様としてまとめていただけないでしょうか。

また、その場合、異動毎にはその異動で更新対象とする項目を明記お願いいたします。

④職権適用区分について管理しておらず必須機能から外してほしい。

⑤管理項目については、メモ等を利用して管理することも可能だと考えています。

0 0 0 3 0 3 2 0 2 指摘

質問

機能要件を修

正

質問回答

【修正対応】

①：オプションにする

④：指摘の通り修正

⑤：メモ機能とは分ける方針とする

【質問回答】

②：「等」の扱いについては先行する介護保険を踏襲し、

利用方針を定義したうえで、運用する方針とする

③：対応については内部検討の上、決定する

7 共通 照会・編集 被保険者の住民記録システム上の現世帯構成員が照会

可能であり、世帯構成員一覧と世帯構成員個人画面間

を相互に遷移できること

必須 ①同一住所別世帯員についても確認できるようにしていただきたい 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：追加する

8 共通 照会・編集 被保険者、およびその配偶者の他公年記録を照会できる

こと

必須 ①他公年の記録は、年金機構でしか管理しておらず、市区町村が把握するためには、年金機構情報を

参照するしか方法がないため、市区町村のシステムに登録するのは労力がかかり現実的ではありません。

登録したとしても、その情報が最新かどうかは都度年金機構に確認が必要です。必要に応じて年金機

構の情報を照会する運用が現実的ではないでしょうか？

③配偶者の年金記録の管理は市町村の義務ではないため。

②年金機構の保有する年金記録がリアルタイムで反映されていないのであれば、

参考程度の情報にしかならなため、必須ではないと考えます。

2 1 3 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】　※年金機構が管理している情報の取り扱

い方針

①②③：本機能による国民年金システムへのデータ取込

はオプションとする。基本的にWMや年金機構への問い合

わせによる対応とする。（機能として削除する方針も検討

要）

【討議事項（共通①）】

年金機構が管理する情報の国民年

金等システムにおける取り扱い方針

9 共通 照会・編集 被保険者の世帯内の国保加入状況を確認できること 必須 ①これまでのパッケージ導入において、左記の要件は聞いたたことがないのですが、必須とすべき要件なの

でしょうか。

国保の加入状況を確認するために、国保の加入状況を国民年金システムで管理するということでしょう

か？仕様が不明瞭なため、実装可能か判断できません。

④国民年金システムの範疇を超えているため。

②年金機構の保有する年金記録がリアルタイムで反映されていないのであれば、

参考程度の情報にしかならなため、必須ではないと考えます。

③住民記録システムの連携によって、住民記録システム「行政欄情報」にある国

保情報を照会できるようにする。（国保システムとの連携までは必要なし）

0 0 0 2 2 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④：住民記録システムから取得可能な国保情報

のみ連携する方針とする

10 共通 照会・編集 納付記録の月数を簡単に把握できること 必須 ①納付記録は、年金機構でしか管理しておらず、市区町村が把握するためには、年金機構情報を参

照するしか方法がないため、市区町村のシステムに登録するのは労力がかかり現実的ではありません。登

録したとしても、その情報が最新かどうかは都度年金機構に確認が必要です。必要に応じて年金機構の

情報を照会する運用が現実的ではないでしょうか？

②納付記録は市町村では管理しないので実装不可が良いと考えます。

④徴収事務については現在年金機構が行っていることもあり、自治体様では管理項目として重要視さ

れていない想定です。そのため、オプション機能とする方針でもよいのではないでしょうか。

⑥納付記録は自治体として管理が必要な情報では無いと考えております。

⑦納付記録の管理は市町村の義務ではないため。

③年金機構の保有する年金記録がリアルタイムで反映されていないのであれば、

参考程度の情報にしかならなため、必須ではないと考えます。

⑤不要機能

5 2 7 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】　※年金機構が管理している情報の取り扱

い方針

①②③④⑤⑥⑦：本機能による国民年金システムへの

データ取込はオプションとする。基本的にWMや年金機構

への問い合わせによる対応とする。（機能として削除する

方針も検討要）

【討議事項（共通①）】

年金機構が管理する情報の国民年

金等システムにおける取り扱い方針

11 共通 照会・編集 被保険者の各種メモ情報（備考・特記事項等）の管

理・照会できること

必須 ①「照会できること」→「照会ができること」 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘の通り修正する

12 共通 照会・編集 被保険者の相談情報を照会できること 必須 ① 不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：採用団体が複数あるため、残置としたい。オプションと

するか確認要

13 共通 照会・編集 ２号資格照会ができること 必須 ①２号資格情報は、年金機構でしか管理しておらず、市区町村が把握するためには、年金機構情報

を参照するしか方法がないため、市区町村のシステムに登録するのは労力がかかり現実的ではありませ

ん。登録したとしても、その情報が最新かどうかは都度年金機構に確認が必要です。必要に応じて年金

機構の情報を照会する運用が現実的ではないでしょうか？

②２号（厚生年金、共済組合）の事務は市町村では行わないため、オプションまたは実装不可が良

いと考えます。

⑥2号の管理は自治体として管理が必要な情報では無いと考えております。

⑦厚生年金の管理は市町村の義務ではないため。

③年金機構の保有する年金記録がリアルタイムで反映されていないのであれば、

参考程度の情報にしかならなため、必須ではないと考えます。

④（実装不可意見）本市では使用しておらず、実務に影響がないため（可搬

型窓口装置の使用で足りる）

⑤不要機能

4 3 7 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】　※年金機構が管理している情報の取り扱

い方針

①②③④⑤⑥⑦：本機能による国民年金システムへの

データ取込はオプションとする。基本的にWMや年金機構

への問い合わせによる対応とする。（機能として削除する

方針も検討要）

【討議事項（共通①）】

年金機構が管理する情報の国民年

金等システムにおける取り扱い方針

14 共通 照会・編集 国内協力者情報を照会、編集できること 必須 ①メモ国民年金の送付先情報として管理では問題ありますか。

③メモ機能での管理も可としていただきたい。

②海外任意加入をする場合は、国内協力者がいる場合は記載してもらうが、そ

の後、市町村がシステム管理しておく必要はないため、オプションとする

0 0 0 0 0 0 2 1 3 質問 質問回答 【質問回答】

①②③：オプションへ変更

15 共通 照会・編集 追納・還付・充当の記録を照会、編集できること 必須 ①追納・還付・充当等の保険料徴収情報は、年金機構でしか管理しておらず、市区町村が把握する

ためには、年金機構情報を参照するしか方法がないため、市区町村のシステムに登録するのは労力がか

かり現実的ではない。必要に応じて年金機構の情報を照会する運用が現実的ではないでしょうか？

②保険料徴収業務は平成14年に市町村から国に移管されたため、この機能は実装不可が良いと考え

ます。

⑥不要機能

⑦納付記録の管理は市町村の義務ではないため。

③自治体で受付する内容ではないため、必須ではない考えます。

④（実装不可意見）本市では使用しておらず、実務に影響がないため（可搬

型窓口装置の使用で足りる）

⑤不要機能

4 3 7 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】　※年金機構が管理している情報の取り扱

い方針

①②③④⑤⑥⑦：不要機能とする。（年金機構への問

い合わせやWMの利用で対応する方針とする）

【討議事項（共通①）】

年金機構が管理する情報の国民年

金等システムにおける取り扱い方針

16 共通 照会・編集 老齢基礎年金の基準額を管理・変更できること 必須 ①老齢基礎年金の基準額を必要とする機能は何になりますか。

③老齢基礎年金の基準額の管理については、自治体様からのご要望などをいただいたことがございませ

ん。そのため、オプション機能とする方針でもよいのではないでしょうか。

⑤不要機能

⑥受給額の算出は市町村の義務ではないため。

②（実装不可意見）本市では使用しておらず、実務に影響がないため

④不要機能

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤⑥：オプションとする。なお、機能保有団体

へ確認し、必要に応じて機能削除とする

17 共通 照会・編集 旧法・新法による受給金額のシミュレーション試算ができる

こと

必須 ①受給金額の試算については、市区町村によって要求が異なります。受給金額については、年金機構

が決定するものなので、市区町村で試算を行って窓口で回答することは行いたくないという市区町村もあ

るので、オプションにするのが妥当ではないでしょうか？

②受給金額のシミュレーションは、元となる数値を年金事務所に確認する必要があるため手間がかかりま

す。また、現在は個人用の年金ネットで試算できるため、オプションで良いと考えます。

④徴収事務については現在年金機構が行っていることもあり、自治体様では試算に必要な納付記録を

正確に管理していないこともあります。そのため、オプション機能とする方針でもよいのではないでしょうか。

⑥不要機能

⑦受給額の算出は市町村の義務ではないため。

③法定受託事務で必要な機能でなく、協力連携事務に必要な機能と考えられ

るため、必須ではないと考えます。協力連携事務は自治体が必ず行わなければな

らない事務ではない認識です。

⑤不要機能

0 0 0 5 2 7 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤⑥⑦：オプションに変更して残置

18 共通 照会・編集 指定した対象者の認定請求履歴および、年金生活者支

援給付金の試算額を表示できること

必須 ①年金生活者支援給付金の試算については、市区町村によって要求が異なります。給付金額について

は、年金機構が決定するものなので、市区町村で試算を行って窓口で回答することは行いたくないという

市区町村もあるので、オプションにするのが妥当ではないでしょうか？

②年金生活者支援給付金の試算は、市町村へ請求できる人が少ないため、オプションで良いと考えま

す。

④上記同様、自治体様では試算に必要な納付記録を正確に管理していないこともあります。そのため、

オプション機能とする方針でもよいのではないでしょうか。（また、各自治体様からのご要望をいただいたこ

ともござません。）

⑥不要機能

⑦受給額の算出は市町村の義務ではないため。

③法定受託事務で必要な機能でなく、協力連携事務に必要な機能と考えられ

るため、必須ではないと考えます。協力連携事務は自治体が必ず行わなければな

らない事務ではない認識です。

⑤不要機能

0 0 0 5 2 7 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤⑥⑦：オプションに変更する

19 共通 照会・編集 受給金額計算用の単価情報保守等を行えること（オプ

ション）

必須 ①受給金額の試算については、市区町村によって要求が異なります。受給金額については、年金機構

が決定するものなので、市区町村で試算を行って窓口で回答することは行いたくないという市区町村もあ

るので、オプションにするのが妥当ではないでしょうか？

②＃20の意見と同様。

④要件種別案はオプションでしょうか。

⑥不要機能

⑦受給額の算出は市町村の義務ではないため。

③法定受託事務で必要な機能でなく、協力連携事務に必要な機能と考えられ

るため、必須ではないと考えます。協力連携事務は自治体が必ず行わなければな

らない事務ではない認識です。

⑤不要機能

0 0 0 5 2 7 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤⑥⑦：オプションに変更する

20 共通 チェック 入力した年金情報が、既に登録されている年金番号だっ

た場合のエラーチェックができること

オプション ①必須が望ましい 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：必須へ変更

21 共通 チェック 入力した年金証書番号が、既に登録されている年金証

書番号だった場合のエラーチェックができること

オプション ①必須が望ましい 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：必須へ変更



＃ ツリー構成 標準仕様案 標準仕様案に対するご意見総評
事務レベル1 事務レベル2 標準仕様文案 要件種別 備考 ご意見まとめ 意見数（討議事項） 意見数（指摘） 意見数（質問） 区分 対応方針 対応方針・討議事項概要 討議事項との紐づけ

＃ 事務レベル1 事務レベル2 標準仕様文案 要件種別 備考 事業者 自治体 事業 自治 計 事業 自治 計 事業 自治 計 区分 対応方針 対応方針・討議事項概要 討議事項との紐づけ

22 共通 チェック 入力した受給資格者番号が、既に登録されている受給

資格者番号だった場合のエラーチェックができること

オプション ①受給資格者番号とは、年金証書番号のことでしょうか。 ②「受給資格者番号」の意味・用途不明→判断不可 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：機能を有する団体に確認

23 共通 チェック 入力した資格喪失内容が年齢要件及び他の資格情報

の期間と妥当かどうかの資格関連チェックができること

オプション ①必須が望ましい 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：必須へ変更

24 共通 チェック 過年度の免除申請時に申請日から判断して、いつまでの

申請が可能か、免除申請期限のチェックができること

オプション ①必須が望ましい 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：必須へ変更

25 共通 被保険者情報管理 被保険者の摘要情報を管理できること 必須 ①摘要情報とは何を意味するのでしょうか？摘要情報の意味が不明のため実装不可としています。

②メモ機能での管理も可としていただきたい。

0 0 0 2 0 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：オプションとする。機能を有する団体に確認し、必

要に応じて削除する

26 共通 被保険者情報管理 住民記録システム情報に登録されていない被保険者の氏

名・住所等を管理できること

必須 ①住民記録システム情報に登録されていない被保険者を扱う場面を検証する必要があります。

②国民年金システムに関しては、基本的に住民の年金情報の管理となるため、住登外の被保険者の

管理についてはオプション機能とする方針でもよいのではないでしょうか。

④国民年金システム独自に被保険者の氏名・住所を管理する必要があるのか。宛名側で管理ではなく

国民年金システムにて管理できる必要がありますか。

⑤国民年金システムの範疇を超えているため。

③不要機能 0 0 0 4 1 5 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤：オプションとする。利用方法を確認し、本

機能が必要となるケースがあるか確認し、必要に応じて機

能削除する（例：転入届を出していない人の申請時に

仮登録するなど）

27 共通 被保険者情報管理 被保険者の納付記録情報を管理・入力・修正・削除が

できること

必須 ①納付記録は、年金機構でしか管理しておらず、市区町村が把握するためには、年金機構情報を参

照するしか方法がないため、市区町村のシステムに登録するのは労力がかかり現実的ではない。必要に

応じて年金機構の情報を照会する運用が現実的ではないでしょうか？

②納付記録は市町村では管理しないので実装不可が良いと考えます。

④納付記録は自治体として管理が必要な情報では無いと考えております。

⑤納付記録の管理は市町村の義務ではないため。

③「削除ができること」→「削除できること」 4 0 4 0 1 1 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※年金機構が管理している情報の取り扱

い方針

①②④⑤：本機能による国民年金システムへのデータ取

込はオプションとする。基本的にWMや年金機構への問い

合わせによる対応とする。（機能として削除する方針も検

討要）

【修正対応】

③：指摘の通り修正する

【討議事項（共通①）】

年金機構が管理する情報の国民年

金等システムにおける取り扱い方針

28 共通 被保険者情報管理 ２号喪失期間中（厚生年金等）の、資格・期間の管

理できること

必須 ①２号資格情報は、年金機構でしか管理しておらず、市区町村が把握するためには、年金機構情報

を参照するしか方法がないため、市区町村のシステムに登録するのは労力がかかり現実的ではない。必

要に応じて年金機構の情報を照会する運用が現実的ではないでしょうか？

②２号（厚生年金、共済組合）の事務は市町村では行わないため、オプションまたは実装不可が良

いと考えます。

⑤2号の管理は自治体として管理が必要な情報では無いと考えております。

⑥厚生年金の管理は市町村の義務ではないため。

③（実装不可意見）本市では使用しておらず、実務に影響がないため

④「期間の管理～」→「期間を管理～」

4 1 5 0 1 1 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※年金機構が管理している情報の取り扱

い方針

①②③⑤⑥：本機能による国民年金システムへのデータ

取込はオプションとする。基本的にWMや年金機構への問

い合わせによる対応とする。（機能として削除する方針も

検討要）

【修正対応】

④：指摘の通り修正する

【討議事項（共通①）】

年金機構が管理する情報の国民年

金等システムにおける取り扱い方針

29 共通 被保険者情報管理 相談内容を登録・修正・削除・管理・照会ができること 必須 ②メモ機能での管理も可としていただきたい。 ①「相談内容を」→「相談内容の」 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘の通り修正する

②：メモ機能での代替も可とする

30 共通 被保険者情報管理 メモ欄への入力を行えること。また年金メモで使用するキー

ワード・サブキーワードの登録・修正・削除を行えること

必須 ①メモ欄への入力及びキーワードの登録については、調達時の機能要件に記載されているので必須で問

題ないと思います。

②サブキーワードの登録についてはこれまでのパッケージの導入において聞いたことがありません。必須とす

る必要性が想定できません。

キーワード、サブキーワードの管理は、必要性を検討し、オプションで良いと考えます。

③メモ機能について問題ないが、キーワード・サブキーワードの管理について対応していないため

0 0 0 3 0 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：キーワード、サブキーワードは別機能としてオプ

ションにする

31 共通 被保険者情報管理 当該市区町村が管理すべき被保険者に関する勧奨情報

をシステムに登録し管理できること

オプション ①市区町村が被保険者に勧奨を行うことは、これまでのパッケージ導入において聞いたことがありません。 ②不要機能 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：一部自治体で実施しているため、残置する

32 共通 被保険者情報管理 基礎年金番号と関連付けられた宛名番号に誤りが判明

した場合に、修正入力を行えること

必須 ①本市では使用していない 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：利用団体に確認のうえ、検討

33 共通 被保険者情報管理 記号番号重複取消の異動を行うことができること 必須 ①記号番号は基礎年金番号のことでしょうか？そうであれば用語は統一していただきたいです。

②基礎年金番号の重複入力ができないため、そもそも必要ない仕組みであるため

0 0 0 2 0 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：基礎年金番号へ変更

②：利用団体が複数あるため、オプションとして残置とした

い

34 共通 被保険者情報管理 年金番号訂正の異動を行うことができること 必須 ①年金番号は基礎年金番号のことでしょうか？そうであれば用語は統一していただきたいです。 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：基礎年金番号へ変更

35 共通 被保険者情報管理 年金番号訂正を行なう前の番号が自動的にメモ情報に

作成できること

必須 ①年金番号は基礎年金番号のことでしょうか？そうであれば用語は統一していただきたいです。

訂正前の番号は、変更履歴として残れば充分であるため、メモ情報に登録するのはオプションで良いと考

えます。

②被保険者台帳の管理項目に「旧年金番号」を想定していると認識しております。訂正を行う前の番

号は、メモ情報ではなく、旧年金番号へ更新するほうがよいのではないでしょうか。

④内部情報として管理していますが、メモ情報と言えるのか。

⑤業務的に必須では無い機能と考えられるため、オプションが妥当だと考えます。

⑥メモ機能以外のでの管理も可としていただきたい。

③「行なう」→「行う」 0 0 0 5 1 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：基礎年金番号へ変更。またオプションに変更

②④⑥：No.1の旧年金番号で対応可能であるため、本

機能は削除

③：指摘の通り修正する

⑤：オプションへ変更

36 共通 被保険者情報管理 基礎年金番号の誤登録が判明した場合に、当該当基礎

年金番号に関わるすべての情報を削除できること

必須 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 共通 被保険者情報管理 権限の設定により、所属または職員単位で個人番号の

表示を制限できること

必須 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 共通 被保険者情報管理 個人番号参照権限がある場合、個人番号の表示・非表

示を切り替えることができること

必須 ①個人番号の表示制御に関しては、参照権限の制御は必須だと考えておりますが、表示・非表示の切

り替えは必須でしょうか。

0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションとして残置

39 共通 被保険者情報管理 個人番号変更ができること 必須 ①住登住民について、国民年金システムで個人番号変更を行うことはあり得ません。住登外者に限定

するのであれば可能です。

個人番号は住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが

良いと考えます。

③№35などの住登外の被保険者に限定した機能という認識でよろしいでしょうか。

④基本的に住民記録システム情報や住登外に関しては、住民記録システム等を参照しに行く想定で

す。そのため、この機能は不要またはオプション機能とする方針でご検討いただきたい。

⑥個人番号の変更は年金の事務ではないのではないか？

⑦国民年金システムの機能では無いと考えます。

⑧国民年金システムの範疇を超えているため。

②住民記録システム情報と連動しているのであれば不要な機能です。住民記録

システム情報と連動していない場合を想定し、オプションとしました。

⑤不要機能

0 0 0 5 2 7 1 0 1 指摘

質問

機能要件を修

正

質問回答

【修正対応】

①②④⑤⑥⑦⑧：住民記録システム連携を前提として

おり、情報照会のみできるようにするため、本機能は削除

としたい

【質問回答】

③：本機能は上記より削除

40 共通 被保険者情報管理 転入により区に所得情報がない被保険者の所得情報を

登録、照会、更新ができること

オプション ①所得情報は個人個人住民税システムで一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照するの

が良いと考えます。

④用途が不明のため、実装不可とさせていただいています。

②自治体として必要な情報ではありません。

③「区」→「市区町村」、「更新ができること」→「更新できること」

0 0 0 2 2 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②④：個人住民税システム連携で情報の照会のみに

限定するため、本機能は不要とする

③：指摘の通り修正

41 共通 被保険者情報管理 参考情報として判定する事務区分毎の所得限度額の管

理ができること

必須 ①事務区分毎の所得限度額を使う場面を検証し、要件種別を検討させてください。

②年金生活者支援給付金の事務に関する所得限度額でしょうか？どの事務で使用する所得限度額

か明記をお願いいたします。

③被用者情報管理の事務として記載がありますが、

限度額などは被用者単位での管理は不要と想定しております。記載はこの箇所で問題ないでしょうか。

（№52も同様）

④要件がよくわかりませんでした。

⑤オプション機能

0 0 0 0 0 0 5 0 5 質問 質問回答 【質問回答】

①②③④：指摘を踏まえ、機能を有する団体へ確認す

る

⑤：用途確認の上、必要に応じてオプションへ変更する

42 共通 被保険者情報管理 参考情報として判定する障害・遺族の扶養関係の控除

額の管理ができること

必須 ①障害・遺族の扶養関係の控除額を使う場面を検証し、要件種別を検討させてください。

②年金生活者支援給付金の事務に関する所得限度額でしょうか？どの事務で使用する控除額か明

記をお願いいたします。

③控除額を受給者個人ごとに管理する仕様でしょうか。それとも、基本的に控除額は一律のため、設定

値として管理するという仕様でしょうか。（№53も同様）

④要件がよくわかりませんでした。

⑤オプション機能

0 0 0 0 0 0 5 0 5 質問 質問回答 【質問回答】

①②③④：指摘を踏まえ、機能を有する団体へ確認す

る

⑤：用途確認の上、必要に応じてオプションへ変更する

43 共通 被保険者情報管理 参考情報として判定する年金種別毎の所得限度額の管

理ができること

必須 ①年金種別毎の所得限度額を使う場面を検証し、要件種別を検討させてください。

②受給年金の事務に関する所得限度額でしょうか？どの事務で使用する控除額か明記をお願いいたし

ます。

③受給年金の場合、障害年金の受給者の税情報を年金機構へ渡す事務は現在なくなっているため、

所得限度額の管理は不要ではないでしょうか。もし、必要な場合でも、オプション機能でよいのではない

でしょうか。（№53も同様）

④要件がよくわかりませんでした。

⑤オプション機能

0 0 0 0 0 0 5 0 5 質問 質問回答 【質問回答】

①②③④：指摘を踏まえ、機能を有する団体へ確認す

る

⑤：用途確認の上、必要に応じてオプションへ変更する

44 共通 被保険者情報管理 参考情報として判定する障害・扶養関係の控除額の管

理ができること

必須 ①障害・扶養関係の控除額を使う場面を検証し、要件種別を検討させてください。

②受給年金の事務に関する所得限度額でしょうか？どの事務で使用する控除額か明記をお願いいたし

ます。

③要件がよくわかりませんでした。

④オプション機能

0 0 0 0 0 0 4 0 4 質問 質問回答 【質問回答】

①②③：指摘を踏まえ、機能を有する団体へ確認する

④：用途確認の上、必要に応じてオプションへ変更する

45 共通 被保険者情報管理 生活保護該当者の履歴情報表示及び生活保護情報の

追加、変更、削除ができること

必須 ①これまでのパッケージ導入において生活保護情報を国民年金システムで管理する市区町村は、少な

いです。オプションとするほうが妥当ではないでしょうか。

②実装する場合も、生活程該当者の情報が連携されて取り込んだデータを参照する、という前提となる

と思います。生保情報を国民年金システムで個別に追加、変更、削除する運用は不可のため、標準仕

様文からも削除しておいた方がよいと考えます。

生活保護情報は生活保護システムにて一元管理し、必要に応じて参照するのが良いと考えます。

④生活保護該当の情報は連携させたくない

⑤オプション機能

③不要機能 4 1 5 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】

①②③④⑤：情報連携された生活保護該当者のデータ

を参照する機能に修正し、オプションとする

【討議事項（共通④）】

生活保護システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針



＃ ツリー構成 標準仕様案 標準仕様案に対するご意見総評
事務レベル1 事務レベル2 標準仕様文案 要件種別 備考 ご意見まとめ 意見数（討議事項） 意見数（指摘） 意見数（質問） 区分 対応方針 対応方針・討議事項概要 討議事項との紐づけ

＃ 事務レベル1 事務レベル2 標準仕様文案 要件種別 備考 事業者 自治体 事業 自治 計 事業 自治 計 事業 自治 計 区分 対応方針 対応方針・討議事項概要 討議事項との紐づけ

46 共通 被保険者情報管理 DV等支援措置対象者の管理ができること 必須 ①DV等支援措置対象者は、宛名等共通機能で管理するのが良いと考えます。

③国民年金システム独自の管理は不要という意味でしょうか？宛名側で管理する機能を参照できる機

能を有することで問題ないでしょうか。

④共通機能としては管理可能ですが、国民年金システムとしての管理ではありません。

⑤国民年金システムの範疇を超えているため。

②住民記録システム情報と連動し、住民記録システム情報から取得できるような

仕組みが望ましいです。

2 1 3 0 0 0 2 0 2 討議事項

質問

（討議事項）

質問回答

【討議事項】

①②⑤：住民記録システムとの連携で取得したうえで、

被保険者情報から確認できる方針とする

【質問回答】

③④：国民年金システムとして独自に管理するわけでは

なく、住民記録システムとの連携で取得し、参照できる機

能とする

【討議事項（個別①）】

DV等支援措置対象者の管理に関

する機能への要望・要件

（回答）

I列参照のこと

47 共通 EUC プログラムの操作をおこなうことなく、任意にデータの抽出が

主管課職員でも容易にできること

必須 ①「おこなう」→「行う」、「任意に」→「任意の」 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘の通り修正

48 共通 EUC 任意に抽出したデータは表計算ソフトなどでも扱えるテキス

ト形式で保存できること

必須 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 共通 EUC 権限の設定により、所属または職員単位でEUC操作を制

限できること

必須 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 共通 EUC 定期的に使用する該当一覧などの抽出条件を保存して

おくことができること

オプション 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 共通 EUC 資格種別・免除情報・現況等の状況を一般・学生分に

分けて集計し、一覧で確認できること

オプション ②「等」という記載はあいまいなため、明確な記載をお願いします。 ①（実装不可意見）本市では使用しておらず、実務に影響がないため

③「一般」→「一般分」

0 0 0 1 2 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：実施団体があるため、残置

②：No.6参照

③：指摘の通り修正

52 共通 EUC 各種加入者情報を一覧で確認できること オプション ①「各種」という記載はあいまいなため、明確な記載をお願いします。 ②不要機能 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：各市区町村で必要に応じて定義するため、詳細

は定義しない。ただし、記載は修正（「被保険者・受給

者に係る情報を一覧で確認できること（EUC対応））

53 共通 EUC 未納者勧奨に係る情報を一覧で確認できること オプション ①市町村では保険料徴収業務を行わないため、未納者勧奨情報の管理は不要と考えます。

③№367の情報を抽出するEUCという認識で問題ないでしょうか。

②（実装不可意見）本市では使用しておらず、実務に影響がないため

④不要機能

0 0 0 1 2 3 1 0 1 指摘

質問

機能要件を修

正

質問回答

【修正対応】

①②④：一部自治体で実施しているため、残置する

【質問回答】

③：機能を有する団体に確認

54 共通 EUC 登録されているメモキーワードを一覧で確認できること 必須 ③メモキーワードが年金に必須機能となりますか。 ①（オプション意見）本市では使用していない

②不要機能

0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：利用団体が複数あるため、オプションへ変更

55 共通 EUC キーワードで抽出を行い、メモの内容を一覧で確認できる

こと

必須 ③メモキーワードが年金に必須機能となりますか。 ①（オプション意見）本市では使用していない

②不要機能

0 0 0 1 2 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：利用団体が複数あるため、オプションへ変更

56 共通 帳票作成 帳票出力の際、出力される帳票をプレビューにて確認でき

ることまた、プレビューせずに直接出力もできること

必須 ①「確認できることまた、」→「確認できること、また、」 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘の通り修正

57 共通 帳票作成 帳票印刷時、印字領域に印字しきれない文字や、未登

録外字が存在した場合 、印字文字超過一覧や外字未

登録一覧を出力できること

オプション ①外部帳票については、印字しきれない文字や未登録外字がある状態で外部に提出してしまう恐れが

あるので必須機能とするべきではないでしょうか？

②内部帳票については、不要だと思います。

③「内部帳票は帳票要件で定義せず、EUC機能での対応を原則とする想定です。」とベンダー分化会

でお伺いしました。この仕様は不要ではないでしょうか。

0 0 0 3 0 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：外部帳票に限り必須とする。内部帳票について

は、機能を別だししてオプションとする

③：EUC対応の旨、明記する。なお、自治体が内部帳

票で取得できる情報については、EUCで週出可能とする

必要があるため、機能要件上にて定義している（第1回

研究会における内部帳票の取り扱い方針のとおり）

58 共通 帳票作成 出力した帳票をイメージ（PDF等）で保存できること 必須 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 共通 帳票作成 前日の夜間バッチ処理により作成された異動結果一覧表

や、出力指定を行った宛名カードなどの端末出力帳票を

出力できること

オプション ①宛名カードの仕様が不明のため、実装可能かどうか判断できません。

②「内部帳票は帳票要件で定義せず、EUC機能での対応を原則とする想定です。」とベンダー分化会

でお伺いしました。この仕様は不要ではないでしょうか。

0 0 0 2 0 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：宛名カードに係る記述は削除する

②：EUC対応の旨、明記する。なお、自治体が内部帳

票で取得できる情報については、EUCで週出可能とする

必要があるため、機能要件上にて定義している（第1回

研究会における内部帳票の取り扱い方針のとおり）

60 共通 帳票作成 共通となる下記帳票を作成できること

納付記録票/必要書類リスト/宛名はがき/宛名シール/

年齢到達者一覧、異動結果一覧表/印字文字超過一

覧/外字未登録一覧　等

オプション ①市町村では保険料徴収業務を行わないため、納付記録票は不要と考えます。

②必須書類リストとは、どのような帳票でしょうか。

③「内部帳票は帳票要件で定義せず、EUC機能での対応を原則とする想定です。」とベンダー分化会

でお伺いしました。この仕様のうち、外部帳票と定義されていないものがあるように見受けられます。精査

をお願いします。

④「等」という表現ではなく、作成可能とする帳票はすべて明記するようお願いします。

⑤左記の帳票の中でもシステム対応するもの、しないものが切り分けられるため、すべて一つの要件とする

のではなく、個別に仕様の記載をお願いいたします。

⑥不要機能 0 0 0 5 1 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②⑥：不要機能とする

③：EUC対応の旨、明記する。なお、自治体が内部帳

票で取得できる情報については、EUCで週出可能とする

必要があるため、機能要件上にて定義している（第1回

研究会における内部帳票の取り扱い方針のとおり）

④：No.6参照

⑤：詳細は今回定義しない想定。オプションであるため、

61 共通 帳票作成 ①「国民年金標準化_帳票詳細要件（たたき台）_20211029.xlsx」の［外部帳票一覧］シート

に記載がある「法令上必須の帳票」以外の帳票に関しては、今後、帳票詳細要件は定義されるという

認識でよろしかったでしょうか。

0 0 0 0 0 0 1 0 1 質問 質問回答 【質問回答】

①：詳細要件の定義はなし

62 共通 連携 資格異動、免除、付加、給付、情報提供・その他にて、

住民記録システム上で住民情報の異動が発生した場合

に、住民記録システムと連動して異動処理を行えること

必須 ①先行している標準仕様書においては、データ連携（１７業務、１７業務以外、外郭団体等）はス

コープ外として、デジタル庁が取り纏める前提の記載になっていますが、業務フロー等にデジタル庁が取り

纏める内容の記載があることに問題はありませんか。

②引き続き記載する場合、異動事由毎の詳細な連携方法（更新する項目、№130のような更新方

法等）の記載をお願いいたします。

③要件として住民記録システムの最新情報が国民年金システムへ連携されることと解釈しました。

④住民票記載事項にあたる項目については住民記録システムを参照するという

方針であっても、少なくとも「外国人の氏名フリカナ」などは、少なくとも国民年金シ

ステムでの独自管理も必要ではないかと思います。

0 1 1 0 0 0 3 0 3 討議事項

質問

（討議事項）

質問回答

【討議事項】

④住民票では必須管理となっていないが、国民年金シス

テムでは必須管理の項目（外国人の氏名フリカナ）につ

いては独自で管理できる旨を補記する

⇒外国人の氏名フリガナ以外にあるか、確認要

【質問回答】

業務負荷軽減を目的として、一括で住民記録システムか

ら情報連携することを前提とする

①：今後デジタル庁と情報共有しながら進めるため、現

時点で記載は問題ない

②：今回は詳細は定義しない

③：相違なし

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針

（回答）

I列参照のこと

63 共通 連携 住民記録システム異動情報から、被保険者の配偶者、

世帯主情報を自動取得できること

必須 ①「自動取得」との記載がありますが、住民記録システム上の世帯情報を参照可能であれば良いでしょ

うか。

0 0 0 0 0 0 1 0 1 質問 質問回答 【質問回答】

①：No.62にて取り込んだ情報について参照可能であれ

ばよい

64 共通 連携 住民記録システムの異動に係る情報を一覧で確認できる

こと（EUC対応）

必須 ①「住民記録システムの異動に係る情報」は様々な種類があるため、必須とすべきものの整理が必要だ

と考えます。

0 0 0 0 0 0 1 0 1 質問 質問回答 【質問回答】

①：必要となる情報は各自治体で定義して一覧化する

ため、システムで対応する旨のみの記載とし、詳細は定義

しない

65 共通 連携 免除、給付、情報提供・その他にて個人個人住民税シス

テムとの連携を行い、個人個人住民税システムの課税情

報について、定期で取込処理を行えること

必須 ①所得情報は個人個人住民税システムで一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照するの

が良いと考えます。

②免除、給付、情報提供のタイミングでのみ税情報の照会が必要なため、定期での取込は不要と考え

られます。

2 0 2 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】

①：取り込んだ情報を参照できればよい

②：税情報が必要になったタイミングでの取込でよいと思

料。文言修正要（「定期」→「必要に応じて」）

【討議事項（共通②）】

個人住民税システムが保持する情

報の国民年金等システムにおける取

り扱い方針

66 共通 連携 課税情報から、所得情報提供依頼結果用データを作成

できること

必須 ①№364～457の各所得用のデータのことを指している要件という認識でよろしかったでしょうか。 0 0 0 0 0 0 1 0 1 質問 質問回答 【質問回答】

①：相違なし

67 共通 連携 対象者の課税に係る情報を一覧で確認できること（EUC

対応）

必須 ①所得情報は個人個人住民税システムで一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照するの

が良いと考えます。

1 0 1 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】

①：業務負荷軽減を目的として、一括で個人住民税シ

ステムから情報連携することを前提とする

【討議事項（共通②）】

個人住民税システムが保持する情

報の国民年金等システムにおける取

り扱い方針

68 共通 連携 最新の資格履歴に関する資格異動情報を住民記録シス

テムへ連携できること。連携項目は、宛名番号、基礎年

金番号、資格有無、被保険者種別、取得日、喪失日と

する。

必須 ①業務フローの検討時に、住民記録システムへの連携が必要であるとの判断であったため追加しました。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【要件追加】

①：業務フローの検討時に、住民記録システムへの連携

が必要であるとの判断であったため追加しました。

69 共通 連携 最新の資格履歴に関する資格異動情報を国民健康保

険システムへ連携できること。連携項目は、宛名番号、基

礎年金番号、資格有無区分、他公年加入喪失、年金

現況区分、被保険者種別、取得日、喪失日とする。

必須 ①国保標準システムにおいて、国民年金システムからの資格異動情報取込インタフェースが定義されて

おります。また、これまでのパッケージ導入においても、要件として定義される場合が多くありましたので追

加しました。

②年金の資格情報を国民健康保険システムへ連携するというものですが、これま

では、年金情報を利用して国民健康保険の資格喪失勧奨を実施してきた業務

については、令和３年１０月２０日から医療保険の資格確認システムが本格

運用したことで、今後は、独自でそのシステムを活用して二重加入対策（職権喪

失処理まで）が行われます。したがって、標準システムの機能としては、国保の喪

失処理に年金情報は不要になると考え、削除でよいと考える。少なくとも国保とし

ては、年金の喪失情報の必要性はなくなる。

0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【討議事項】

①②：国民健康保険における今後の年金情報の利用

方針に基づき、本機能は削除とする

70 共通 連携 ①№12に国保情報の参照の仕様がありました。国保システムとの連携要件は不要でしょうか。 0 0 0 0 0 0 1 0 1 質問 質問回答 【質問回答】

・住民記録システムの国民健康保険情報を連携するのみ

とするため、システム連携は不要

71 共通 システム管理 マスタ管理されている首長などの情報を即時に認証文に

反映できること

必須 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 共通 システム管理 マスタ管理にて首長などに職務代理が設定された場合、

その期間、職務代理者情報を即時に認証文に反映でき

ること

必須 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 共通 システム管理 認証文及び公印種類を発行場所や、帳票種類により制

御できること

必須 ②公印については廃止の方向でご検討いただきたい。 ①「公印種類を発行場所や、帳票種類～」→「公印種類を、発行場所や帳票

種類～」

0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘の通り修正

②：廃止にする利用が不明なため、対応しない

74 共通 システム管理 操作履歴が保持できること【いつ、どこで、誰が、誰を（何

を）、どうした　等】

必須 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 共通 システム管理 保持した操作履歴を照会できること 必須 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 共通 システム管理 年度切替ができること オプション ①年度切替はどのよな処理を想定しているのでしょうか？

③どの項目について年度管理する想定の仕様でしょうか。

④この要件は画面で、年度が切り替えられることという要件であるという認識でよろしかったでしょうか。

⑤国民年金システムで年度切り替えは不要だと考えます。

②年度切替はどの部分に反映することを想定しているのでしょうか。当方は年度ご

とに受付番号を管理しています。この場合は必須の機能と考えます。

0 0 0 0 0 0 4 1 5 質問 質問回答 【質問回答】

①②③⑤：本機能を有する団体へ確認。年度ごとに受

付番号を管理している想定

④：認識相違なし

77 共通 システム管理 権限により、使用できる機能を制限できること 必須 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 共通 システム管理 相談記録管理機能で使用する担当者、相談方法等の

コードを設定できること

オプション 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 共通 システム管理 未支給年金該当者に付番した受付番号を修正できるこ

と

オプション ①（実装不可意見）本市では使用しておらず、実務に影響がないため

②不要機能

0 0 0 0 2 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：機能を有する団体に確認の上、未支給年金該当

者に係る機能の要否を確認

80 共通 システム管理 未支給年金の自動付番で使用する末番を変更できるこ

と

オプション ①（実装不可意見）本市では使用しておらず、実務に影響がないため

②不要機能

0 0 0 0 2 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：機能を有する団体に確認の上、未支給年金該当

者に係る機能の要否を確認

81 共通 システム管理 申請・届出の日付について、画面の初期表示にシステム

日付を表示できること。任意の日付に変更可能とする

オプション 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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82 資格異動 資格取得 資格取得に係る受付処理簿を作成できること 必須 ①受付処理簿という名称からEUCではないと想定しております。

その場合、「内部帳票は帳票要件で定義せず、EUC機能での対応を原則とする想定です。」とベンダー

分化会でお伺いしました。この仕様は不要ではないでしょうか。

②受付処理簿は必須の帳票では無いと考えます。

③すべてにおいて、受付処理簿の作成の機能には、それぞれの受付処理簿に記

載（登録）する「項目」の追加が必要

0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：内部帳票となるため、オプションとした上でEUC

対応の旨を追記する。なお、システムで管理している情報

（申請や請求の受付時に登録した、もしくは処理結果登

録した情報）を、EUC機能で必要に応じて抽出できるよ

うにするため、管理項目は一律で定義しない。

83 資格異動 資格取得 新規取得に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑤住民記録システムでの管理と重複する項目が多くございますが、宛名番号がございません。住民記録

システムと重複する項目は、住民記録システムのデータを参照しにいく想定でよいでしょうか。（№104～

325も同様）

⑥№9に記載したように、異動毎に関しては管理項目ではなく、異動での更新項目の記載をお願いしま

す。その際、「等」に含まれる想定でしょうか。「等」の記載はなくし、明確に記載をお願いします。（№

104～325も同様）

⑦また、管理項目を更新項目と想定した場合に、以下の点ご確認をお願いします。

　①基礎年金番号や年金種別の記載がありません。

　②新規取得の際に、出産日などの修正などは不要と想定されます。

　③資格の開始日は該当年月日を想定していますか。

　④「個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番号、住所、国籍、外国人通称名」は住

民記録システムからの参照となるため、必須機能ではなく、更新するならばオプション機能として、別要件

としていただきたい。

⑧申出書に記載項目の中で個人の特定に使用する項目が管理項目になっている認識ですが、申出書

に記載された該当項目を管理しておく必要があるという意味でしょうか？宛名番号を特定し（個人を特

定）管理することで問題ないでしょうか。※1

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑩それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 8 2 10 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑤⑧⑨⑩：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

④：追加する

⑥：No.6を参照したうえで、指摘踏まえ管理項目を修

正

⑦：指摘のとおり修正

84 資格異動 資格取得 再取得に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑤※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑥それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑤⑥：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

④：追加する

85 資格異動 資格取得 60歳満了者に対し、任意加入に係る登録・修正・削除・

照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑤任意加入に関しては、60歳満了者以外も加入することがあります。60歳満了者に限定する必要は

ないと思われます。

⑥※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑦それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 5 2 7 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑥⑦：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

④：追加する

⑤：指摘のとおり修正

86 資格異動 資格取得 資格異動における履歴の訂正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑤履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

⑥管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑦それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 5 2 7 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑥⑦：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

④：追加する

⑤：残置とする

87 資格異動 資格取得 資格取得の申請者に対し仮付番できること 必須 ①仮付番は基礎年金番号を想定していますか。

②要望は少ないため、オプションでよいと想定しております。

④当機能なし

③不要機能 0 0 0 2 1 3 1 0 1 指摘

質問

機能要件を修

正

質問回答

【修正対応】

②③④オプションへ変更

【質問回答】

①相違なし

88 資格異動 資格取得 異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①項番108と109の違いは何でしょうか？ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

89 資格異動 資格取得 異動を行なう前に、異動報告書を作成するかどうかを選

択できること

必須 ①項番108と109の違いは何でしょうか？ ②「行なう」→「行う」 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

②：指摘の通り修正

90 資格異動 資格取得 国民年金被保険者関係届書（申出書）を出力できる

こと

必須 ①システム出力が必須となるか、議論が必要だと考えます。 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：業務フローに準じて必須とする

91 資格異動 資格取得 指定した異動事由で抽出された異動情報、報告を必要

としない異動情報、被保険者情報について、一覧で確認

できること（EUC対応）

オプション 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 資格異動 種別変更 種別変更に係る受付処理簿を作成できること 必須 ①受付処理簿という名称からEUCではないと想定しております。

その場合、「内部帳票は帳票要件で定義せず、EUC機能での対応を原則とする想定です。」とベンダー

分化会でお伺いしました。この仕様は不要ではないでしょうか。

②受付処理簿は必須の帳票では無いと考えます。

③すべてにおいて、受付処理簿の作成の機能には、それぞれの受付処理簿に記

載（登録）する「項目」の追加が必要

0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：内部帳票となるため、オプションとした上でEUC

対応の旨を追記する。なお、システムで管理している情報

（申請や請求の受付時に登録した、もしくは処理結果登

録した情報）を、EUC機能で必要に応じて抽出できるよ

うにするため、管理項目は一律で定義しない。

93 資格異動 種別変更 被保険者の資格に係る種別変更（3→1号の変更等）

の登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑤※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑥それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑤⑥：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

④：追加する

94 資格異動 種別変更 資格異動における履歴の訂正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑤履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

⑥管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑦それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 5 2 7 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑥⑦：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

④：追加する

⑤：残置とする

95 資格異動 種別変更 異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①項番118と119の違いは何でしょうか？ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

96 資格異動 種別変更 異動を行なう前に、異動報告書を作成するかどうかを選

択できること

必須 ①項番118と119の違いは何でしょうか？ ②「行なう」→「行う」 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

②：指摘の通り修正

97 資格異動 種別変更 国民年金被保険者関係届書（申出書）を出力できる

こと

必須 ①システム出力が必須となるか、議論が必要だと考えます。 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：業務フローに準じて必須とする

98 資格異動 種別変更 指定した異動事由で抽出された異動情報、報告を必要

としない異動情報、被保険者情報について、一覧で確認

できること（EUC対応）

オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションとして残置

99 資格異動 資格喪失（死亡） 資格喪失に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑤※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑥それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑤⑥：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

④：追加する

100 資格異動 資格喪失（死亡） 該当者に対し、一括喪失処理ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑥№79で住民記録システムとの連携での異動があるため、死亡に関しては一括喪失処理は不要と考え

られます。

⑧※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑨また、一括処理は自治体規模によって必須、オプションの考え方が変わるため、オプションとしておりま

す。

④対象者を抽出する機能は必要ですが、必ずしも一括処理である必要はないと

考えます。

⑤管理項目に基礎年金番号を明記

⑦住民記録システムと自動連携していれば、一括喪失処理は不要。

⑩それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

2 2 4 4 2 6 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】

④⑥⑦⑨：一括処理のニーズについて確認。該当ケース

が僅少ならオプションに変更する。システム連携するため、

そもそも不要かどうかも含めて確認要

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑧⑩：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

⑤：追加する

【討議事項（共通⑤）】

一括処理に関する要望・要件

101 資格異動 資格喪失（死亡） 資格異動における履歴の訂正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑤履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

⑥管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑦それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 5 2 7 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑥⑦：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

④：追加する

⑤：残置する

102 資格異動 資格喪失（死亡） 異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①項番128と129の違いは何でしょうか？ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

103 資格異動 資格喪失（死亡） 異動を行なう前に、異動報告書を作成するかどうかを選

択できること

必須 ①項番128と129の違いは何でしょうか？ ②「行なう」→「行う」 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

②：指摘の通り修正

104 資格異動 資格喪失（死亡） 喪失情報に基づいて、付加、法定免除情報の終了期間

が自動的に変更できること

　付加終了日：資格喪失日

　免除終了日：喪失日の属する月の前月

オプション ①処理結果一覧表の内容を取り込むのであれば、処理結果の反映を待つ形で

よいと思います。

0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：付加や免除に係る内容であり、左記については必ず

しも処理結果一覧の取込のみで対応する内容ではないた

め、オプションとして残置

105 資格異動 資格喪失（死亡） 住民記録システムの異動情報、死亡者情報、指定した

異動事由で抽出された異動情報、報告を必要としない異

動情報、被保険者情報について、一覧で確認できること

（EUC対応）

オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①オプションとして残置
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106 資格異動 資格喪失（海外転

出）

喪失に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑤※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑥それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑤⑥：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

④：追加する

107 資格異動 資格喪失（海外転

出）

該当者に対し、一括喪失処理ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑤№79で住民記録システムとの連携での異動があるため、死亡に関しては一括喪失処理は不要と考え

られます。

⑥※1　海外転出においては、一件ずつ確認しながら処理をする必要があると考えていますので、一括

喪失処理は不要であると考えています。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑦それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

2 1 3 3 1 4 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】

④⑤⑥：一括処理のニーズについて確認。該当ケースが

僅少ならオプションに変更する。システム連携するため、そ

もそも不要かどうかも含めて確認要

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑦：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

【討議事項（共通⑤）】

一括処理に関する要望・要件

108 資格異動 資格喪失（海外転

出）

資格異動における履歴の訂正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑤履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

⑥管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑦それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 5 2 7 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑥⑦：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

④：追加する

⑤：残置する

109 資格異動 資格喪失（海外転

出）

異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①項番138と139の違いは何でしょうか？ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

110 資格異動 資格喪失（海外転

出）

異動を行なう前に、異動報告書を作成するかどうかを選

択できること

必須 ①項番138と139の違いは何でしょうか？

②作成する異動報告は「喪失」の異動報告という認識でよいでしょうか。

③「行なう」→「行う」 0 0 0 1 1 2 1 0 1 指摘

質問

機能要件を修

正

質問回答

【修正対応】

①：統一

③：指摘の通り修正

【質問回答】

②相違なし

111 資格異動 資格喪失（海外転

出）

喪失情報に基づいて、付加、法定免除情報の終了期間

が自動的に変更できること

　付加終了日：資格喪失日

　免除終了日：喪失日の属する月の前月

オプション ①処理結果一覧表の内容を取り込むのであれば、処理結果の反映を待つ形で

よいと思います。

0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：付加や免除に係る内容であり、左記については必ず

しも処理結果一覧の取込のみで対応する内容ではないた

め、オプションとして残置

112 資格異動 資格喪失（海外転

出）

指定した異動事由で抽出された異動情報、報告を必要

としない異動情報、被保険者情報について、一覧で確認

できること（EUC対応）

オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションとして残置

113 資格異動 資格喪失（60歳到

達）

喪失に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑤※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑥それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑤⑥：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

④：追加する

114 資格異動 資格喪失（60歳到

達）

指定期間内に期間満了する該当者に対し、一括で満了

喪失処理ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑤※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑥それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑤⑥：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

④：追加する

115 資格異動 資格喪失（60歳到

達）

資格異動における履歴の訂正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑤履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

⑥管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑦それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 5 2 7 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑥⑦：施行規則ん準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

④：追加する

⑤：残置とする

116 資格異動 資格喪失（60歳到

達）

異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①項番148と149の違いは何でしょうか？ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

117 資格異動 資格喪失（60歳到

達）

異動を行なう前に、異動報告書を作成するかどうかを選

択できること

必須 ①項番148と149の違いは何でしょうか？ ②「行なう」→「行う」 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

②：指摘の通り修正

118 資格異動 資格喪失（60歳到

達）

期間満了処理の被保険者のうち、予定加入者について

高齢任意加入の処理ができること

オプション ①予定加入者とは、60歳前に予め加入手続きを受け付けるということでしょうか。 0 0 0 0 0 0 0 1 1 質問 質問回答 【質問回答】

①：60歳到達に伴う加入手続きです

119 資格異動 資格喪失（60歳到

達）

高齢任意加入者について予定喪失処理を行えること オプション ①処理結果一覧表の内容を取り込むのであれば、処理結果の反映を待つ形で

よいと思います。

0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：実装している団体があるため、残置

120 資格異動 資格喪失（60歳到

達）

喪失情報に基づいて、付加、法定免除情報の終了期間

が自動的に変更できること

　付加終了日：資格喪失日

　免除終了日：喪失日の属する月の前月

オプション ①処理結果一覧表の内容を取り込むのであれば、処理結果の反映を待つ形で

よいと思います。

0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：付加や免除に係る内容であり、左記については必ず

しも処理結果一覧の取込のみで対応する内容ではないた

め、オプションとして残置

121 資格異動 資格喪失（60歳到

達）

期間満了およびその予定者（60・65・70歳到達）情

報、指定した異動事由で抽出された異動情報、報告を

必要としない異動情報、被保険者情報について、一覧で

確認できること（EUC対応）

オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①オプションとして残置

122 資格異動 資格喪失（その他） 資格喪失に係る受付処理簿を作成できること 必須 ①受付処理簿という名称からEUCではないと想定しております。

その場合、「内部帳票は帳票要件で定義せず、EUC機能での対応を原則とする想定です。」とベンダー

分化会でお伺いしました。この仕様は不要ではないでしょうか。

②受付処理簿は必須の帳票では無いと考えます。

③すべてにおいて、受付処理簿の作成の機能には、それぞれの受付処理簿に記

載（登録）する「項目」の追加が必要

0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：内部帳票となるため、オプションとした上でEUC

対応の旨、追記する。なお、システムで管理している情報

（申請や請求の受付時に登録した、もしくは処理結果登

録した情報）を、EUC機能で必要に応じて抽出できるよ

うにするため、管理項目は一律で定義しない。

123 資格異動 資格喪失（その他） 喪失に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑤※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑥それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑤⑥：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

④：追加する

124 資格異動 資格喪失（その他） 1号から3号への種別変更に係る登録・修正・削除・照会

ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑤※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑥それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑤⑥：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

④：追加する

125 資格異動 資格喪失（その他） 被保険者の65歳以上加入者の予定喪失に係る登録・

修正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑥※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑤「被保険者の65歳以上加入者」→「被保険者のうち65歳以上加入者」

⑦それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 4 3 7 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑥⑦：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

④：追加する

⑤：指摘の通り修正

126 資格異動 資格喪失（その他） 資格異動における履歴の訂正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑤履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

⑥管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑦それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 5 2 7 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑥⑦：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

④：追加する

⑤：残置する

127 資格異動 資格喪失（その他） 異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①項番162と163の違いは何でしょうか？ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

128 資格異動 資格喪失（その他） 異動を行なう前に、異動報告書を作成するかどうかを選

択できること

必須 ①項番162と163の違いは何でしょうか？ ②「行なう」→「行う」 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

②：指摘の通り修正

129 資格異動 資格喪失（その他） 国民年金被保険者関係届書（申出書）を出力できる

こと

必須 ①システム出力が必須となるか、議論が必要だと考えます。 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：業務フローに準じて残置とする

130 資格異動 資格喪失（その他） 喪失情報に基づいて、付加、法定免除情報の終了期間

が自動的に変更できること

　付加終了日：資格喪失日

　免除終了日：喪失日の属する月の前月

オプション ①156と同じ

②「終了期間が自動的に～」→「終了期間を自動的に～」

0 0 0 0 2 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：残置

②：指摘の通り修正

131 資格異動 資格喪失（その他） 指定した異動事由で抽出された異動情報、報告を必要

としない異動情報、被保険者情報について、一覧で確認

できること（EUC対応）

オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①オプションとして残置

132 資格異動 国内転入 転入（管内・管外）に係る異動の登録・修正・削除・照

会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①転入（管内・管外）とはどういう意味でしょうか？

②国内転入で登録が必要な項目は、転入日、転入前住所、転入時の現住所の認識ですが、問題な

いでしょうか？

③個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

④必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

⑤個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑦※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑥管理項目に基礎年金番号を明記

⑧それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 6 2 8 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：管内・管外に係る記載は削除

②⑦⑧：相違なし。管理項目は修正

③：指摘のとおり修正予定

④：申請により登録する項目に絞って記載する

⑤：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

⑥：追加する

133 資格異動 国内転入 資格異動における履歴の訂正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①国内転入は資格異動ではないので実装不可です。

②個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

④履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

⑤管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

③管理項目に基礎年金番号を明記

⑥それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：国内転入は住民記録システムからの情報連携で取

り込むだけであるため、本機能は削除する

②：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

③：追加する

④：残置する

⑤⑥：施行規則に準じた項目に絞って記載する

134 資格異動 国内転入 再転入で新規の住民データが作成された際に、旧住民

コードの年金情報を新しい住民コードに移管できること

必須 ①住民コードとは、項番１で記載されている宛名番号のことでしょうか？

②用語は標準仕様内で統一していただきたいです。

0 0 0 2 0 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：宛名番号に変更する

②：指摘の通り修正する

135 資格異動 国内転入 異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①項番173と174の違いは何でしょうか？ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一
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136 資格異動 国内転入 異動を行なう前に、異動報告書を作成するかどうかを選

択できること

必須 ①項番173と174の違いは何でしょうか？ ②「行なう」→「行う」 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

②：指摘の通り修正

137 資格異動 国内転入 転入者の中で国保加入の形跡ありの年金未加入者情

報、指定した異動事由で抽出された異動情報、報告を

必要としない異動情報、被保険者情報について、一覧で

確認できること（EUC対応）

オプション ①転入者には基本的には台帳がないため、「指定した異動事由で抽出された異動情報、報告を必要と

しない異動情報、被保険者情報について」と年金未加入者情報を一緒に出す必要はないと思われま

す。

②「形跡ありの」→「形跡がある」 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：同時に出力することを意味していないため、残置とす

る（機能一覧に記載のある内部帳票については原則記

載する方針のため）

②：指摘の通り修正

138 資格異動 国内転出 転出に係る異動の登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①国内転出で登録が必要な情報は、転出日、転出先住所の認識ですが、問題ないでしょうか？

②個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

③必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

④個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

⑥国内転出の異動では、基本的に住所地の異動だけなので、年金資格は喪失されません。

⑦※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑧転出に係る異動は、住民記録システムの転出異動が国民年金システム反映されれば問題ないと解

釈いたしました。

⑤管理項目に基礎年金番号を明記

⑨それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 7 2 9 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：相違なし。管理項目を修正

②：指摘のとおり修正予定

③⑦⑨：施行規則に準じた項目に絞って記載する

④：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

⑤：追加する

⑥⑧：資格喪失と関連しないため、削除を検討。残置す

る場合、管理項目については、異動関連は関係ないため

修正する

139 資格異動 国内転出 該当者に対し、一括喪失処理ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①国内転出では、資格は喪失しないので実装不可です。

②個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

③国内転出者全てが資格喪失するわけではないので、一括喪失処理は不要と考えます。

⑤国内転出の異動では、基本的に住所地の異動だけなので、年金資格は喪失されません。

⑦※1　国内転出者においては、喪失処理を行う必要は無いと考えております。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑥住民記録システムと自動連携していれば、一括喪失処理は不要。

⑧それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 5 3 8 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①⑥：ご指摘の通り、本機能は削除

②③⑦：本機能は削除

④：追加する

⑤：資格喪失と関連しない。また、管理項目については、

異動関連は関係ないため修正する

⑧施行規則に準じた項目に絞って記載する

140 資格異動 国内転出 資格異動における履歴の訂正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①国内転出では、資格異動は発生しないので実装不可です。

②個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、住所、国籍、外国人通称名など、住民記録システ

ムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理し、国民年金システムは必要に応じて参照する

のが良いと考えます。

④国内転出の異動では、基本的に住所地の異動だけなので、年金資格は喪失されません。

⑤履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

⑥国内転出者においては、資格異動を行う必要は無いと考えております。

③管理項目に基礎年金番号を明記

⑥それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：国内転出は住民記録システムからの情報連携で取

り込むだけであるため、本機能は削除する

②：No.79のとおり、住民記録システム連携しているた

め、国民年金システム上で参照可

③：追加する

④：管理項目、および機能要件の文言は修正する

⑤：残置とする

⑥：施行規則に準じた項目に絞って記載する

141 資格異動 国内転出 異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①項番182と183の違いは何でしょうか？

②転出の異動は年金機構にて把握可能なため、異動報告は基本的に不要とお伺いしています。

0 0 0 2 0 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

②：異動報告不要なため、削除

142 資格異動 国内転出 異動を行なう前に、異動報告書を作成するかどうかを選

択できること

必須 ①項番182と183の違いは何でしょうか？

②転出の異動は年金機構にて把握可能なため、異動報告は基本的に不要とお伺いしています。

③「行なう」→「行う」 0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

②：異動報告不要なため、削除

③：指摘の通り修正

143 資格異動 国内転出 指定した異動事由で抽出された異動情報、報告を必要

としない異動情報、被保険者情報について、一覧で確認

できること（EUC対応）

オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションとして残置

144 資格異動 氏名・性別・生年月日

変更

氏名訂正に係る異動の登録・修正・削除・照会ができる

こと

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①異動の登録・修正・削除・照会とは、どのような情報の登録・修正・削除・照会を想定しているので

しょうか？明確に定義する必要があると思います。

②個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

③必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

④氏名変更では、氏名変更日と変更前氏名の情報の管理が必要です。

⑤氏名訂正記録は、住民記録システム(宛名)の情報を照会すればよく、国民年金システムにて登録・

修正する機能は不要と考えます。

⑦個人番号をもたない被保険者のための異動報告の作成のための異動という想定で問題ないでしょう

か。

⑧※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑥管理項目に基礎年金番号を明記

⑨それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 7 2 9 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①⑤⑦氏名・性別・生年月日は住民記録システムからの

情報連携で自動で取り込むだけであるため、本機能は削

除する

②：指摘のとおり修正予定

③⑧⑨：施行規則に準じた項目に絞って記載する

④：管理項目に追加

⑥：追加する

145 資格異動 氏名・性別・生年月日

変更

性別訂正に係る異動の登録・修正・削除・照会ができる

こと

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①異動の登録・修正・削除・照会とは、どのような情報の登録・修正・削除・照会を想定しているので

しょうか？明確に定義する必要があると思います。

②個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

③必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

④性別訂正では、性別訂正日と旧性別の情報の管理が必要です。

⑤性別訂正記録は、住民記録システム(宛名)の情報を照会すればよく、国民年金システムにて登録・

修正する機能は不要と考えます。

⑦個人番号をもたない被保険者のための異動報告の作成のための異動という想定で問題ないでしょう

か。

⑧※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑥管理項目に基礎年金番号を明記

⑨それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 7 2 9 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①⑤⑦氏名・性別・生年月日は住民記録システムからの

情報連携で自動で取り込むだけであるため、本機能は削

除する

②：指摘のとおり修正予定

③⑧⑨：施行規則に準じた項目に絞って記載する

④：管理項目に追加

⑥：追加する

146 資格異動 氏名・性別・生年月日

変更

生年月日訂正に係る異動の登録・修正・削除・照会がで

きること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①異動の登録・修正・削除・照会とは、どのような情報の登録・修正・削除・照会を想定しているので

しょうか？明確に定義する必要があると思います。

②個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

③必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

④生年月日訂正では、生年月日訂正日、旧生年月日の情報の管理が必要です。

⑤生年月日訂正記録は、住民記録システム(宛名)の情報を照会すればよく、国民年金システムにて

登録・修正する機能は不要と考えます。

⑦個人番号をもたない被保険者のための異動報告の作成のための異動という想定で問題ないでしょう

か。

⑧※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑥管理項目に基礎年金番号を明記

⑨それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 7 2 9 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①⑤⑦氏名・性別・生年月日は住民記録システムからの

情報連携で自動で取り込むだけであるため、本機能は削

除する

②：指摘のとおり修正予定

③⑧⑨：施行規則に準じた項目に絞って記載する

④：管理項目に追加

⑥：追加する

147 資格異動 氏名・性別・生年月日

変更

資格異動における履歴の訂正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①氏名・性別・生年月日変更で資格異動は発生しないため、実装不可です。

②氏名・性別・生年月日変更に伴う資格異動は不要と考えます。

④住民記録システムと連携し、氏名等を参照する場合、氏名・性別・生年月日変更での資格異動は

不要と想定しております。そのため、住民記録システムと連携しない場合のオプション機能でよいのではな

いでしょうか。

⑤履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

⑥管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

③管理項目に基礎年金番号を明記

⑦それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 5 2 7 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②④⑤氏名・性別・生年月日は住民記録システムから

の情報連携で自動で取り込むだけであるため、本機能は

削除する

③：追加する

⑥⑦：施行規則に準じた項目に絞って記載する

148 資格異動 氏名・性別・生年月日

変更

異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①項番192と193の違いは何でしょうか？

②氏名・性別・生年月日訂正報告は、一括処理で作成するのが良いと考えます。（処理日時点で個

人番号未付番者で、１号加入中、任意加入中の人に対して作成する）

0 0 0 2 0 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

②：上記参考に修正想定

149 資格異動 氏名・性別・生年月日

変更

異動を行なう前に、異動報告書を作成するかどうかを選

択できること

必須 ①項番192と193の違いは何でしょうか？

②氏名・性別・生年月日訂正報告は、一括処理で作成するのが良いと考えます。（処理日時点で個

人番号未付番者で、１号加入中、任意加入中の人に対して作成する）

③「行なう」→「行う」 0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

②：上記参考に修正想定

③：指摘の通り修正

150 資格異動 氏名・性別・生年月日

変更

指定した異動事由で抽出された異動情報、報告を必要

としない異動情報、被保険者情報について、一覧で確認

できること（EUC対応）

オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①オプションとして残置

151 資格異動 氏名・性別・生年月日

変更

住所変更に係る異動の登録・修正・削除・照会ができる

こと

必須 ①マイナンバー未付番者の場合は、住所変更について年金機構への報告が必要になります。また、年

金機構の住所が誤っていた場合に、住所変更の報告が必要になる場合があるため、追加しました。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【要件追加】

①追加する

152 資格異動 追加・訂正 追加・訂正に係る受付処理簿を作成できること 必須 ①受付処理簿という名称からEUCではないと想定しております。

その場合、「内部帳票は帳票要件で定義せず、EUC機能での対応を原則とする想定です。」とベンダー

分化会でお伺いしました。この仕様は不要ではないでしょうか。

②受付処理簿は必須の帳票では無いと考えます。

③すべてにおいて、受付処理簿の作成の機能には、それぞれの受付処理簿に記

載（登録）する「項目」の追加が必要

0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：内部帳票となるため、オプションとした上でEUC

対応の旨、追記する。なお、システムで管理している情報

（申請や請求の受付時に登録した、もしくは処理結果登

録した情報）を、EUC機能で必要に応じて抽出できるよ

うにするため、管理項目は一律で定義しない。

153 資格異動 追加・訂正 資格取得、喪失に係る修正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、住所、届書種類・

番号、取得記録1（訂正前）、取得記録1（訂正

後）、喪失記録1（訂正前）、喪失記録1（訂正

後）、取得記録2（訂正前）、取得記録2（訂正

後）、喪失記録2（訂正前）、喪失記録2（訂正

後）、種別（訂正前）、種別（訂正後）、理由、喪

失予定に対応する取得年月日、喪失予定年月日、区

分、65歳以上申込区分、65歳前喪失者区分、訂正前

の性別、訂正に至った事由　等

必須 ①個人番号、生年月日など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理

し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

②取得記録、喪失記録が２組あるように記載されていますが、１組で良いと考えます。

④国民年金システム内で個人番号の情報を保持する仕組みにしていないため対象から外してほしい。

⑤項番103に記載された資格取得に記載された項目以外の項目（喪失予定に対応する取得年月

日、喪失予定年月日、区分、65歳以上申込区分、65歳前喪失者区分など）は必要な項目になりま

すか。

⑥管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

③管理項目に基礎年金番号を明記

⑦それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 4 2 6 1 0 1 指摘

質問

機能要件を修

正

質問回答

【修正対応】

①④⑥⑦：指摘の通り修正。施行規則に準じた項目に

絞り記載する（個人番号は削除とする）

②：1組分とする

③：追加する

【質問回答】

⑤：資格・訂正報告書に準じて登録を行うため、必要と

する

154 資格異動 追加・訂正 資格異動における履歴の修正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、住所、届書種類・

番号、取得記録1（訂正前）、取得記録1（訂正

後）、喪失記録1（訂正前）、喪失記録1（訂正

後）、取得記録2（訂正前）、取得記録2（訂正

後）、喪失記録2（訂正前）、喪失記録2（訂正

後）、種別（訂正前）、種別（訂正後）、理由、喪

失予定に対応する取得年月日、喪失予定年月日、区

分、65歳以上申込区分、65歳前喪失者区分、訂正前

の性別、訂正に至った事由　等

必須 ①個人番号、生年月日など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理

し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

②取得記録、喪失記録が２組あるように記載されていますが、１組で良いと考えます。

④履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

⑤管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

③管理項目に基礎年金番号を明記

⑥それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①⑤⑥：指摘の通り修正。施行規則に準じた項目に絞

り記載する

②：1組分とする

③：追加する

④：残置とする

155 資格異動 追加・訂正 異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①項番201と202の違いは何でしょうか？ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

156 資格異動 追加・訂正 異動を行なう前に、異動報告書を作成するかどうかを選

択できること

必須 ①項番201と202の違いは何でしょうか？ ②「行なう」→「行う」 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一

②：指摘の通り修正

157 資格異動 追加・訂正 被保険者資格関係記録訂正・追加・取消報告書（申

出書）を出力できること

必須 ①"被保険者資格関係記録訂正・追加・取消報告書（申出書）"は、法令で定められた帳票でない

認識ですが、法令で定められた帳票なのでしょうか？

②システム出力が必須となるか、議論が必要だと考えます。

0 0 0 0 0 0 2 0 2 質問 質問回答 【質問回答】

①：外部帳票かつ法令上必須との意見を複数いただい

ているため残置

②：業務フローに準じて必須とする

158 資格異動 追加・訂正 指定した異動事由で抽出された異動情報、報告を必要

としない異動情報、被保険者情報について、一覧で確認

できること（EUC対応）

オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①オプションとして残置

159 資格異動 不在 不在に係る異動の登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】

年金手帳の基礎年金番号、生年月日、該当年月日、

転出先住所（住所コード、住所（フリガナ）、被保険者

氏名、住民票削除理由、住所判明年月日、判明住所

（郵便番号、住所（市区町村コード、フリガナ）、変更

年月日）、氏名変更を伴う場合（変更後の氏名、変更

年月日）、氏名　等

必須 ①生年月日、転出先住所など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管

理し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

②管理項目として、居所未登録者報告書、居所未登録者住所判明報告書に必要な項目を記載さ

れていて、サポートしていないため。

③管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 3 1 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘の通り修正。申請に係る項目に絞り記載する

②③④：施行規則に準じた項目に絞って記載する

160 資格異動 不在 資格異動における履歴の訂正・削除・照会ができること

【管理項目】

年金手帳の基礎年金番号、生年月日、該当年月日、

転出先住所（住所コード、住所（フリガナ）、被保険者

氏名、住民票削除理由、住所判明年月日、判明住所

（郵便番号、住所（市区町村コード、フリガナ）、変更

年月日）、氏名変更を伴う場合（変更後の氏名、変更

年月日）、氏名　等

必須 ①不在は資格異動ではないため実装不可

②生年月日、転出先住所など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管

理し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

③履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

④管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑤それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 4 1 5 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：文言修正予定

②④⑤：指摘の通り修正。施行規則に準じた項目に絞

り記載する

③：残置とする

161 資格異動 不在 異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①不在は異動報告の対象ではないため実装不可

②現在、年金機構から提示されている異動報告書の様式には不在の異動事由がございません。このシ

ステム標準化のタイミングで、「居所未登録者報告書」の様式が提示されるという認識でよろしかったで

しょうか。

0 0 0 2 0 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：不在は年金機構への報告対象であるため、「異動

報告」の文言を修正する

②：年金機構へ確認要
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162 資格異動 不在 異動を行なう前に、異動報告書を作成するかどうかを選

択できること

必須 ①不在は異動報告の対象ではないため実装不可

②現在、年金機構から提示されている異動報告書の様式には不在の異動事由がございません。このシ

ステム標準化のタイミングで、「居所未登録者報告書」の様式が提示されるという認識でよろしかったで

しょうか。

③「行なう」→「行う」 0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：不在は年金機構への報告対象であるため、「異動

報告」の文言を修正する

②：年金機構へ確認要

③：指摘の通り修正

163 資格異動 不在 居所未登録者報告書を出力できること 必須 ①現在、年金機構から提示されている異動報告書の様式には不在の異動事由がございません。このシ

ステム標準化のタイミングで、「居所未登録者報告書」の様式が提示されるという認識でよろしかったで

しょうか。

②機能サポートしていないため

③システム化が必要か議論が必要だと考えます。

0 0 0 3 0 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：年金機構へ仕様を確認の上、検討

164 資格異動 不在 不在、不現住、指定した異動事由で抽出された異動情

報、報告を必要としない異動情報、被保険者情報につい

て、一覧で確認できること（EUC対応）

オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションとして残置

165 資格異動 不在 居所未登録者住所判明報告書を出力できること 必須 ①フローに記載があるため追加。

②居所未登録者報告書と居所未登録者住所判明報告書はセットで必要です。

0 0 0 2 0 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：フローに記載があるため追加。

②：居所未登録者報告書と居所未登録者住所判明報

告書はセットで必要です。

166 免除 免除・納付猶予申請書

受理・審査

被保険者、配偶者、世帯主の免除申請に必要な所得

情報を課税情報より取得し、基準額を算出できること

必須 ①基準額とは何を意味するのでしょうか？

②「必要な所得情報」について明記いただけないでしょうか。

0 0 0 0 0 0 2 0 2 質問 質問回答 【質問回答】

①②：帳票で出力されている項目。機能を有する団体に

確認要

167 免除 免除・納付猶予申請書

受理・審査

所得情報について、未申告・無申告の判断を行い、それ

を確認できること

オプション ①未申告、無申告の判断方法も、住民税情報のどの項目をみて未申告、無申告を判断するのか明記

いただけないでしょうか。

②不要機能 0 0 0 0 0 0 1 1 2 質問 質問回答 【質問回答】

①②：機能を有する団体へ確認要

168 免除 免除・納付猶予申請書

受理・審査

免除申請者受付処理簿を作成できること 必須 ①受付処理簿という名称からEUCではないと想定しております。

その場合、「内部帳票は帳票要件で定義せず、EUC機能での対応を原則とする想定です。」とベンダー

分化会でお伺いしました。この仕様は不要ではないでしょうか。

②受付処理簿は必須の帳票では無いと考えます。

③すべてにおいて、受付処理簿の作成の機能には、それぞれの受付処理簿に記

載（登録）する「項目」の追加が必要

0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：内部帳票となるため、オプションとした上でEUC

対応の旨、追記する。なお、システムで管理している情報

（申請や請求の受付時に登録した、もしくは処理結果登

録した情報）を、EUC機能で必要に応じて抽出できるよ

うにするため、管理項目は一律で定義しない。

169 免除 免除・納付猶予申請書

受理・審査

申請免除に係る登録・修正・削除・照会が行なえること

【管理項目】

個人番号、電話番号、被保険者氏名、被保険者生年

月日、配偶者氏名、配偶者生年月日、世帯主氏名、

特記事項、免除等区分、申請期間、16歳以上19歳未

満の扶養親族、特例認定区分、継続希望、備考、申請

期間、（以降の項目は、被保険者分、配偶者分、世帯

主分ごとに管理）氏名、政令で定める額、地方税法上

の障害者・寡婦・ひとり親、控除対象配偶者および扶養

親族（16歳以上19歳未満に限る）数、老人控除対象

配偶者および老人数、特定扶養親族および扶養親族

（16歳以上19歳未満に限る）数、前年の所得額、純

損失及び雑損失、控除（雑損、医療費、社会保険料、

小規模企業共済等掛金、配偶者特別、地方税法附則

第6条第4項の免除に係る所得額、障害者（特別障害

者を除く）の合計数、特別障害者の合計数、寡婦、ひと

り親、勤労学生、控除の合計額）、控除後の所得額、

特例認定区分、天災を事由とした場合の意見、連絡

欄、免除申請日、入力日、申請を行なった内容、免除

理由、年金機構送付日、裁定日、裁定結果、承認期

間及び承認区分、却下期間、添付書類メモ情報　等

必須 ①被保険者氏名、配偶者氏名、世帯主氏名、特例認定区分、申請期間等は、複数記載されていま

すが、その違いは何でしょうか？

②"16歳以上19歳未満の扶養親族"は、管理できない市区町村があります。オプションにすべきでは？

③"(以降の項目は、被保険者分、配偶者分、世帯主分ごとに管理)"は、この後に記載されている項

目全てのことでしょうか？

④"控除対象配偶者および扶養親族（16歳以上19歳未満に限る）数"は"控除対象配偶者および

扶養親族（16歳以上19歳未満を除く）数"が正しいのではないでしょうか？

⑤"申請を行った内容"はどのような内容でしょうか？

⑥個人番号、被保険者氏名など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元

管理し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑦地方税法上の障害者・寡婦・ひとり親などは個人個人住民税システムで一元管理し、国民年金シス

テムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑧「16歳以上19歳未満の扶養親族数」は個人個人住民税システムで管理しませんが、個人個人住

民税システムの扶養の紐づけ情報から判定する仕組みにすれば、国民年金システムで管理する必要は

ないと考えます。

⑩申請免除の履歴に関しては、年金機構受付か、自治体受付かの切り分けができるとよいと思われま

す。

⑫国民年金システム内で個人番号の情報を保持する仕組みにしていないため対象から外してほしい。

⑬申請免除について、年金機構側で裁定結果が決定するため、現状詳細な内容まで管理していな

い。ステータス管理のみ。

⑭管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑨管理項目に基礎年金番号を明記

⑪「行なえる」→「行える」

⑮それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

4 0 4 8 3 11 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

②：申請の上で必須と想定しているが、管理できない、ま

たは当該項目が不要なケースを確認

⑥：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

⑦：個人住民税システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

⑧：個人住民税システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理はしない

【修正対応】

①：確認の上、修正予定

③：ご認識の通り

④：修正予定

⑤：削除予定

⑨：追加する

⑩：管理項目に追加する

⑪：指摘の通り修正

⑫：個人番号については削除する

⑬：処理結果の登録欄と残置とする

⑭⑮：施行規則に準じた項目に絞って記載する

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針

170 免除 免除・納付猶予申請書

受理・審査

過年度分の免除申請を受付できること

【管理項目】

個人番号、電話番号、被保険者氏名、被保険者生年

月日、配偶者氏名、配偶者生年月日、世帯主氏名、

特記事項、免除等区分、申請期間、16歳以上19歳未

満の扶養親族、特例認定区分、継続希望、備考、申請

期間、（以降の項目は、被保険者分、配偶者分、世帯

主分ごとに管理）氏名、政令で定める額、地方税法上

の障害者・寡婦・ひとり親、控除対象配偶者および扶養

親族（16歳以上19歳未満に限る）数、老人控除対象

配偶者および老人数、特定扶養親族および扶養親族

（16歳以上19歳未満に限る）数、前年の所得額、純

損失及び雑損失、控除（雑損、医療費、社会保険料、

小規模企業共済等掛金、配偶者特別、地方税法附則

第6条第4項の免除に係る所得額、障害者（特別障害

者を除く）の合計数、特別障害者の合計数、寡婦、ひと

り親、勤労学生、控除の合計額）、控除後の所得額、

特例認定区分、天災を事由とした場合の意見、連絡

欄、免除申請日、入力日、申請を行なった内容、免除

オプション ①免除の遡及申請は法で認められているので、必須機能とするべきではないでしょうか。

②被保険者氏名、配偶者氏名、世帯主氏名、特例認定区分、申請期間等は、複数記載されていま

すが、その違いは何でしょうか？

③"16歳以上19歳未満の扶養親族"は、管理できない市区町村があります。オプションにすべきでは？

④"(以降の項目は、被保険者分、配偶者分、世帯主分ごとに管理)"は、この後に記載されている項

目全てのことでしょうか？

⑤"控除対象配偶者および扶養親族（16歳以上19歳未満に限る）数"は"控除対象配偶者および

扶養親族（16歳以上19歳未満を除く）数"が正しい。

⑥"申請を行った内容"はどのような内容でしょうか？

⑦個人番号、被保険者氏名など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元

管理し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑧地方税法上の障害者・寡婦・ひとり親などは個人個人住民税システムで一元管理し、国民年金シス

テムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑨「16歳以上19歳未満の扶養親族数」は個人個人住民税システムで管理しませんが、個人個人住

民税システムの扶養の紐づけ情報から判定する仕組みにすれば、国民年金システムで管理する必要は

ないと考えます。

⑬申請免除について、年金機構側で裁定結果が決定するため、現状詳細な内容まで管理していな

い。ステータス管理のみ。

⑭管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑩現在、申請可能な2年1カ月前までの申請は過年度でも受付を行っておりま

す。

⑪大半の自治体で必要な機能と思われるため

⑫管理項目に基礎年金番号を明記

⑮それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

4 0 4 7 4 11 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

③：申請の上で必須と想定しているが、管理できない、ま

たは当該項目が不要なケースを確認

⑦：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

⑧：個人住民税システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

⑨：個人住民税システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理はしない

【修正対応】

①⑩⑪：必須に変更

②：確認の上、修正予定

④：ご認識の通り

⑤・：修正予定

⑥：削除予定

⑫：追加する

⑬：処理結果の登録欄と残置とする

⑭⑮：施行規則に準じた項目に絞って記載する

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針

171 免除 免除・納付猶予申請書

受理・審査

指定された条件で抽出された免除該当者を抽出し、一

括で免除に係る異動を行えること

【管理項目】

個人番号、電話番号、被保険者氏名、被保険者生年

月日、配偶者氏名、配偶者生年月日、世帯主氏名、

特記事項、免除等区分、申請期間、16歳以上19歳未

満の扶養親族、特例認定区分、継続希望、備考、申請

期間、（以降の項目は、被保険者分、配偶者分、世帯

主分ごとに管理）氏名、政令で定める額、地方税法上

の障害者・寡婦・ひとり親、控除対象配偶者および扶養

親族（16歳以上19歳未満に限る）数、老人控除対象

配偶者および老人数、特定扶養親族および扶養親族

（16歳以上19歳未満に限る）数、前年の所得額、純

損失及び雑損失、控除（雑損、医療費、社会保険料、

小規模企業共済等掛金、配偶者特別、地方税法附則

第6条第4項の免除に係る所得額、障害者（特別障害

者を除く）の合計数、特別障害者の合計数、寡婦、ひと

り親、勤労学生、控除の合計額）、控除後の所得額、

特例認定区分、天災を事由とした場合の意見、連絡

欄、免除申請日、入力日、申請を行なった内容、免除

理由、年金機構送付日、裁定日、裁定結果、承認期

間及び承認区分、却下期間、添付書類メモ情報　等

必須 ①"指定された条件"とはどのような条件でしょうか？条件が不明のため実装できません。また、これまでの

パッケージ導入において、左記のような要件は聞いたことがありません。どのような場面で左記のような機

能が必要なのでしょうか？

②個人番号、被保険者氏名など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元

管理し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

③地方税法上の障害者・寡婦・ひとり親などは個人個人住民税システムで一元管理し、国民年金シス

テムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

④「16歳以上19歳未満の扶養親族数」は個人個人住民税システムで管理しませんが、個人個人住

民税システムの扶養の紐づけ情報から判定する仕組みにすれば、国民年金システムで管理する必要は

ないと考えます。

⑥「免除に係る異動」とは、免除記録がまだ登録のない被保険者に免除の記録を登録する異動と想定

しておりますが、認識に相違ないでしょうか。

⑦上記の認識が正しい場合、免除該当者かどうかの判断は年金機構の判断になると想定しております

が、どのような条件でその対象者を抽出するのかご教示ください。

⑧申請免除について、年金機構側で裁定結果が決定するため、現状詳細な内容まで管理していな

い。ステータス管理のみ。

⑨管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑩また、一括処理は自治体規模によって必須、オプションの考え方が変わるため、オプションとしておりま

す。

⑤管理項目に基礎年金番号を明記

⑪それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

5 0 5 2 2 4 2 0 2 討議事項

指摘

質問

（討議事項）

機能要件を修

正

質問回答

【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

①⑩：「終了期限を迎える該当者に対し、延長もしくは

終了の処理を一括して行う」ケース等を想定。当該ケース

がなければ削除

②：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

③：個人住民税システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

④：個人住民税システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理はしない

【修正対応】

⑤：追加する

⑧：処理結果の登録欄と残置とする

⑨⑪：施行規則に準じた項目に絞って記載する

【質問回答】

⑥当該ケースだけでなく、免除の終了等も一括で対応可

とする想定

⑦市区町村が把握している免除該当者に対し、終了期

限を迎えた対象者の異動を一括で行うことを想定している

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針

172 免除 免除・納付猶予申請書

受理・審査

申請免除に係る履歴の訂正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、電話番号、被保険者氏名、被保険者生年

月日、配偶者氏名、配偶者生年月日、世帯主氏名、

特記事項、免除等区分、申請期間、16歳以上19歳未

満の扶養親族、特例認定区分、継続希望、備考、申請

期間、（以降の項目は、被保険者分、配偶者分、世帯

主分ごとに管理）氏名、政令で定める額、地方税法上

の障害者・寡婦・ひとり親、控除対象配偶者および扶養

親族（16歳以上19歳未満に限る）数、老人控除対象

配偶者および老人数、特定扶養親族および扶養親族

（16歳以上19歳未満に限る）数、前年の所得額、純

損失及び雑損失、控除（雑損、医療費、社会保険料、

小規模企業共済等掛金、配偶者特別、地方税法附則

第6条第4項の免除に係る所得額、障害者（特別障害

者を除く）の合計数、特別障害者の合計数、寡婦、ひと

り親、勤労学生、控除の合計額）、控除後の所得額、

特例認定区分、天災を事由とした場合の意見、連絡

欄、免除申請日、入力日、申請を行なった内容、免除

理由、年金機構送付日、裁定日、裁定結果、承認期

間及び承認区分、却下期間、添付書類メモ情報　等

必須 ①被保険者氏名、配偶者氏名、世帯主氏名、特例認定区分、申請期間等は、複数記載されていま

すが、その違いは何でしょうか？

②"16歳以上19歳未満の扶養親族"は、管理できない市区町村があります。オプションにすべきでは？

③"(以降の項目は、被保険者分、配偶者分、世帯主分ごとに管理)"は、この後に記載されている項

目全てのことでしょうか？

④"控除対象配偶者および扶養親族（16歳以上19歳未満に限る）数"は"控除対象配偶者および

扶養親族（16歳以上19歳未満を除く）数"が正しい。

⑤"申請を行った内容"はどのような内容でしょうか？

⑥個人番号、被保険者氏名など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元

管理し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑦地方税法上の障害者・寡婦・ひとり親などは個人個人住民税システムで一元管理し、国民年金シス

テムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑧「16歳以上19歳未満の扶養親族数」は個人個人住民税システムで管理しませんが、個人個人住

民税システムの扶養の紐づけ情報から判定する仕組みにすれば、国民年金システムで管理する必要は

ないと考えます。

⑩履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

⑪管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑨管理項目に基礎年金番号を明記

⑫それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

4 0 4 6 2 8 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

②：申請の上で必須と想定しているが、管理できない、ま

たは当該項目が不要なケースを確認

⑥：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

⑦：個人住民税システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

⑧：個人住民税システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理はしない

【修正対応】

①：確認の上、修正予定

③④：修正予定

⑤：削除予定

⑨：追加する

⑩：残置とする

⑪⑫：施行規則に準じた項目に絞って記載する

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針

173 免除 免除・納付猶予申請書

受理・審査

免除の総合判定結果、被保険者、配偶者、世帯主それ

ぞれの免除判定結果（政令で定める額）を表示・確認

できること

オプション ①予め判定結果が確認できると受付の際、特例認定区分での申請が必要かどう

かの参考にできるため、住民サービス向上になるから必須機能であることが望まし

い

②申請受理時点において免除判定結果、学生納付特例の判定結果が把握で

きる機能。全国的に自治体要望が強い。「オプション」ではなく、「必須」のほうが

望ましい。

0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：指摘踏まえ、必須とする

174 免除 免除・納付猶予申請書

受理・審査

16歳以上19歳未満の扶養親族数の異動を行えること

（一括の登録も行えること）

オプション ①「16歳以上19歳未満の扶養親族数」は個人個人住民税システムで管理しませんが、個人個人住

民税システムの扶養の紐づけ情報から判定する仕組みにすれば、国民年金システムで管理する必要は

ないと考えます。

1 0 1 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

①：個人住民税システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理はしない。本機能で管理しない場

合、削除したい

【討議事項（共通②）】

個人住民税システムが保持する情

報の国民年金等システムにおける取

り扱い方針

175 免除 免除・納付猶予申請書

受理・審査

異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①申請免除は異動報告の対象ではないため実装不可です。

②申請免除に関しては異動報告の提出は不要と認識しております。

0 0 0 2 0 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：申請が必要な想定

176 免除 免除・納付猶予申請書

受理・審査

異動を行なう前に、異動報告書を作成するかどうかを選

択できること（オプション）

必須 ①申請免除は異動報告の対象ではないため実装不可です。

②申請免除に関しては異動報告の提出は不要と認識しております。

③「行なう」→「行う」 0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：申請が必要な想定

③：指摘の通り修正

177 免除 免除・納付猶予申請書

受理・審査

以下の帳票を出力できること。またその白紙を出力できる

こと

   国民年金保険料免除・納付猶予申請/ 国民年金保

険料免除・納付猶予申請（市町村確認書）/免除・納

付猶予取消申請書/国民年金保険料追納申込書

必須 ①白紙を出力するという要件は、これまでのパッケージ導入で聞いたころがありません。白紙を出力するこ

とは必須機能なのでしょうか？

②帳票詳細要件の法令上必須の帳票として、"免除・納付猶予取消申請書"、"国民年金保険料追

納申込書"の記載がありません。必須の帳票なのでしょうか？これまでのパッケージ導入において、要件と

して聞いたことがありません。また、"国民年金保険料追納申込書"ですが、追納の申し込みは年金事務

所へ行うものではないでしょうか？

④免除・納付猶予取消申請書、国民年金保険料追納申込書に関しては、住民からの申請によるもの

で、記載内容も少ないため、システム出力するメリットはあまりないように考えられます。

現在、弊社ユーザー様からのご要望もない状況のため、対応不要またはオプション機能でよいのではない

かと思われます。

⑥白紙を出力できることとのことですが、氏名などの情報も打たずに出力できることも必須機能となります

か。その部分はオプションにしてほしい

⑦免除・納付猶予取消申請書/国民年金保険料追納申込書も必須機能となりますか

⑧白紙、免除・納付猶予取消申請書、国民年金保険料追納申込書　の出力については必須でしょう

か。

③国民年金保険料追納申込書は自治体で受け付けるものではないため、出力

は必要ないと思います。

⑤「白紙」とは、「個人情報等が印字されていない帳票の様式」と推察するが、他

の表現としたほうが理解しやすい。

⑨業務フローにある「届書出力」では、白紙ではなく、氏名、フリガナ、生年月日、

性別、住所などの基本項目は、印字出力

0 0 0 6 3 9 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①⑨：フローにて届書を出力するため、白紙も必要と思

料。白紙はオプションとする

②④⑧：上記2点削除せず、出力は可能とする

③：削除予定

⑤：記載修正

⑥白紙はオプションとして別出し

⑦法定帳票のため、必須とする

178 免除 免除・納付猶予申請書

受理・審査

登録された免除申請を年度ごと、受付区分（一般申

請・学生申請）ごとに検索照会を行えること

オプション ①これまでのパッケージ導入において左記のような要件はきいたことがありません。検索照会ということはオ

ンラインでの機能の想定でしょうか？大都市でデータ件数が多く、オンラインでそのような機能を実装する

のは不可です。

②「免除申請を」→「免除申請について」

③免除や学生納付特例の受付処理簿には、承認された「免除始期」や「免除区

分」を登録（記載）し、システム管理しており、受付処理簿一覧（データ）か

ら、「基礎年金番号」や「受付日」を指定して検索する機会が少なくないため、オ

プションとすべき

0 0 0 1 2 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①③：受付処理簿に対し検索する際に利用するケース

があるため、オプションのままとする（要件記載は指摘を踏

まえ修正する）

②：指摘の通り修正

179 免除 免除・納付猶予申請書

受理・審査

前年申請免除者（封書）/免除申請者連名簿/国民

年金保険料免除承認・却下処理簿を作成できること

オプション ①左記の帳票がどのような帳票か不明のため実装不可です。

②免除申請者連名簿は帳票要件の「帳票詳細要件」にないようですが、EUCでの作成を想定されてい

ますか。また、どのような出力項目があれば、この仕様を満たしたこととなりますか。

③不要機能 0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：利用ケースが少ないため、要件から削除予定

180 免除 免除・納付猶予申請書

受理・審査

申請免除者、16歳以上19歳未満の扶養親族数、指定

された条件で抽出された免除申請者、報告を必要としな

い異動に係る情報に係る一覧を確認できること（EUC対

応）

オプション 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 免除 学生納付特例申請書

受理・審査

被保険者の学生納付特例申請に必要な所得情報を課

税情報より取得し、基準額を算出できること

必須 ①基準額とは何を意味するのでしょうか？ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 質問 質問回答 【質問回答】

①：帳票で出力されている項目。機能を有する団体に確

認要

182 免除 学生納付特例申請書

受理・審査

所得情報について、未申告・無申告の判断を行い、それ

を確認することができること

オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①オプションとして残置

183 免除 学生納付特例申請書

受理・審査

学生納付特例申請書受付処理簿を作成できること 必須 ①受付処理簿という名称からEUCではないと想定しております。

その場合、「内部帳票は帳票要件で定義せず、EUC機能での対応を原則とする想定です。」とベンダー

分化会でお伺いしました。この仕様は不要ではないでしょうか。

②受付処理簿は必須の帳票では無いと考えます。

③すべてにおいて、受付処理簿の作成の機能には、それぞれの受付処理簿に記

載（登録）する「項目」の追加が必要

0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：内部帳票となるため、オプションとした上でEUC

対応の旨、追記する。なお、システムで管理している情報

（申請や請求の受付時に登録した、もしくは処理結果登

録した情報）を、EUC機能で必要に応じて抽出できるよ

うにするため、管理項目は一律で定義しない。
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事務レベル1 事務レベル2 標準仕様文案 要件種別 備考 ご意見まとめ 意見数（討議事項） 意見数（指摘） 意見数（質問） 区分 対応方針 対応方針・討議事項概要 討議事項との紐づけ

＃ 事務レベル1 事務レベル2 標準仕様文案 要件種別 備考 事業者 自治体 事業 自治 計 事業 自治 計 事業 自治 計 区分 対応方針 対応方針・討議事項概要 討議事項との紐づけ

184 免除 学生納付特例申請書

受理・審査

学生納付特例申請に係る登録・修正・削除・照会ができ

ること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、電話番号、申請期間、在

学予定期間、学校の名称、学校の所在地、学生の区

分、学生証の有効期限、前年所得、特例認定区分、備

考、申請期間、氏名、政令で定める額、地方税法上の

障害者・寡婦・ひとり親、控除対象配偶者および扶養親

族（16歳以上19歳未満に限る）数、老人控除対象配

偶者および老人数、特定扶養親族および扶養親族

（16歳以上19歳未満に限る）数、前年の所得額、純

損失及び雑損失、控除（雑損、医療費、社会保険料、

小規模企業共済等掛金、配偶者特別、地方税法附則

第6条第4項の免除に係る所得額、障害者（特別障害

者を除く）の合計数、特別障害者の合計数、寡婦、ひと

り親、勤労学生、控除の合計額）、控除後の所得額、

特例認定区分、天災を事由とした場合の意見、連絡

欄、免除申請日、入力日、申請を行なった内容、免除

理由、年金機構送付日、裁定日、裁定結果、承認期

間及び承認区分、却下期間、添付書類メモ情報　等

必須 ①"控除対象配偶者および扶養親族（16歳以上19歳未満に限る）数"は"控除対象配偶者および

扶養親族（16歳以上19歳未満を除く）数"が正しいのではないでしょうか？

②"申請を行った内容"はどのような内容でしょうか？

③個人番号、被保険者氏名など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元

管理し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

④地方税法上の障害者・寡婦・ひとり親などは個人個人住民税システムで一元管理し、国民年金シス

テムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑤「16歳以上19歳未満の扶養親族数」は個人個人住民税システムで管理しませんが、個人個人住

民税システムの扶養の紐づけ情報から判定する仕組みにすれば、国民年金システムで管理する必要は

ないと考えます。

⑦学生納付特例について、年金機構側で裁定結果が決定するため、現状詳細な内容まで管理してい

ない。ステータス管理のみ。

⑧管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑥管理項目に基礎年金番号を明記

⑨学生納付特例申請書の記載項目ではあるが、「学校の名称」「学校所在地」

等の情報は、管理しておく必要なし

⑩それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

3 0 3 4 3 7 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

③：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

④：個人住民税システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

⑤：個人住民税システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理はしない

【修正対応】

①：修正予定

②：削除予定

⑥：追加する

⑦：処理結果の登録欄と残置とする

⑧⑩：施行規則に準じた項目に絞って記載する

⑨：指摘の通り、修正

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針

185 免除 学生納付特例申請書

受理・審査

過年度分の学生納付特例申請を受付できること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、電話番号、申請期間、在

学予定期間、学校の名称、学校の所在地、学生の区

分、学生証の有効期限、前年所得、特例認定区分、備

考、申請期間、氏名、政令で定める額、地方税法上の

障害者・寡婦・ひとり親、控除対象配偶者および扶養親

族（16歳以上19歳未満に限る）数、老人控除対象配

偶者および老人数、特定扶養親族および扶養親族

（16歳以上19歳未満に限る）数、前年の所得額、純

損失及び雑損失、控除（雑損、医療費、社会保険料、

小規模企業共済等掛金、配偶者特別、地方税法附則

第6条第4項の免除に係る所得額、障害者（特別障害

者を除く）の合計数、特別障害者の合計数、寡婦、ひと

り親、勤労学生、控除の合計額）、控除後の所得額、

特例認定区分、天災を事由とした場合の意見、連絡

欄、免除申請日、入力日、申請を行なった内容、免除

理由、年金機構送付日、裁定日、裁定結果、承認期

間及び承認区分、却下期間、添付書類メモ情報　等

オプション ①学生納付特例の遡及申請は法で認められているので、必須機能とするべきではないでしょうか。

②"控除対象配偶者および扶養親族（16歳以上19歳未満に限る）数"は"控除対象配偶者および

扶養親族（16歳以上19歳未満を除く）数"が正しい。

③"申請を行った内容"はどのような内容でしょうか？

④個人番号、被保険者氏名など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元

管理し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑤地方税法上の障害者・寡婦・ひとり親などは個人個人住民税システムで一元管理し、国民年金シス

テムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑥「16歳以上19歳未満の扶養親族数」は個人個人住民税システムで管理しませんが、個人個人住

民税システムの扶養の紐づけ情報から判定する仕組みにすれば、国民年金システムで管理する必要は

ないと考えます。

⑪学生納付特例について、年金機構側で裁定結果が決定するため、現状詳細な内容まで管理してい

ない。ステータス管理のみ。

⑫管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑦現在、申請可能な2年1カ月前までの申請は過年度でも受付を行っておりま

す。

⑧大半の自治体で必要な機能と思われるため

⑨管理項目に基礎年金番号を明記

⑩必須が望ましい

⑬学生納付特例申請書の記載項目ではあるが、「学校の名称」「学校所在地」

等の情報は、管理しておく必要なし

⑭それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

3 0 3 5 6 11 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

④：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

⑤：個人住民税システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

⑥：個人住民税システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理はしない

【修正対応】

①⑦⑧⑩：必須に変更

②：修正予定

③：削除予定

⑨：追加する

⑪：処理結果の登録欄と残置とする

⑫⑭：施行規則に準じた項目に絞って記載する

⑬：指摘の通り、修正

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針

186 免除 学生納付特例申請書

受理・審査

指定された条件で抽出された免除該当者を抽出し、一

括で免除に係る異動を行えること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、電話番号、申請期間、在

学予定期間、学校の名称、学校の所在地、学生の区

分、学生証の有効期限、前年所得、特例認定区分、備

考、申請期間、氏名、政令で定める額、地方税法上の

障害者・寡婦・ひとり親、控除対象配偶者および扶養親

族（16歳以上19歳未満に限る）数、老人控除対象配

偶者および老人数、特定扶養親族および扶養親族

（16歳以上19歳未満に限る）数、前年の所得額、純

損失及び雑損失、控除（雑損、医療費、社会保険料、

小規模企業共済等掛金、配偶者特別、地方税法附則

第6条第4項の免除に係る所得額、障害者（特別障害

者を除く）の合計数、特別障害者の合計数、寡婦、ひと

り親、勤労学生、控除の合計額）、控除後の所得額、

特例認定区分、天災を事由とした場合の意見、連絡

欄、免除申請日、入力日、申請を行なった内容、免除

理由、年金機構送付日、裁定日、裁定結果、承認期

間及び承認区分、却下期間、添付書類メモ情報　等

必須 ①"指定された条件"とはどのような条件でしょうか？条件が不明のため実装できません。また、これまでの

パッケージ導入において、左記のような要件は聞いたことがありません。どのような場面で左記のような機

能が必要なのでしょうか？

③「免除に係る異動」とは、免除記録がまだ登録のない被保険者に免除の記録を登録する異動と想定

しておりますが、認識に相違ないでしょうか。

④上記の認識が正しい場合、免除該当者かどうかの判断は年金機構の判断になると想定しております

が、どのような条件でその対象者を抽出するのかご教示ください。

⑤学生納付特例について、年金機構側で裁定結果が決定するため、現状詳細な内容まで管理してい

ない。ステータス管理のみ。

⑥管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑦また、一括処理は自治体規模によって必須、オプションの考え方が変わるため、オプションとしておりま

す。

②管理項目に基礎年金番号を明記

⑧学生納付特例申請書の記載項目ではあるが、「学校の名称」「学校所在地」

等の情報は、管理しておく必要なし

⑨それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

2 0 2 2 3 5 2 0 2 討議事項

指摘

質問

（討議事項）

機能要件を修

正

質問回答

【討議事項】

①⑦：「終了期限を迎える該当者に対し、延長もしくは

終了の処理を一括して行う」ケース等を想定。当該ケース

がなければ削除

【修正対応】

②：追加する

⑤：処理結果の登録欄と残置とする

⑥⑨：施行規則に準じた項目に絞って記載する

⑧：指摘の通り、修正

【質問回答】

③当該ケースだけでなく、免除の終了等も一括で対応可

とする想定

④市区町村が把握している免除該当者に対し、終了期

限を迎えた対象者の異動を一括で行うことを想定している

【討議事項（共通⑤）】

一括処理に関する要望・要件

187 免除 学生納付特例申請書

受理・審査

学生納付特例免除に係る履歴の訂正・削除・照会がで

きること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、電話番号、申請期間、在

学予定期間、学校の名称、学校の所在地、学生の区

分、学生証の有効期限、前年所得、特例認定区分、備

考、申請期間、氏名、政令で定める額、地方税法上の

障害者・寡婦・ひとり親、控除対象配偶者および扶養親

族（16歳以上19歳未満に限る）数、老人控除対象配

偶者および老人数、特定扶養親族および扶養親族

（16歳以上19歳未満に限る）数、前年の所得額、純

損失及び雑損失、控除（雑損、医療費、社会保険料、

小規模企業共済等掛金、配偶者特別、地方税法附則

第6条第4項の免除に係る所得額、障害者（特別障害

者を除く）の合計数、特別障害者の合計数、寡婦、ひと

り親、勤労学生、控除の合計額）、控除後の所得額、

特例認定区分、天災を事由とした場合の意見、連絡

欄、免除申請日、入力日、申請を行なった内容、免除

理由、年金機構送付日、裁定日、裁定結果、承認期

間及び承認区分、却下期間、添付書類メモ情報　等

必須 ①"控除対象配偶者および扶養親族（16歳以上19歳未満に限る）数"は"控除対象配偶者および

扶養親族（16歳以上19歳未満を除く）数"が正しいのではないでしょうか？

②"申請を行った内容"はどのような内容でしょうか？

③個人番号、被保険者氏名など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元

管理し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

④地方税法上の障害者・寡婦・ひとり親などは個人個人住民税システムで一元管理し、国民年金シス

テムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑤「16歳以上19歳未満の扶養親族数」は個人個人住民税システムで管理しませんんが、個人個人

住民税システムの扶養の紐づけ情報から判定する仕組みにすれば、国民年金システムで管理する必要

はないと考えます。

⑦履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

⑧管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑥管理項目に基礎年金番号を明記

⑨学生納付特例申請書の記載項目ではあるが、「学校の名称」「学校所在地」

等の情報は、管理しておく必要なし

⑩それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

3 0 3 4 3 7 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

③：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

④：個人住民税システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

⑤：個人住民税システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理はしない

【修正対応】

①：修正予定

②：削除予定

⑥：追加する

⑦：残置とする

⑧⑩：施行規則に準じた項目に絞って記載する

⑨：指摘の通り、修正

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針

188 免除 学生納付特例申請書

受理・審査

学生納付特例免除の免除判定結果を表示できること オプション ①申請受理時点において免除判定結果、学生納付特例の判定結果が把握で

きる機能。全国的に自治体要望が強い。「オプション」ではなく、「必須」のほうが

望ましい。

0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①必須へ変更

189 免除 学生納付特例申請書

受理・審査

16歳以上19歳未満の扶養親族数の異動を行えること

（一括の登録も行えること）

オプション ①「16歳以上19歳未満の扶養親族数」は個人個人住民税システムで管理しませんが、個人個人住

民税システムの扶養の紐づけ情報から判定する仕組みにすれば、国民年金システムで管理する必要は

ないと考えます。

1 0 1 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

①：個人住民税システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理はしない。本機能で管理しない場

合、削除したい

【討議事項（共通②）】

個人住民税システムが保持する情

報の国民年金等システムにおける取

り扱い方針

190 免除 学生納付特例申請書

受理・審査

異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①学生納付特例は異動報告の対象ではないので実装不可

②申請免除に関しては異動報告の提出は不要と認識しております。

0 0 0 2 0 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：申請が必要な想定

191 免除 学生納付特例申請書

受理・審査

異動を行なう前に、異動報告書を作成するかどうかを選

択できること（オプション）

必須 ①学生納付特例は異動報告の対象ではないので実装不可

②申請免除に関しては異動報告の提出は不要と認識しております。

③「行なう」→「行う」 0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：申請が必要な想定

③：指摘の通り修正

192 免除 学生納付特例申請書

受理・審査

以下の帳票を出力できること。またその白紙を出力できる

こと

　 国民年金保険料学生納付特例申請/国民年金保険

料学生納付特例申請（市町村確認書）/学生納付特

例不該当届/国民年金保険料追納申込書

必須 ①白紙を出力するという要件は、これまでのパッケージ導入で聞いたころがありません。白紙を出力するこ

とは必須機能なのでしょうか？

②帳票詳細要件の法令上必須の帳票として、"学生納付特例不該当届"、"国民年金保険料追納

申込書"の記載がありません。必須の帳票なのでしょうか？これまでのパッケージ導入において、要件とし

て聞いたことがありません。また、"国民年金保険料追納申込書"ですが、追納の申し込みは年金事務

所へ行うものではないでしょうか？

③学生納付特例不該当届、国民年金保険料追納申込書に関しては、住民からの申請によるもので、

記載内容も少ないため、システム出力するメリットはあまりないように考えられます。

現在、弊社ユーザー様からのご要望もない状況のため、対応不要またはオプション機能でよいのではない

かと思われます。

⑤白紙を出力できることとのことですが、氏名などの情報も打たずに出力できることも必須機能となります

か。その部分はオプションにしてほしい

⑥学生納付特例不該当届/国民年金保険料追納申込書も必須機能となりますか。

⑦白紙、・学生納付特例不該当届、国民年金保険料追納申込書　の出力については必須でしょう

か。

⑨帳票詳細要件に記載のない帳票は、必須から外していただきたい。

④「白紙」とは、「個人情報等が印字されていない帳票の様式」と推察するが、他

の表現としたほうが理解しやすい。

⑧業務フローにある「届書出力」では、白紙ではなく、氏名、フリガナ、生年月日、

性別、住所などの基本項目は、印字出力

0 0 0 6 2 8 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①⑧：フローにて届書を出力するため、白紙も必要と思

料。白紙はオプションとする

②③⑥：上記2点せず、出力は可能とする

④：記載修正

⑤：白紙はオプションとして別出し

⑦：白紙以外は法定帳票のため必須とする

⑨：帳票を必須とオプションに分類して記載する

193 免除 学生納付特例申請書

受理・審査

登録された免除申請を年度ごと、受付区分（一般申

請・学生申請）ごとに検索照会を行えること

オプション ①これまでのパッケージ導入において左記のような要件はきいたことがありません。検索照会ということはオ

ンラインでの機能の想定でしょうか？大都市ではデータ件数が多く、オンラインでそのような機能を実装す

るのは不可です。

②免除や学生納付特例の受付処理簿には、承認された「免除始期」や「免除区

分」を登録（記載）し、システム管理しており、受付処理簿一覧（データ）か

ら、「基礎年金番号」や「受付日」を指定して検索する機会が少なくないため、オ

プションとすべき

0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：受付処理簿に対し検索する際に利用するケース

があるため、オプションのままとする（要件記載は指摘を踏

まえ修正する）

194 免除 学生納付特例申請書

受理・審査

学生納付特例申請者、16歳以上19歳未満の扶養親

族数、指定された条件で抽出された免除申請者、報告を

必要としない異動に係る情報を一覧で確認できること

（EUC対応）

オプション 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 免除 免除理由該当等届受

理・審査

法定免除に係る受付処理簿を作成できること 必須 ①受付処理簿という名称からEUCではないと想定しております。

その場合、「内部帳票は帳票要件で定義せず、EUC機能での対応を原則とする想定です。」とベンダー

分化会でお伺いしました。この仕様は不要ではないでしょうか。

②受付処理簿は必須の帳票では無いと考えます。

③すべてにおいて、受付処理簿の作成の機能には、それぞれの受付処理簿に記

載（登録）する「項目」の追加が必要

0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：内部帳票となるため、オプションとした上でEUC

対応の旨、追記する。なお、システムで管理している情報

（申請や請求の受付時に登録した、もしくは処理結果登

録した情報）を、EUC機能で必要に応じて抽出できるよ

うにするため、管理項目は一律で定義しない。

196 免除 免除理由該当等届受

理・審査

法定免除に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、保険料

納付申出の確認、備考、免除申請日、入力日、申請を

行なった内容、免除理由、年金機構送付日、裁定日、

裁定結果、承認期間及び承認区分、却下期間、添付

書類メモ情報　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③申請を行った内容とはどのような内容でしょうか？

④法定免除には、承認、却下という判定は発生しないのではないでしょうか？

⑤個人番号、生年月日など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理

し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑦国民年金システム内で個人番号の情報を保持する仕組みにしていないため対象から外してほしい。

⑧※1　免除申請日、入力日、申請を行なった内容、免除理由、年金機構送付日、裁定日、裁定結

果、承認期間及び承認区分、却下期間、添付書類メモ情報　等　を管理していない。

⑨管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑥管理項目に基礎年金番号を明記

⑩それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

1 0 1 7 2 9 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

⑤：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑧⑨⑩：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：削除予定

④：裁定結果等の項目は削除

⑥：追加する

⑦：個人番号については削除する

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針

197 免除 免除理由該当等届受

理・審査

指定された条件で抽出された該当者を抽出し、一括で免

除に係る異動を行えること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、保険料

納付申出の確認、備考、免除申請日、入力日、申請を

行なった内容、免除理由、年金機構送付日、裁定日、

裁定結果、承認期間及び承認区分、却下期間、添付

書類メモ情報　等

必須 ①法定免除を一括登録するという要件は、これまでのパッケージ導入において聞いたことがありません。必

須とする理由が分からないので、ご教示ください。

②個人番号、生年月日など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理

し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

④「免除に係る異動」とは、免除記録がまだ登録のない被保険者に免除の記録を登録する異動と想定

しておりますが、認識に相違ないでしょうか。

⑤上記の認識が正しい場合、免除該当者かどうかの判断は年金機構の判断になると想定しております

が、どのような条件でその対象者を抽出するのかご教示ください。

⑦法定免除について一括で行う内容はどのようなものを想定されていますか。

⑧管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑨また、一括処理は自治体規模によって必須、オプションの考え方が変わるため、オプションとしておりま

す。

⑩申請免除と異なり、一括での異動は難しいと考えます。

③管理項目に基礎年金番号を明記

⑥それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

5 0 5 1 2 3 2 0 2 討議事項

指摘

質問

（討議事項）

機能要件を修

正

質問回答

【討議事項】

①⑦⑨⑩：オプションとする。「終了期限を迎える該当者

に対し、延長もしくは終了の処理を一括して行う」ケース等

を想定。当該ケースがなければ削除

②：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

【修正対応】

③：追加する

⑥⑧：施行規則に準じた項目に絞って記載する

【質問回答】

④：当該ケースだけでなく、免除の終了等も一括で対応

可とする想定

⑤：市区町村が把握している免除該当者に対し、終了

期限を迎えた対象者の異動を一括で行うことを想定して

いる

【討議事項（共通⑤）】

一括処理に関する要望・要件

（回答）

I列参照のこと

198 免除 免除理由該当等届受

理・審査

法定免除に係る履歴の訂正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、保険料

納付申出の確認、備考、免除申請日、入力日、申請を

行なった内容、免除理由、年金機構送付日、裁定日、

裁定結果、承認期間及び承認区分、却下期間、添付

書類メモ情報　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③申請を行った内容とはどのような内容でしょうか？

④法定免除には、承認、却下という判定は発生しないのではないでしょうか？

⑤個人番号、生年月日など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理

し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑦履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

⑧管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑥管理項目に基礎年金番号を明記

⑨それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

1 0 1 6 2 8 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

⑤：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑧⑨：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：削除予定

④：裁定結果等の項目は管理要

⑥：追加する

⑦：残置とする

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針

199 免除 免除理由該当等届受

理・審査

法定免除の免除判定結果を表示できること オプション ①法定免除には、承認、却下という判定は発生しないのではないでしょうか？

③法定免除は所得なども基本的に関係ないため、免除判定結果を表示する機能は不要ではないで

しょうか。

⑤法定免除の判定基準が不明なため。

②この判定は自治体が判定するということでしょうか。

④免除理由該当届・消滅届などは、届書にもとづいて年金機構が処理した結果

（法定免除期間の始期・終期を確認する。（承認や却下だけではない）

0 0 0 3 2 5 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③⑤：判定が発生しないため、判定機能自体は削

除とする

④：結果を管理するように記載修正を検討
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200 免除 免除理由該当等届受

理・審査

異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①項番257と258の違いは何でしょうか？ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一する

201 免除 免除理由該当等届受

理・審査

異動を行なう前に、異動報告書を作成するかどうかを選

択できること

必須 ①項番257と258の違いは何でしょうか？ ②「行なう」→「行う」 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一する

②：指摘の通り修正

202 免除 免除理由該当等届受

理・審査

国民年金被保険者関係届書（申出書）を出力できる

こと

必須 ①システム出力が必須となるか、議論が必要だと考えます。 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：業務フローに準じて必須とする

203 免除 免除理由該当等届受

理・審査

免除期間納付申出書、免除期間納付申出期間訂正

申出書を出力できること

必須 ①免除期間納付申出書、免除期間納付申出期間訂正申出書に関しては、住民からの申請によるも

ので、記載内容も少ないため、システム出力するメリットはあまりないように考えられます。

現在、弊社ユーザー様からのご要望もない状況のため、対応不要またはオプション機能でよいのではない

かと思われます。

②免除期間納付申出書、免除期間納付申出期間訂正申出書を出力機能を持たないため。

③システム出力が必須となるか、議論が必要だと考えます。

0 0 0 3 0 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：法定帳票ではないため、オプションとする

204 免除 免除理由該当等届受

理・審査

法定免除者、指定した異動事由で抽出された異動情

報、報告を必要としない異動に係る情報を一覧で確認で

きること（EUC対応）

必須 ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションとして残置

205 免除 産前・産後免除申請書

受理・審査

産前・産後免除に係る受付処理簿を出力できること 必須 ①受付処理簿という名称からEUCではないと想定しております。

その場合、「内部帳票は帳票要件で定義せず、EUC機能での対応を原則とする想定です。」とベンダー

分化会でお伺いしました。この仕様は不要ではないでしょうか。

②受付処理簿は必須の帳票では無いと考えます。

③すべてにおいて、受付処理簿の作成の機能には、それぞれの受付処理簿に記

載（登録）する「項目」の追加が必要

0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：内部帳票となるため、オプションとした上でEUC

対応の旨を追記する。なお、システムで管理している情報

（申請や請求の受付時に登録した、もしくは処理結果登

録した情報）を、EUC機能で必要に応じて抽出できるよ

うにするため、管理項目は一律で定義しない。

206 免除 産前・産後免除申請書

受理・審査

産前産後免除に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、単胎・多

胎の別、備考、免除申請日、入力日、申請を行なった内

容、免除理由、年金機構送付日、裁定日、裁定結果、

承認期間及び承認区分、却下期間、添付書類メモ情報

等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③申請を行った内容とはどのような内容でしょうか？

④産前産後の免除理由とは、どのような内容でしょうか？

⑤産前産後免除には、承認、却下という判定は発生しないのではないでしょうか？

⑥個人番号、生年月日など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理

し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑧国民年金システム内で個人番号の情報を保持する仕組みにしていないため対象から外してほしい。

⑨※1　免除申請日、入力日、申請を行なった内容、免除理由、年金機構送付日、裁定日、裁定結

果、承認期間及び承認区分、却下期間、添付書類メモ情報　等を管理していない。

免除開始月、免除終了月は管理しない

⑩管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑦管理項目に基礎年金番号を明記

⑪それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

1 0 1 8 2 10 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

⑥：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑨⑩⑪：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：削除予定

④：削除予定

⑤：裁定結果等の項目は削除

⑦：追加する

⑧：個人番号については削除する

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針

207 免除 産前・産後免除申請書

受理・審査

指定された条件で抽出された該当者を抽出し、一括で免

除に係る異動を行えること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、単胎・多

胎の別、備考、免除申請日、入力日、申請を行なった内

容、免除理由、年金機構送付日、裁定日、裁定結果、

承認期間及び承認区分、却下期間、添付書類メモ情報

等

必須 ①産前産後免除を一括登録するという要件は、これまでのパッケージ導入において聞いたことがありませ

ん。この機能が必要である場面が想定できません。

②個人番号、生年月日など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理

し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

④「免除に係る異動」とは、免除記録がまだ登録のない被保険者に免除の記録を登録する異動と想定

しておりますが、認識に相違ないでしょうか。

⑤上記の認識が正しい場合、産前産後免除は被保険者からの申請に基づいて登録が必要なため、一

括での登録は不要ではないでしょうか。

⑥産前・産後免除について一括で行う内容はどのようなものを想定されていますか。

⑦管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑧また、一括処理は自治体規模によって必須、オプションの考え方が変わるため、オプションとしておりま

す。

⑩申請免除と異なり、一括での異動は難しいと考えます。

③管理項目に基礎年金番号を明記

⑨それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

5 0 5 1 2 3 2 0 2 討議事項

指摘

質問

（討議事項）

機能要件を修

正

質問回答

【討議事項】

①⑥⑧⑩：「終了期限を迎える該当者に対し、延長もし

くは終了の処理を一括して行う」ケース等を想定。当該

ケースがなければ削除

②：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

【修正対応】

③：追加する

⑦⑨：施行規則に準じた項目に絞って記載する

【質問回答】

④当該ケースだけでなく、免除の終了等も一括で対応可

とする想定

⑤市区町村が把握している免除該当者に対し、終了期

限を迎えた対象者の異動を一括で行うことを想定している

【討議事項（共通⑤）】

一括処理に関する要望・要件

（回答）

I列参照のこと

208 免除 産前・産後免除申請書

受理・審査

産前・産後免除に係る履歴の訂正・削除・照会ができる

こと

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、単胎・多

胎の別、備考、免除申請日、入力日、申請を行なった内

容、免除理由、年金機構送付日、裁定日、裁定結果、

承認期間及び承認区分、却下期間、添付書類メモ情報

等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③申請を行った内容とはどのような内容でしょうか？

④産前産後の免除理由とは、どのような内容でしょうか？

⑤産前産後免除には、承認、却下という判定は発生しないのではないでしょうか？

⑥個人番号、生年月日など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理

し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑧履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

⑨管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑦管理項目に基礎年金番号を明記

⑩それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

1 0 1 7 2 9 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

⑥：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑨⑩：施行規則に準じた項目に絞って記載する

③：削除予定

④：削除予定

⑤：裁定結果等の項目は管理要

⑦：追加する

⑧：残置する

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針

209 免除 産前・産後免除申請書

受理・審査

産前・産後免除の免除判定結果を表示できること 必須 ①産前産後免除には、承認、却下という判定は発生しないのではないでしょうか？

③産前産後免除は所得なども基本的に関係ないため、免除判定結果を表示する機能は不要ではない

でしょうか。

④オプション機能

⑥所得での判定は不要であるため。

②判定は自治体側が行うのでしょうか。

⑤出産日から判断した免除期間が結果（最大４ヵ月以内、６ヵ月以内）であ

り、確認する必要がある。

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑥：判定が発生しないため、判定機能自体は

削除とする

⑤：結果を管理するように記載修正を検討

210 免除 産前・産後免除申請書

受理・審査

異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①項番270と271の違いは何でしょうか？ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一する

211 免除 産前・産後免除申請書

受理・審査

異動を行なう前に、異動報告書を作成するかどうかを選

択できること

必須 ①項番270と271の違いは何でしょうか？ ②「行なう」→「行う」 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一する

②：指摘の通り修正

212 免除 産前・産後免除申請書

受理・審査

国民年金被保険者関係届書（申出書）を出力できる

こと

必須 ①システム出力が必須となるか、議論が必要だと考えます。 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①業務フローに準じて必須とする

213 免除 産前・産後免除申請書

受理・審査

産前産後免除未申請者を抽出し、勧奨を行えること オプション ②産前の対象者は住民記録システムにも登録がなく、産後の対象者も出生した住民からその親となる

被保険者を判断する必要がありますが、正確な判定はできないと思われます。そのため、対象者を抽出

するのが難しいため、対応不可と想定されます。

①（実装不可意見）本市では使用しておらず、自治体が行う業務ではないと思

われるため

③不要機能

0 0 0 1 2 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：実施団体があるため、オプションとして残置

214 免除 産前・産後免除申請書

受理・審査

産前産後免除、指定した異動事由で抽出された異動情

報、報告を必要としない異動に係る情報を一覧で確認で

きること（EUC対応）

オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションとして残置

215 付加 付加加入 付加加入に係る受付処理簿を作成できること 必須 ①受付処理簿という名称からEUCではないと想定しております。

その場合、「内部帳票は帳票要件で定義せず、EUC機能での対応を原則とする想定です。」とベンダー

分化会でお伺いしました。この仕様は不要ではないでしょうか。

②受付処理簿は必須の帳票では無いと考えます。

③すべてにおいて、受付処理簿の作成の機能には、それぞれの受付処理簿に記

載（登録）する「項目」の追加が必要

0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：内部帳票となるため、オプションとした上でEUC

対応の旨、追記する。なお、システムで管理している情報

（申請や請求の受付時に登録した、もしくは処理結果登

録した情報）を、EUC機能で必要に応じて抽出できるよ

うにするため、管理項目は一律で定義しない。

216 付加 付加加入 付加加入に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理

し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑤国民年金システム内で個人番号の情報を保持する仕組みにしていないため対象から外してほしい。

⑥※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑦それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

1 0 1 4 2 6 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

③：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑥⑦：施行規則に準じた項目に絞って記載する

④：追加する

⑤：個人番号については削除する

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針

217 付加 付加加入 農業者年金加入に係る登録・修正・削除・照会ができる

こと

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理

し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑥国民年金システム内で個人番号の情報を保持する仕組みにしていないため対象から外してほしい。

⑦※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④本自治体では近年農業者年金に関する受付・事務処理を行っていません。件

数は僅少であると思われるため必ずしもシステム化の必要はないと考えられます。

⑤管理項目に基礎年金番号を明記

⑧それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

1 1 2 4 2 6 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

③：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

④：同じ機能が要求される付加で実装する機能であるた

め、システム化でよいと思料

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑦⑧：施行規則に準じた項目に絞って記載する

⑤：追加する

⑥：個人番号については削除する

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針

218 付加 付加加入 付加・農業者年金加入における履歴の訂正・削除・照会

ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理

し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑥履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

⑦管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④本自治体では近年農業者年金に関する受付・事務処理を行っていません。件

数は僅少であると思われるため必ずしもシステム化の必要はないと考えられます。

⑤管理項目に基礎年金番号を明記

⑧それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

1 1 2 4 2 6 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

③：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

④：同じ機能が要求される付加で実装する機能であるた

め、システム化でよいと思料

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑦⑧：施行規則に準じた項目に絞って記載する

⑤：追加する

⑥：残置とする

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針

219 付加 付加加入 異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①項番282と283の違いは何でしょうか？ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一する

220 付加 付加加入 異動を行なう前に、異動報告書を作成するかどうかを選

択できること

必須 ①項番282と283の違いは何でしょうか？ ②「行なう」→「行う」 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一する

②：指摘の通り修正

221 付加 付加加入 国民年金被保険者関係届書（申出書）を出力できる

こと

必須 ①システム出力が必須となるか、議論が必要だと考えます。 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：業務フローに準じて必須とする

222 付加 付加加入 付加加入者、指定した異動事由で抽出された異動情

報、報告を必要としない異動に係る情報を一覧で確認で

きること（EUC対応）

オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションとして残置

223 付加 付加辞退 付加辞退に係る受付処理簿を作成できること 必須 ①受付処理簿という名称からEUCではないと想定しております。

その場合、「内部帳票は帳票要件で定義せず、EUC機能での対応を原則とする想定です。」とベンダー

分化会でお伺いしました。この仕様は不要ではないでしょうか。

②受付処理簿は必須の帳票では無いと考えます。

③すべてにおいて、受付処理簿の作成の機能には、それぞれの受付処理簿に記

載（登録）する「項目」の追加が必要

0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：内部帳票となるため、オプションとした上でEUC

対応の旨、追記する。なお、システムで管理している情報

（申請や請求の受付時に登録した、もしくは処理結果登

録した情報）を、EUC機能で必要に応じて抽出できるよ

うにするため、管理項目は一律で定義しない。

224 付加 付加辞退 付加辞退に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理

し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑤国民年金システム内で個人番号の情報を保持する仕組みにしていないため対象から外してほしい。

⑥※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④管理項目に基礎年金番号を明記

⑦それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

1 0 1 4 2 6 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

③：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑥⑦：施行規則に準じた項目に絞って記載する

④：追加する

⑤：個人番号については削除する

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針



＃ ツリー構成 標準仕様案 標準仕様案に対するご意見総評
事務レベル1 事務レベル2 標準仕様文案 要件種別 備考 ご意見まとめ 意見数（討議事項） 意見数（指摘） 意見数（質問） 区分 対応方針 対応方針・討議事項概要 討議事項との紐づけ

＃ 事務レベル1 事務レベル2 標準仕様文案 要件種別 備考 事業者 自治体 事業 自治 計 事業 自治 計 事業 自治 計 区分 対応方針 対応方針・討議事項概要 討議事項との紐づけ

225 付加 付加辞退 農業者年金辞退に係る登録・修正・削除・照会ができる

こと

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理

し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑥国民年金システム内で個人番号の情報を保持する仕組みにしていないため対象から外してほしい。

⑦※1　管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④本自治体では近年農業者年金に関する受付・事務処理を行っていません。件

数は僅少であると思われるため必ずしもシステム化の必要はないと考えられます。

⑤管理項目に基礎年金番号を明記

⑧それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

1 1 2 4 2 6 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

③：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

④：同じ機能が要求される付加で実装する機能であるた

め、システム化でよいと思料

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑦⑧：施行規則に準じた項目に絞って記載する

⑤：追加する

⑥：個人番号については削除する

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針

226 付加 付加辞退 付加・農業者年金辞退における履歴の訂正・削除・照会

ができること

【管理項目】

個人番号、生年月日、氏名、性別、郵便番号、電話番

号、住所、国籍、外国人通称名、届書種類・番号、該

当・申出年月日／出産（予定）日、理由等、備考　等

必須 ①個人番号～外国人通称名については、共通的に管理する項目なので、「共通」で纏めて定義するほ

うが良いです。

②必須とするのであれば、等という記載はやめて明確に定義するべきではないでしょうか。定義する際は、

その届出で管理すべき情報のみを定義するべきではないでしょうか。

③個人番号、生年月日など、住民記録システムに係る項目は、住民記録システム(宛名)で一元管理

し、国民年金システムは必要に応じて参照するのが良いと考えます。

⑥履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

⑦管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

④本自治体では近年農業者年金に関する受付・事務処理を行っていません。件

数は僅少であると思われるため必ずしもシステム化の必要はないと考えられます。

⑤管理項目に基礎年金番号を明記

⑧それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

1 1 2 4 2 6 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※住民記録システム、個人住民税システ

ム連携関連

③：住民記録システムとの連携で参照できる想定のた

め、本システムで管理しない

④：同じ機能が要求される付加で実装する機能であるた

め、システム化でよいと思料

【修正対応】

①：指摘のとおり修正予定

②⑦⑧：施行規則に準じた項目に絞って記載する

⑤：追加する

⑥：残置する

【討議事項（共通③）】

住民記録システムが保持する情報の

国民年金等システムにおける取り扱

い方針

227 付加 付加辞退 異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①項番293と294の違いは何でしょうか？ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一する

228 付加 付加辞退 異動を行なう前に、異動報告書を作成するかどうかを選

択できること

必須 ①項番293と294の違いは何でしょうか？ ②「行なう」→「行う」 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統一する

②：指摘の通り修正

229 付加 付加辞退 国民年金被保険者関係届書（申出書）を出力できる

こと

必須 ①システム出力が必須となるか、議論が必要だと考えます。 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：業務フローに準じて必須とする

230 付加 付加辞退 付加辞退者、指定した異動事由で抽出された異動情

報、報告を必要としない異動に係る情報を一覧で確認で

きること（EUC対応）

オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションとして残置

231 給付 年金請求書等受理・審

査

老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金に係る受

給年金諸情報を管理・照会できること

必須 ①自治体規模によっては、件数が少ないため紙媒体やEXCELで対応されている場合が多く自治体規

模によってはシステム対応は必須ではないと考えます。

0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：要件種別の考え方を踏まえ、必須としているが、オプ

ションについて検討要

⇒今回は中規模自治体を想定した仕様のため、必須と

する

232 給付 年金請求書等受理・審

査

定時届以降に税額変更を行った受給権者を抽出し、税

情報を取得できること

オプション ①所得情報が必要な年金種類は、特定の種類のみと認識しています。必要である年金種類を明記す

るべきではないでしょうか？

②年金生活者支援給付金の運用が始まり、定時届の運用がなくなったため、この機能は不要になった

のではないでしょうか。

③現在、年金機構へ受給者の定期的に所得をやり取りする運用はなくなっているとお伺いしています。そ

のため、この機能自体不要と想定します。

④「定時届」とは？ 0 0 0 3 1 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④：年金生活者支援給付金の運用開始に伴

い、当該機能は不要としてよいか

233 給付 年金請求書等受理・審

査

認定請求情報の登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】

裁定請求種別、裁定請求日、年金事務所送付日、受

給権発生日、受給開始年月、支給停止年月、有効認

定年、失権日、障害情報、障害等級、加算額対象者

情報、診断書提出日、診断書コード、配偶者情報、扶

養義務者情報、代理人情報、公的年金情報、福祉年

金情報に登録できる郵便局、支払期間情報、氏名、性

別、生年月日　等

必須 ①年金の種類によって管理項目が変わります。年金種類毎に管理項目を定義するべきではないでしょう

か？年金の種類によっては、管理できない項目があります。

③診断書提出日、診断書コードについて保持していない。

④機能の実装については、No.300と同様です。

⑤管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

②管理項目に基礎年金番号・裁定結果・決定年月日を明記

⑥それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：年金局・年金機構へ管理項目を確認し、修正する

②：追加する

③：法定帳票に従い、必須とする

④：管理や参照に係る業務負荷の軽減のため、システム

化を必須とすべきではないか

⑤⑥：施行規則に準じた項目に絞って記載する

234 給付 年金請求書等受理・審

査

指定された条件で抽出された年金受給者を抽出し、一

括で給付に係る異動を行えること

【管理項目】

裁定請求種別、裁定請求日、年金事務所送付日、受

給権発生日、受給開始年月、支給停止年月、有効認

定年、失権日、障害情報、障害等級、加算額対象者

情報、診断書提出日、診断書コード、配偶者情報、扶

養義務者情報、代理人情報、公的年金情報、福祉年

金情報に登録できる郵便局、支払期間情報、氏名、性

別、生年月日　等

必須 ①給付に係る異動を一括で行うという要件を、これまでのパッケージ導入において聞いたことがありませ

ん。この機能が必要となる場面が想定できません。

②どのような条件で抽出し、どのような異動を一括で行うのでしょうか？

④「給付に係る異動」とはどのような対象者に、どのような異動をする機能となりますか。

⑤現在、左記のような機能について弊社ユーザー様からご要望いただいたことがないため、不要またはオ

プション機能でよいと考えております。

⑥どのような対象を一括でどのような異動を想定されていますか。

⑦機能の実装については、No.300と同様です。

⑧管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

⑨また、一括処理は必須ではないと考えます。

③管理項目に基礎年金番号・裁定結果・決定年月日を明記

⑩それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

6 0 6 2 2 4 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】

①②④⑤⑥⑨：「終了期限を迎える該当者に対し、延

長もしくは終了の処理を一括して行う」ケース等を想定。

当該ケースがなければ削除

【修正対応】

③：追加する

⑦：No.300と同様

⑧⑩：施行規則に準じた項目に絞って記載する

【討議事項（共通⑤）】

一括処理に関する要望・要件

235 給付 年金請求書等受理・審

査

年金請求書受理・審査に係る履歴の修正・削除・照会

ができること

【管理項目】

裁定請求種別、裁定請求日、年金事務所送付日、受

給権発生日、受給開始年月、支給停止年月、有効認

定年、失権日、障害情報、障害等級、加算額対象者

情報、診断書提出日、診断書コード、配偶者情報、扶

養義務者情報、代理人情報、公的年金情報、福祉年

金情報に登録できる郵便局、支払期間情報、氏名、性

別、生年月日　等

必須 ①年金の種類によって管理項目が変わります。年金種類毎に管理項目を定義する必要があります。

③履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。

④機能の実装については、No.300と同様です。

⑤管理項目については、No.103と同様に検討が必要だと考えます。

②管理項目に基礎年金番号・裁定結果・決定年月日を明記

⑥それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：年金局・年金機構へ管理項目を確認し、修正する

②：追加する

③：残置とする

④：No.300と同様

⑤⑥：施行規則に準じた項目に絞って記載する

236 給付 年金請求書等受理・審

査

受給関連受付処理にて登録した情報に対し、受付年

度・受付種別・受付番号・受付日などの抽出条件で裁

定請求受付処理簿を作成できること

必須 ①受付処理簿という名称からEUCではないと想定しております。

その場合、「内部帳票は帳票要件で定義せず、EUC機能での対応を原則とする想定です。」とベンダー

分化会でお伺いしました。この仕様は不要ではないでしょうか。

②機能の実装については、No.300と同様です。

③受付処理簿は必須の帳票では無いと考えます。

④すべてにおいて、受付処理簿の作成の機能には、それぞれの受付処理簿に記

載（登録）する「項目」の追加が必要

0 0 0 3 1 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④：内部帳票となるため、オプションとした上で

EUC対応の旨、追記する。なお、システムで管理している

情報（申請や請求の受付時に登録した、もしくは処理結

果登録した情報）を、EUC機能で必要に応じて抽出でき

るようにするため、管理項目は一律で定義しない。）

237 給付 年金請求書等受理・審

査

異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①給付関連は異動報告の対象ではないので実装不可です。

②受給年金に関する異動報告書の事務はお伺いしたことがございません。この仕様は不要ではないで

しょうか。

③異動報告の対象となりますか。

④機能の実装については、No.300と同様です。

0 0 0 4 0 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④：異動報告とは関連しないため、削除

238 給付 年金請求書等受理・審

査

【管理項目】死亡未支給情報（請求者の氏名、住所、

続柄、請求日、該当日　等）、診断書情報、加算者情

報、税情報の管理ができること

必須 ②現在、年金機構へ受給者の定期的に所得をやり取りする運用はなくなっているとお伺いしています。そ

のため、加算者情報や税情報の管理は不要ではないでしょうか。

③診断書情報、加算者情報、税情報の管理の管理とは。

④機能の実装については、No.300と同様です。

①管理項目内にある住民記録システムおよび税に関する情報は、自治体で持っ

ている住民記録システム情報と税情報ということでよろしいでしょうか。

0 0 0 3 1 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：相違なし。住民記録システム・個人住民税シス

テムとの連携で情報を取得するため、本機能の管理項目

からは削除

④：No.300と同様

239 給付 年金請求書等受理・審

査

裁定請求情報登録時に裁定請求種別ごとに確認メッ

セージを表示できること

オプション ①どのような条件でどのようなメッセージを表示するのか不明のため実装不可です。

②確認メッセージはどのようなメッセージ・機能となるか明記していただくようお願いいたします。

④機能の実装については、No.300と同様です。

③不要機能 0 0 0 3 1 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

 ①②③：削除

④：No.300と同様

240 給付 年金請求書等受理・審

査

認定請求書を発行・再発行できること オプション ②機能の実装については、No.300と同様です。 ①不要機能 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①オプションとして残置

②：No.300と同様

241 給付 年金請求書等受理・審

査

老齢福祉年金受給権者定時届関係連名簿を作成でき

ること

必須 ①年金生活者支援給付金の運用が始まり、この機能は不要になったのではないでしょうか。

③現在、年金機構へ受給者の定期的に所得をやり取りする運用はなくなっているとお伺いしています。そ

のため、この機能自体不要と想定します。

⑤機能の実装については、No.300と同様です。

⑥また、老齢福祉年金については、対象件数が少ないため、システム化は不要と考えています。

⑦ほとんど該当者がいないので、帳票自体を必須から外していただきたい。（以下同じ）

②（実装不可意見）連名簿事務が廃止となっているため

④不要機能

0 0 0 5 2 7 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑥⑦：現在の利用が僅少なため、削除とする

⑤：No.300と同様

242 給付 年金請求書等受理・審

査

障害基礎年金受給権者定時届関係連名簿を作成でき

ること

必須 ①項番311と312は同じ帳票ではないでしょうか？

②年金生活者支援給付金の運用が始まり、この機能は不要になったのではないでしょうか。

④現在、年金機構へ受給者の定期的に所得をやり取りする運用はなくなっているとお伺いしています。そ

のため、この機能自体不要と想定します。

⑥機能の実装については、No.300と同様です。

③（実装不可意見）連名簿事務が廃止となっているため

⑤不要機能

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤：現在の利用が僅少なため、削除とする

⑥：No.300と同様

243 給付 年金請求書等受理・審

査

障害基礎年金所得状況届連名簿を作成できること 必須 ①障害基礎年金所得状況届連名簿は年所得情報提供（年金生活者支援給付金）に含まれます

ので、本件は帳票詳細要件のNo.15特別障害給付金所得状況届と読み替えて左記のとおり回答しま

す。標準仕様文案は修正をお願いします。

②年金生活者支援給付金の運用が始まり、この機能は不要になったのではないでしょうか。

④現在、年金機構へ受給者の定期的に所得をやり取りする運用はなくなっているとお伺いしています。そ

のため、この機能自体不要と想定します。

⑥機能の実装については、No.300と同様です。

③（実装不可意見）連名簿事務が廃止となっているため

⑤不要機能

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤：現在の利用が僅少なため、削除とする

⑥：No.300と同様

244 給付 年金請求書等受理・審

査

算定資料簿を作成できること オプション ①算定資料簿はどんな帳票でしょうか？

②年金生活者支援給付金の運用が始まり、この機能は不要になったのではないでしょうか。

④算定資料簿は「国民年金標準化_帳票詳細要件（たたき台）_20211029」に記載のない資料で

す。EUCでの作成を想定されていますか。また、どのような出力項目となりますか。

⑥機能の実装については、No.300と同様です。

③（実装不可意見）本市では使用しておらず、実務に影響がないため

⑤不要機能

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤：現在の利用が僅少なため、削除とする

⑥：No.300と同様

245 給付 年金請求書等受理・審

査

年金受給のお知らせ 必須 ①年金受給のお知らせはどんな帳票でしょうか？年金受給に係るお知らせは年金機構から送付するも

のではないでしょうか？

②お知らせのハガキ、通知書を発送するための宛名シールが作成できれば充分ではないでしょうか。

⑤現在、弊社ユーザー様からは要望いただいたことのない資料となります。オプション機能でもよいと想定

いたします。

⑥レイアウト、出力項目の提示をお願いいたします。

⑧機能の実装については、No.300と同様です。

⑨帳票詳細要件に記載のない帳票は、必須から外していただきたい。

③現在、本自治体ではお渡ししておりません。受け取りに関するものは年金機構

より本人へ通知される認識です。

④（実装不可意見）本市では使用しておらず、自治体が行う業務ではないと思

われるため

⑦「年金受給のお知らせ」→「年金受給のお知らせを作成できること」

0 0 0 5 3 8 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤⑥⑨：現在の利用が僅少なため、削除とす

る

⑦：指摘の通り修正

⑧：No.300と同様

246 給付 年金請求書等受理・審

査

年金証書受領書を作成できること 必須 ①年金証書に関する事務は年金機構で行われると認識しています。年金証書は年金機構から郵送さ

れているので、市区町村で受領証を作成することはない（できない）認識です。

②老齢福祉年金の受領書のことであれば、弊社では以前に機能廃止にしています。この「年金証書受

領書」はどのような場面で使用するのでしょうか。

⑤現在、弊社ユーザー様からは要望いただいたことのない資料となります。オプション機能でもよいと想定

いたします。

⑥レイアウト、出力項目の提示をお願いいたします。

⑧機能の実装については、No.300と同様です。

⑨帳票詳細要件に記載のない帳票は、必須から外していただきたい。

③年金証書のみを受領することはありません。

④（実装不可意見）本市では使用していない

⑦不要機能

0 0 0 5 3 8 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤⑥⑦⑨：現在の利用が僅少なため、削除と

する

⑧：No.300と同様

247 給付 年金請求書等受理・審

査

所得証明提出周知文を作成できること 必須 ①所得証明提出周知文とはどのような帳票でしょうか？

②所得証明提出周知文を発送するための宛名シールが作成できれば充分ではないでしょうか。

⑤現在、弊社ユーザー様からは要望いただいたことのない資料となります。オプション機能でもよいと想定

いたします。

⑥レイアウト、出力項目の提示をお願いいたします。

⑧該当機能なしのため

⑨機能の実装については、No.300と同様です。

⑩帳票詳細要件に記載のない帳票は、必須から外していただきたい。

③現在、自治体側から受給者へ所得証明書の提出を求めることはほとんどないと

思われます。

④（実装不可意見）本市では使用しておらず、自治体が行う業務ではないと思

われるため

⑦不要機能

0 0 0 7 3 10 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤⑥⑦⑧⑩：現在の利用が僅少なため、削

除とする

⑨：No.300と同様
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248 給付 年金請求書等受理・審

査

年金請求者情報、指定された条件で抽出された受給年

金登録者情報、扶養義務者および被扶養者の住民記

録システム情報、死亡一時金および未支給年金の請求

者に係る情報（氏名、住所、続柄、請求日、該当

日）、障害定時届以降に税情報の変更があった受給権

者情報、報告を必要としない異動情報について、一覧で

確認できること（EUC対応）

オプション ①受給年金における「報告を必要としない異動情報」とはどのような情報となりますか。

③機能の実装については、No.300と同様です。

②不要機能 0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：ご指摘通りのため、削除

③：No.300と同様

249 給付 年金生活者支援給付

金請求書等受理・審査

老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・年金生

活者支援給付金に係る受給年金諸情報を管理・照会で

きること

必須 ①年金生活者支援給付金に係る情報管理だけなのではないでしょうか？

②自治体規模によっては、件数が少ないため紙媒体やEXCELで対応されている場合が多く自治体規

模によってはシステム対応は必須ではないと考えます。

0 0 0 2 0 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】　※「年金請求書等受理・審査」との差異

①：年金生活者支援給付金請求の受付に伴い、老齢・

障害・遺族基礎年金の情報を参照すると想定しているた

め、左記項目の情報も管理・照会可能とする

②：No.231

250 給付 年金生活者支援給付

金請求書等受理・審査

定時届以降に税額変更を行った受給権者を抽出し、税

情報を取得できること

オプション ①年金生活者支援給付金の所得情報を付加した媒体を提出後、税額変更者の報告をする必要があ

るのでしょうか。

②「定時届」とは？ 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：「年金請求書等受理・審査」おける要件の際を明

確に判別できるよう表現を見直し

251 給付 年金生活者支援給付

金請求書等受理・審査

認定請求情報の登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】

裁定請求種別、裁定請求日、年金事務所送付日、受

給権発生日、受給開始年月、支給停止年月、有効認

定年、失権日、障害情報、障害等級、加算額対象者

情報、診断書提出日、診断書コード、配偶者情報、扶

養義務者情報、代理人情報、公的年金情報、福祉年

金情報に登録できる郵便局、支払期間情報、氏名、性

別、生年月日　等

必須 ①左記の管理項目は、"年金請求書等受理・審査"に記載されているものと同じ内容です。年金生活

者支援給付金としての管理項目でしょうか？

③項番302と同様

④機能の実装については、No.321と同様です。

②管理項目に基礎年金番号・裁定結果・決定年月日を明記

⑤それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 3 2 5 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：年金生活者支援給付金請求の受付に伴い、老齢・

障害・遺族基礎年金の情報を参照・出力すると想定して

いるため、左記機能・項目は必須とする

②管理項目に基礎年金番号・裁定結果・決定年月日を

明記

⇒追加する

③：修正対応

④：No.321と同様

⑤：施行規則に準じた項目に絞って記載する

252 給付 年金生活者支援給付

金請求書等受理・審査

指定された条件で抽出された年金受給者を抽出し、一

括で給付に係る異動を行えること

【管理項目】

裁定請求種別、裁定請求日、年金事務所送付日、受

給権発生日、受給開始年月、支給停止年月、有効認

定年、失権日、障害情報、障害等級、加算額対象者

情報、診断書提出日、診断書コード、配偶者情報、扶

養義務者情報、代理人情報、公的年金情報、福祉年

金情報に登録できる郵便局、支払期間情報、氏名、性

別、生年月日　等

必須 ①年金生活者支援給付金の対象者は、年金機構から提供される認識です。

②どのような条件で抽出し、どのような異動を一括で行うのでしょうか？

③左記の管理項目は、"年金請求書等受理・審査"に記載されているものと同じ内容です。年金生活

者支援給付金としての管理項目でしょうか？

⑤年金生活者支援給付金の給付事務自体は年金機構が行われるため、自治体での給付に関わる異

動登録は不要と思われます。

⑥どのような対象を一括でどのような異動を想定されていますか。

⑦機能の実装については、No.321と同様です。

⑧また、一括処理は必須ではないと考えます。

④管理項目に基礎年金番号・裁定結果・決定年月日を明記

⑨それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 7 2 9 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②⑤⑥⑧：「終了期限を迎える該当者に対し、延長

もしくは終了の処理を一括して行う」ケース等を想定。当

該ケースがなければ削除

③：年金生活者支援給付金請求の受付に伴い、老齢・

障害・遺族基礎年金の情報を参照・出力すると想定して

いるため、左記機能・項目は必須とする

④：追加する

⑦：No.321と同様

⑨：施行規則に準じた項目に絞って記載する

253 給付 年金生活者支援給付

金請求書等受理・審査

年金請求書受理・審査に係る履歴の修正・削除・照会

ができること

【管理項目】

裁定請求種別、裁定請求日、年金事務所送付日、受

給権発生日、受給開始年月、支給停止年月、有効認

定年、失権日、障害情報、障害等級、加算額対象者

情報、診断書提出日、診断書コード、配偶者情報、扶

養義務者情報、代理人情報、公的年金情報、福祉年

金情報に登録できる郵便局、支払期間情報、氏名、性

別、生年月日　等

必須 ①左記の管理項目は、"年金請求書等受理・審査"に記載されているものと同じ内容です。年金生活

者支援給付金としての管理項目でしょうか？

③項番304と同様

④機能の実装については、No.321と同様です。

②管理項目に基礎年金番号・裁定結果・決定年月日を明記

⑤それぞれの届出種類ごとに、法令（施行規則）で規定された本人の届出事

項を正しく「管理項目」として記載いただくようお願いします。

0 0 0 3 2 5 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：年金生活者支援給付金請求の受付に伴い、老齢・

障害・遺族基礎年金の情報を参照・出力すると想定して

いるため、左記機能・項目は必須とする

②：追加する

③④：No.321と同様

⑤施行規則に準じた項目に絞って記載する

254 給付 年金生活者支援給付

金請求書等受理・審査

受給関連受付処理にて登録した情報に対し、受付年

度・受付種別・受付番号・受付日などの抽出条件で裁

定請求受付処理簿を作成できること

必須 ①左記の事務は年金生活者支援給付金の事務ではなく、受給年金の事務と想定されるため、仕様と

して記載は不要ではないでしょうか。

②機能の実装については、No.321と同様です。

③すべてにおいて、受付処理簿の作成の機能には、それぞれの受付処理簿に記

載（登録）する「項目」の追加が必要

0 0 0 4 1 5 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：年金生活者支援給付金請求の受付に伴い、老齢・

障害・遺族基礎年金の情報を参照・出力すると想定して

いるため、左記機能・項目は必須とする

②③：内部帳票となるため、オプションとした上でEUC対

応の旨、追記する。なお、システムで管理している情報

（申請や請求の受付時に登録した、もしくは処理結果登

録した情報）を、EUC機能で必要に応じて抽出できるよ

うにするため、管理項目は一律で定義しない。

255 給付 年金生活者支援給付

金請求書等受理・審査

指定した老齢年金受給者、障害・遺族年金受給者につ

いて、年金生活者支援給付金の給付判定を行えること

必須 ①年金生活者支援給付金の給付判定は、年金機構で行うものであるため実装不可です。

④年金生活者支援給付金の給付判定まで行っていないため

⑤機能の実装については、No.321と同様です。

②最終的な判定は年金機構が行うため、必ず自治体で必要な機能ではないと

考えます。

③不要機能

⑥給付金の判定機能「削除」ではなく、「オプション」。年金生活者支援給付金

請求時は、給付判定をもとに、市民応対している

0 0 0 3 3 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤⑥：ご指摘のとおりのため、本機能はオプショ

ンとする

256 給付 年金生活者支援給付

金請求書等受理・審査

指定した老齢年金受給者、障害・遺族年金受給者につ

いて、該当者の給付金届出履歴を確認できること

必須 ①「給付金届出履歴」とは給付金の認定請求履歴という認識で間違いないでしょうか。

③機能の実装については、No.321と同様です。

②不要機能 0 0 0 1 1 2 1 0 1 指摘

質問

機能要件を修

正

質問回答

【修正対応】

②利用状況を確認のうえ、オプションとするか検討要

③：No.321と同様

【質問回答】

①：相違なし

257 給付 年金生活者支援給付

金請求書等受理・審査

異動報告を必要とする異動と必要としない異動の切り分

けができること

必須 ①年金生活者支援給付金は異動報告の対象でないため実装不可です。

②年金生活者支援給付金に関する異動報告書の事務はお伺いしたことがございません。この仕様は不

要ではないでしょうか。

③異動報告の対象となりますか。

④機能の実装については、No.321と同様です。

0 0 0 4 0 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④：異動報告とは関連しないため、削除

258 給付 年金生活者支援給付

金請求書等受理・審査

死亡未支給情報（請求者の氏名、住所、続柄、請求

日、該当日　等）、診断書情報、加算者情報、税情報

の管理ができること

必須 ①左記機能は、年金生活者支援給付金として必要な機能でしょうか？

②左記の事務は年金生活者支援給付金の事務ではなく、受給年金の事務と想定されるため、仕様と

して記載は不要ではないでしょうか。

④機能の実装については、No.321と同様です。

③不要機能 0 0 0 3 1 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】　※「年金請求書等受理・審査」との差異

①②③：年金生活者支援給付金請求の受付に伴い、

老齢・障害・遺族基礎年金の情報を参照・出力すると想

定しているため、左記機能・項目は必須とする

④：No.321と同様

259 給付 年金生活者支援給付

金請求書等受理・審査

国民年金障害基礎年金・遺族基礎年金所得状況届連

名簿を作成できること

オプション ①左記機能は、年金生活者支援給付金として必要な機能でしょうか？

③左記の事務は年金生活者支援給付金の事務ではなく、受給年金の事務と想定されるため、仕様と

して記載は不要ではないでしょうか。

②連名簿事務が廃止となっているため

④不要機能

0 0 0 2 2 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④：現在は不要なため、当該機能を削除

260 給付 年金生活者支援給付

金請求書等受理・審査

裁定請求情報登録時に裁定請求種別ごとに確認メッ

セージを表示できること

オプション ①左記機能は、年金生活者支援給付金として必要な機能でしょうか？

②左記の事務は年金生活者支援給付金の事務ではなく、受給年金の事務と想定されるため、仕様と

して記載は不要ではないでしょうか。

③不要機能 0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：本事務に不要なため、当該機能を削除

261 給付 年金生活者支援給付

金請求書等受理・審査

認定請求書を発行・再発行できること オプション ①左記機能は、年金生活者支援給付金として必要な機能でしょうか？

③年金生活者支援給付金の請求書は基本、年金機構から住民へ送付されます。システム対応は不

要ではないでしょうか。

②本市では使用しておらず、自治体が行う業務ではないと思われるため

④不要機能

⑤年金生活者支援給付金の認定請求書の受付は、対象者によって「法定受託

事務」あるいは「協力連携事務」です。年金生活者支援給付金の認定請求書

を、システム出力しています。白紙ではなく、本人の記載事項で印字可能なもの

は印字して出力しています。

0 0 0 1 3 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④：指摘踏まえ、オプションとする。要件について

は指摘、および詳細確認を踏まえ、記載修正する

262 給付 年金生活者支援給付

金請求書等受理・審査

算定資料簿を作成できること オプション ①算定資料簿はどんな帳票でしょうか？

③左記の事務は年金生活者支援給付金の事務ではなく、受給年金の事務と想定されるため、仕様と

して記載は不要ではないでしょうか。

②本市では使用しておらず、実務に影響がないため

④不要機能

0 0 0 2 2 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④：本事務に不要なため、削除

263 給付 年金生活者支援給付

金請求書等受理・審査

年金請求者情報、指定された条件で抽出された受給年

金登録者情報、扶養義務者および被扶養者の住民記

録システム情報、死亡一時金および未支給年金の請求

者に係る情報（氏名、住所、続柄、請求日、該当

日）、障害定時届以降に税情報の変更があった受給権

者情報、報告を必要としない異動情報について、一覧で

確認できること（EUC対応）

オプション ①左記機能は、年金生活者支援給付金として必要な機能でしょうか？ ②不要機能 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】　※「年金請求書等受理・審査」との差異

①②：年金生活者支援給付金請求の受付に伴い、老

齢・障害・遺族基礎年金の情報を参照・出力すると想定

しているため、左記機能・項目は必須とする

264 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構への報告・送

付

以下に係る異動内容について、年金機構報告を作成・

修正・削除・変更できること

資格取得/種別変更/資格喪失/国内転入/国内転出/

氏名・性別・生年月日変更/追加・訂正/不在/付加/免

除/年金請求

必須 ①年金機構への報告は、纏めて記載するのではなく、報告内容、報告サイクル（タイミング）によって分

けて仕様を定義するべきではないでしょうか？同じ仕様で実装は出来ないです。

②国内転出、年金請求は不要と思われます。

③年金請求について自治体規模によっては、件数が少ないため紙媒体やEXCELで対応されている場

合が多く自治体規模によってはシステム対応は必須ではないと考えます。

0 0 0 3 0 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：自治体ごとに利用状況等異なると想定されるため、

後続工程で定義する必要あり

②：指摘の通り、削除

③：No.231と同様

265 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構への報告・送

付

年金機構への報告内容について一括入力・一括更新が

できること

必須 ①報告内容の一括入力・一括更新とはどのような機能でしょうか？内容が不明瞭のため判断ができませ

ん。

②報告内容の一括入力はどのような機能を想定されていますか。

③一括更新もどのような項目の更新となりますか。

④一括入力・一括更新ができることとはどのようなことに対する処理を想定されていますか。

⑤届出ごとに内容が異なるため、一括で登録・編集するケースがありますでしょうか。

0 0 0 50 0 50 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤：報告内容を精査する際に、報告内容の修

正など、一括で更新が発生するケースがあると想定。当該

ケース有無を確認し、利用なしなら削除

266 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構への報告・送

付

年金機構への報告内容に係る履歴を照会できること 必須 ①年金機構への報告した形式ですべて履歴管理し画面で確認できる機能が必要になるということであ

れば、オプションを要求したいです。

0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションへ変更

267 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構への報告・送

付

異動履歴を選択して、年金機構への報告に必要な以下

の報告書を出力できること

国民年金被保険者関係届書（報告書）/国民年金関

係報告書/国民年金被保険者資格関係訂正・追加・取

消報告書/国民年金保険料免除・納付猶予申請書/国

民年金保険料免除・納付猶予申請書（市町村確認

書）/保険料学生納付特例申請書/保険料学生納付

特例申請書（市町村確認書）/居所未登録者報告書

/居所未登録者住所判明報告書/電子媒体届書総括

票/国民年金関係書類送付書/老齢福祉年金所得状

況届/特別障害給付金所得状況届/２０歳到達者一

覧/異動一覧表/外国人年齢到達予定者一覧　等

必須 ①"異動履歴を選択して"とはどのような機能でしょうか？内容が不明瞭のため判断できません。

②必須機能とするのであれば、"等"という記載ではなく、必要なものを明記するべきではないでしょうか

③異動一覧表とは、どのような帳票でしょうか？

④左記に記載されている帳票は、全て必須帳票として定義されるものでしょうか？帳票名だけでは、実

装可能かどうか判断ができないです。

⑤年金機構が住民記録システムネットから20歳到達者を把握する運用に変わったため、20歳到達者

一覧の提出は不要になったと思いますが、どのような場合に使用するのでしょうか。

⑥「等」の記載はなくし、作成する資料はすべて明記をお願いいたします。

⑦異動履歴とはどのようなものを想定されていますか。

個人毎に出力可能な帳票（国民年金被保険者関係届書（報告書）等）と一括処理で作成する

帳票（電子媒体届書総括票以降の帳票）が合わせて記載があるため、個人毎の台帳から異動履歴

を選択して出力するのか、一括処理として抽出期間を指定して出力するのか明記をお願いします。

⑧国民年金被保険者資格関係訂正・追加・取消報告書を使用しない運用を行っている。

⑨居所未登録者報告書・居所未登録者住所判明報告書・外国人年齢到達予定者一覧などもシス

テム出力していない。

⑩機能としての実装は必須だと考えますが、帳票の種類については議論が必要です。

⑪帳票詳細要件に記載のない帳票は、必須から外していただきたい。

0 0 0 11 0 11 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：「報告が必要な異動を選択して～」に記載修正予

定。左記記載で相違ないか確認

②：申請により登録する項目に絞って記載する③：利

用状況を確認のうえ、利用なしなら削除

④：法定帳票とそれ以外で分けて記載する

⑤：削除予定

⑥：No.6を参照

⑦：発生した異動に係る履歴を想定している。なお、要

件の文言修正予定（「～の報告書を個人ごと、もしくは

一括処理で出力できること」）

⑧⑨⑩：法定帳票であるため、必須とする

⑪：法令上必須とオプションで分類して帳票を記載する

・「国民年金関係報告書」「国民年金関係書類送付

書」「老齢福祉年金所得状況届」「特別障害給付金所

得状況届」の管理項目を追加する

268 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構への報告・送

付

「電子媒体届出書ラベル」「電子媒体届書総括票」を作

成し、年金機構へ電子媒体による報告ができること

必須 ①「電子媒体届書ラベル」は必須ではないと考えます。 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションとして別出しを検討する

・「電子媒体届書総括表」の管理項目を追加する

269 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構への報告・送

付

異動届送付用を作成できること 必須 ①異動届送付用とはどのような帳票でしょうか？

②異動届送付用とはどのような用途で、どのようなレイアウトの資料でしょうか。

③必要な帳票であるか不明なため、オプションとしております。

0 0 0 3 0 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：削除

270 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構への報告・送

付

年金機構への報告時に、すでに報告した情報は打出さな

いように制御できること

オプション 0 0 0 0 0 0 0 0 0

271 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構への報告・送

付

電子進達済みの電子進達情報を削除できること オプション 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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272 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構への報告・送

付

年金機構へ報告する情報（資格、付加、法定免除、個

人情報、住民記録システム異動）、資格仮付番・仮取

得のままである対象者情報、付加未進達のままである対

象者情報、免除未決定・未進達のままである対象者情

報、給付未決定・未進達のままである対象者情報につい

て、一覧で確認できること（EUC対応）

必須 ①該当機能がないため 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①オプションへ変更

273 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構からの情報登

録

以下の処理結果一覧表のCSVファイルを国民年金システ

ムに取り込むことができること

20歳到達予定者一覧、免除結果登載者一覧、1号喪

失者一覧、資格取得・住所変更に係る異動　等

必須 ①処理結果一覧表のCSVファイルは、左記に記載されている帳票の区別はありません。届書コードに

よって内容を判定します。

②左記の処理結果一覧表は、年金機構から提示されている「国民年金処理結果一覧表媒体作成仕

様書」の仕様に則ったCSVファイルのみが取り込めればよいという認識でよろしかったでしょうか。

③その場合、処理結果一覧は以下の単位での切り分けはないため、この記載は不要だと思われます。

「20歳到達予定者一覧、免除結果登載者一覧、1号喪失者一覧、資格取得・住所変更に係る異

動　等」

④処理結果一覧の情報の取り込みは必要だと考えますが、記載されているファイルは取込不要だと考え

ます。

4 0 4 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】

①④：左記を取り込む、との要件と相違なければ残置す

る

②③：指摘内容について、年金機構へ確認要

【討議事項（共通①）】

年金機構が管理する情報の国民年

金等システムにおける取り扱い方針

274 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構からの情報登

録

国民年金システムに取り込んだ処理結果一覧表を取込

日、届出内容ごとに確認できること

必須 ①処理結果一覧の取り込みを実施していない自治体も存在すると思いますので、必須では無いと考え

ています。

0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①オプションへ変更

275 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構からの情報登

録

取込んだ処理結果一覧表の内容を国民年金システムで

管理している年金情報・被保険者台帳へ一括で反映で

きること

必須 ①年金相談で資格等の正確な情報が必要な場合は、可変型窓口装置（WM)の活用や年金事務

所への電話問合せで取得する方法が確実であるため、国民年金システムで管理している年金情報への

反映は不要としても良いと考えます。

②処理結果一覧の内容は、被保険者の全履歴データがあるわけではなく、異動分のみで、年金機構が

職権で入力したものが含まれるなどにより、自動で反映できず、後で手作業で入力が必要なものが発生

するため、全て反映させることを事務処理の必須条件にすると、市町村の作業が増加します。

③現在、処理結果一覧の内容を登録していない市町村に、事務処理上の不都合について確認する必

要があると考えます。

④処理結果一覧の取り込みを実施していない自治体も存在すると思いますので、必須では無いと考え

ています。

4 0 4 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】

①②③：処理結果登録は受領した情報に限定して取り

込む想定。一律WM等の活用や年金機構への問い合わ

せで代替する方針と比較して検討要。「処理結果一覧の

内容を登録していない市町村に、事務処理上の不都合

について確認する必要がある」とのご意見を参考に、確認

する

④：オプションへ変更

【討議事項（共通①）】

年金機構が管理する情報の国民年

金等システムにおける取り扱い方針

276 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構からの情報登

録

２号被保険者（厚生年金・共済組合等）の番号の登

録 およびその直近の資格取得・喪失情報の登録・修正・

削除・照会ができること

オプション ①本市では使用しておらず、実務に影響がないため 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：利用状況確認の上、必要に応じて削除

277 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構からの情報登

録

公的年金情報に配偶者情報を設定（登録・削除）でき

ること

オプション 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構からの情報登

録

年金機構より送付される年金機構からの処理結果一覧

をOCR処理し、適用者を登録できること

オプション ①項番351の機能があれば不要な機能ではないでしょうか？ ②351と重複する内容の場合は、351とこちらどちらかを必須という形でよいと思い

ます。

0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：OCR処理をオプションとするために別だし。OCRを

標準仕様とするか検討要

279 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構からの情報登

録

年金事務所による審査の結果、承認・却下の管理ができ

ること。※承認については免除区分まで管理する

必須 ①審査の結果とは、免除の審査結果のことでしょうか？ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 質問 質問回答 【質問回答】

①：相違なし

280 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構からの情報登

録

基礎年金番号変更予定者または、基礎年金番号異動

者を一覧で確認できること

必須 ①基礎年金番号変更予定者とはどのような対象者でしょうか？

②基礎年金番号変更予定者、基礎年金番号異動者はどのように把握する想定でしょうか。

③（EUC対応）と記載がありませんが、EUCでの対応という想定でしょうか。

④基礎年金番号異動者は確認できると考えています。

0 0 0 3 0 3 1 0 1 指摘

質問

機能要件を修

正

質問回答

【修正対応】

①：上記ケースがなければ削除

③④：指摘のとおり、EUC対応の旨追記

【質問回答】

②：機能を有する団体へ確認要

281 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構からの情報登

録

国民年金システムへの反映時に、宛名情報や年金情報

と突合し、個人が特定できなかった被保険者と未特定理

由を一覧で確認できること（EUC対応）

必須 ①オプション機能 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションへ変更

282 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構からの情報登

録

資格仮付番・仮取得、付加未進達、免除未決定・未進

達、給付未決定・未進達のままである対象者の一覧を確

認できること（EUC対応）

必須 ①該当機能なしのため

②オプション機能

0 0 0 2 0 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：オプションへ変更

283 年金機構報告・年金機

構からの情報登録

年金機構からの情報登

録

①年金機構からの情報と、自治体で管理している情報で、期間重複があった場合、対象者を確認でき

るような機能があるとよいと思われます。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 【要件追加】

①：追加する

284 情報提供・その他 所得情報提供（免除

勧奨）

年金事務所から提供された提供依頼データのシステムへ

の取込みができること

必須 ③現在の所得媒体交換は終了しているため、新たに左記の所得媒体に関しては、年金機構から仕様

が提示されるという認識でよろしかったでしょうか。

①免除勧奨は協力連携事務であるため必須ではないと考えます。

②本市管轄の年金事務所より、今後この事務を依頼することはないとの報告を

受けているため。

④不要機能

0 0 0 1 3 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】　※「所得情報提供（免除勧奨）に係る

機能の必須有無」

①②④：マイナンバー連携で対応できないケースを踏ま

え、自治体規模に準じて実装を検討する前提で、オプショ

ンとする

③：年金機構へ確認要

285 情報提供・その他 所得情報提供（免除

勧奨）

年金機構より提供依頼があった対象者の宛名情報を一

括で特定、解除ができること

必須 ①宛名情報を一括で「解除」するというのは具体的にどのような処理を行うのでしょうか。詳細が不明な

ため、実装不可です。

④個人特定は必要だと思いますが、解除の必要性がわかりません。

②免除勧奨は協力連携事務であるため必須ではないと考えます。

③不要機能

0 0 0 0 2 2 2 0 2 指摘

質問

機能要件を修

正

質問回答

【討議事項】　※「所得情報提供（免除勧奨）に係る

機能の必須有無」

②③：マイナンバー連携で対応できないケースを踏まえ、

自治体規模に準じて実装を検討する前提で、オプションと

する

【質問回答】

①④：特定した対象を解除するという意味。（特定した

対象者に対し情報を取得するため、必要に応じて解除で

きる機能は必要と思料）

286 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

宛名不一致に係る情報について一覧で確認できること

（EUC対応）

必須 ①宛名不一致の一覧は何に使用するのでしょうか？

②事務レベル２に「所得情報提供（年金生活者支援給付金）」とありますが「所得情報提供（免除

勧奨）」の誤りでしょうか。

⑤基礎年金番号からとってきていて宛名不一致はなしの想定

⑥EUC対応に対応するかは、オプションでよいと思います。

③免除勧奨は協力連携事務であるため必須ではないと考えます。

④不要機能

0 0 0 3 2 5 1 0 1 指摘

質問

機能要件を修

正

質問回答

【修正対応】

②：修正予定

③④⑤：マイナンバー連携で対応できないケースを踏ま

え、自治体規模に準じて実装を検討する前提で、オプショ

ンとする

⑥：オプションとする

【質問回答】

①：宛名が特定できなかった対象者に対しては、手動で

所得情報を取得するため、必要と思料

287 情報提供・その他 所得情報提供（免除

勧奨）

過去に年金機構に回付した所得情報の履歴が照会でき

ること

必須 ③過去に年金機構に回付した所得情報の履歴が照会はできないため。

④現在の運用上は、送付するファイルを別途保存して頂く運用をしており、システム化必須では無いと考

えています。

①免除勧奨は協力連携事務であるため必須ではないと考えます。

②不要機能

0 0 0 2 2 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】　※「所得情報提供（免除勧奨）に係る

機能の必須有無」

①②③④：マイナンバー連携で対応できないケースを踏ま

え、自治体規模に準じて実装を検討する前提で、オプショ

ンとする

288 情報提供・その他 所得情報提供（免除

勧奨）

年金事務所に提供する配偶者、世帯主を特定し、被保

険者、配偶者、世帯主の所得情報を取り込めること

必須 ①免除勧奨は協力連携事務であるため必須ではないと考えます。

②不要機能

0 0 0 0 2 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】　※「所得情報提供（免除勧奨）に係る

機能の必須有無」

①②：マイナンバー連携で対応できないケースを踏まえ、

自治体規模に準じて実装を検討する前提で、オプションと

する

289 情報提供・その他 所得情報提供（免除

勧奨）

所得情報依頼媒体を基に、被保険者の所得情報データ

を収めた所得情報提供依頼結果媒体を作成できること

必須 ①項番369と375の違いはなんでしょうか？ ②免除勧奨は協力連携事務であるため必須ではないと考えます。

③不要機能

0 0 0 1 2 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①③：No.375を削除

②：No.286と同様

290 情報提供・その他 所得情報提供（免除

勧奨）

所得情報提供依頼結果媒体用の情報について、照会・

修正・削除することができること

必須 ①所得情報提供依頼媒体用の情報を修正とは、何を元に何を修正するのでしょうか？　これまでのパッ

ケージ導入においてそういう要件は聞いたことがありません。

②所得情報提供依頼のデータは全て提供する必要があるため、削除することはできないと思います。

⑤削除機能について、どのような場合に発生するのか確認したい。

⑥修正・削除機能は、オプションとした方が良いと思います。

③免除勧奨は協力連携事務であるため必須ではないと考えます。

④不要機能

0 0 0 4 2 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤⑥：オプションとする。なお、「手動で所得情

報を添付した際に、誤植を削除・修正する」等のケースを

想定。

291 情報提供・その他 所得情報提供（免除

勧奨）

免除判定を行えること オプション ①免除判定は、年金機構で行うものなので実装不可です。 ②不要機能

③本市は、市と年金事務所で協議して、合同での免除勧奨を数回実施していま

す。年金機構だけでの情報連携が可能となり、全国的な免除勧奨には市は関与

しませんが実際に、今年度も年金事務所と協議して、市での免除勧奨を免除該

当する「判定区分」ごとに分類して実施します。

0 0 0 1 2 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：利用ケースがあるため、オプションとして残置する

292 情報提供・その他 所得情報提供（免除

勧奨）

所得情報データの確認用に作成された確認用CSVファイ

ルを参照し、作成したデータ内容を確認できること

必須 ①免除勧奨は協力連携事務であるため必須ではないと考えます。

②不要機能

0 0 0 0 2 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】　※「所得情報提供（免除勧奨・継続免

除）に係る機能の必須有無」

①②：マイナンバー連携で対応できないケースを踏まえ、

自治体規模に準じて実装を検討する前提で、オプションと

する

293 情報提供・その他 所得情報提供（免除

勧奨）

所得調査票を作成できること 必須 ①個人住民税の照会画面が表示できれば代用できると考えます。

④所得調査票のシステム出力は必須では無いと考えているためオプションとしています。

⑤所得調査票とは、どのような帳票でしょうか？

②免除勧奨は協力連携事務であるため必須ではないと考えます。

③不要機能

0 0 0 3 2 5 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①③④⑤：個人住民税システムとの連携で取得した情

報を確認できれば不要としてよいか確認。必要に応じて機

能を有する団体へ確認する

・「所得調査票」の管理項目を追加する

294 情報提供・その他 所得情報提供（免除

勧奨）

所得情報データに係る一覧を確認できること（EUC対

応）

必須 ③EUC対応に対応するかは、オプションでよいと思います。 ①免除勧奨は協力連携事務であるため必須ではないと考えます。

②不要機能

0 0 0 1 2 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：No.286と同様

②③：オプションに変更

295 情報提供・その他 所得情報提供（免除

勧奨）

年金機構の定めるレイアウトで、磁気媒体による所得情

報交換を行なう事ができること

必須 ①項番369と375の違いはなんでしょうか？

③現在の所得媒体交換は終了しているため、新たに左記の所得媒体に関しては、年金機構から仕様

が提示されるという認識でよろしかったでしょうか。

②免除勧奨は協力連携事務であるため必須ではないと考えます。

④「行なう」→「行う」

0 0 0 2 2 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】　※提示媒体の仕様確認

①：No.375を削除

②：No.286と同様

③：年金機構へ確認要

④：指摘の通り修正

296 情報提供・その他 所得情報提供（免除

勧奨）

16歳以上19歳未満の扶養親族数の異動を行えること

（一括の登録も行えること）

オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションとして残置

297 情報提供・その他 所得情報提供（免除

勧奨）

扶養者数カウントファイルから扶養者数不一致リストを作

成できること

オプション ①扶養者数カウントファイルとはどのようなファイルでしょうか？

②扶養者数カウントファイルとは、どこから作成される（または受領する）ファイルでしょうか。

③不要機能 0 0 0 0 0 0 2 1 3 質問 質問回答 【質問回答】

①②：内部確認要

③：オプションとして残置

298 情報提供・その他 所得情報提供（免除

勧奨）

16歳以上19歳未満の扶養親族数、扶養者および配偶

者が登録されている対象者について、一覧で確認できるこ

と（EUC対応）

オプション ②EUC対応に対応するかは、オプションでよいと思います。 ①不要機能 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：オプションとして残置

299 情報提供・その他 所得情報提供（継続

免除）

年金事務所から提供された提供依頼データのシステムへ

の取込みができること

必須 ②現在の所得媒体交換は終了しているため、新たに左記の所得媒体に関しては、年金機構から仕様

が提示されるという認識でよろしかったでしょうか。

①免除勧奨同様、本市管轄の年金事務所によれば、今後この事務は発生しな

いと報告を受けているため、不要としたいところではあるが、情報連携できなかった

方々の所得照会件数も多い状況を鑑み、自治体規模等に応じての判断で良い

と思われる

③不要機能

0 0 0 1 2 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】　※「所得情報提供（免除勧奨・継続免

除）に係る機能の必須有無」

①③：マイナンバー連携で対応できないケースを踏まえ、

自治体規模に準じて実装を検討する前提で、オプションと

する

②年金機構へ確認要

300 情報提供・その他 所得情報提供（継続

免除）

年金機構より提供依頼があった対象者の宛名情報を一

括で特定、解除ができること

必須 ①宛名情報を一括で「解除」するというのは具体的にどのような処理を行うのでしょうか。詳細が不明な

ため、実装不可です。

③個人特定は必要だと思いますが、解除の必要性がわかりません。

②不要機能 0 0 0 0 1 1 2 0 2 指摘

質問

修正対応

質問回答

【修正対応】　※「所得情報提供（免除勧奨・継続免

除）に係る機能の必須有無」

②：マイナンバー連携で対応できないケースを踏まえ、自

治体規模に準じて実装を検討する前提で、オプションとす

る

【質問回答】

①③：特定した対象を解除するという意味。（特定した

対象者に対し情報を取得するため、必要に応じて解除で

きる機能は必要と思料）
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301 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

宛名不一致に係る情報について一覧で確認できること

（EUC対応）

必須 ①宛名不一致の一覧は何に使用するのでしょうか？

②事務レベル２に「所得情報提供（年金生活者支援給付金）」とありますが「所得情報提供（継続

免除）」の誤りでしょうか。

④基礎年金番号からとってきていて宛名不一致はなしの想定

⑤EUC対応に対応するかは、オプションでよいと思います。

③不要機能 0 0 0 1 2 3 2 0 2 指摘

質問

修正対応

質問回答

【修正対応】

②：修正予定

③：マイナンバー連携で対応できないケースを踏まえ、自

治体規模に準じて実装を検討する前提で、オプションとす

る

⑤：オプションとする

【質問回答】

①④：宛名が特定できなかった対象者に対しては、手動

で所得情報を取得するため、必要と思料

302 情報提供・その他 所得情報提供（継続

免除）

過去に年金機構に回付した所得情報の履歴が照会でき

ること

必須 ②過去に年金機構に回付した所得情報の履歴が照会はできないため。

③現在の運用上は、送付するファイルを別途保存して頂く運用をしており、システム化必須では無いと考

えています。

①不要機能 0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】　※「所得情報提供（免除勧奨・継続免

除）に係る機能の必須有無」

①②③：マイナンバー連携で対応できないケースを踏ま

え、自治体規模に準じて実装を検討する前提で、オプショ

ンとする

303 情報提供・その他 所得情報提供（継続

免除）

年金事務所に提供する配偶者、世帯主を特定し、被保

険者、配偶者、世帯主の所得情報を取り込めること

必須 ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】　※「所得情報提供（免除勧奨・継続免

除）に係る機能の必須有無」

①：マイナンバー連携で対応できないケースを踏まえ、自

治体規模に準じて実装を検討する前提で、オプションとす

る

304 情報提供・その他 所得情報提供（継続

免除）

所得情報依頼媒体を基に、被保険者の所得情報データ

を収めた所得情報提供依頼結果媒体を作成できること

必須 ①項番387と394の違いはなんでしょうか？ ②不要機能 0 0 0 0 2 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

②：マイナンバー連携で対応できないケースを踏まえ、自

治体規模に準じて実装を検討する前提で、オプションとす

る

①：No.394を削除

305 情報提供・その他 所得情報提供（継続

免除）

所得情報提供依頼結果媒体用の情報について、照会・

修正・削除することができること

必須 ①所得情報提供依頼媒体用の情報を修正とは、何を元に何を修正するのでしょうか？　これまでのパッ

ケージ導入においてそういう要件は聞いたことがありません。

②所得情報提供依頼のデータは全て提供する必要があるため、削除することはできないと思います。

④削除機能について、どのような場合に発生するのか確認したい。

⑤修正・削除機能は、オプションとした方が良いと思います。

③不要機能 0 0 0 4 1 5 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②④：「手動で所得情報を添付した際に、誤植を削

除・修正する」等のケースを想定。

③：マイナンバー連携で対応できないケースを踏まえ、自

治体規模に準じて実装を検討する前提で、オプションとす

る

⑤：オプションとする

306 情報提供・その他 所得情報提供（継続

免除）

継続免除判定を行えること オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションとして残置

307 情報提供・その他 所得情報提供（継続

免除）

継続免除の情報を免除履歴として管理できること オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションとして残置

308 情報提供・その他 所得情報提供（継続

免除）

継続審査対象者のうち、所得未申告者について（継続

審査用）国民年金保険料免除・納付猶予審査処理

票、（継続審査用）国民年金保険料免除・納付猶予

申請書（市区確認書）を作成できること

必須 ①これまでのパッケージ導入において左記のような要件は聞いたことがありません。"（継続審査用）国

民年金保険料免除・納付猶予審査処理票"とは、どのような帳票でしょうか？　また、未申告者に対し

て"（継続審査用）国民年金保険料免除・納付猶予申請書（市区確認書）"を作成したとしても、

未申告なので所得情報は出力できません。

②所得未申告者は年金生活者支援給付金では年金機構にて「所得なし」と判断するとお伺いしたので

すが、継続審査に関しては、左記の事務が年金機構とのやり取りで必要となる運用という想定でよろし

かったでしょうか。

③（継続審査用）国民年金保険料免除・納付猶予審査処理票、（継続審査用）国民年金保険

料免除・納付猶予申請書（市区確認書）の様式に関しては、年金機構から仕様が提示されるという

認識でよろしかったでしょうか。

⑤該当機能なしのため

⑥運用想定が不明なため、オプションとしています。

④不要機能 0 0 0 5 1 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤⑥：機能を有する団体に確認し、利用なし

なら削除

309 情報提供・その他 所得情報提供（継続

免除）

所得情報データの確認用に作成された確認用CSVファイ

ルを参照し、作成したデータ内容を確認できること

必須 ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】　※「所得情報提供（免除勧奨・継続免

除）に係る機能の必須有無」

①：マイナンバー連携で対応できないケースを踏まえ、自

治体規模に準じて実装を検討する前提で、オプションとす

る

310 情報提供・その他 所得情報提供（継続

免除）

所得情報データに係る各種一覧を確認できること（EUC

対応）

必須 ①各種一覧表とはどのようなものでしょうか？

②各種一覧について明記をお願いします。

④EUC対応に対応するかは、オプションでよいと思います。

③不要機能 0 0 0 1 1 2 2 0 2 質問

指摘

質問回答

機能要件を修

正

【質問回答】

①②：各自治体で必要に応じてEUC対応で作成するた

め、詳細は明記しない

【修正対応】

③④：オプションへ変更

311 情報提供・その他 所得情報提供（継続

免除）

年金機構の定めるレイアウトで、磁気媒体による所得情

報交換を行なう事ができること

必須 ①項番387と394の違いはなんでしょうか？ ②「行なう」→「行う」 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：No.394を削除

②：指摘の通り修正

312 情報提供・その他 所得情報提供（継続

免除）

16歳以上19歳未満の扶養親族数の異動を行えること

（一括の登録も行えること）

オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションとして残置

313 情報提供・その他 所得情報提供（継続

免除）

扶養者数カウントファイルから扶養者数不一致リストを作

成できること

オプション ①扶養者数カウントファイルとはどのようなファイルでしょうか？

②扶養者数カウントファイルとは、どこから作成される（または受領する）ファイルでしょうか。

③不要機能 0 0 0 0 0 0 2 1 3 質問 質問回答 【質問回答】

①②：内部確認要

③：オプションとして残置

314 情報提供・その他 所得情報提供（継続

免除）

16歳以上19歳未満の扶養親族数、扶養者および配偶

者が登録されている対象者について、一覧で確認できるこ

と（EUC対応）

オプション ②EUC対応に対応するかは、オプションでよいと思います。 ①不要機能 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：オプションとして残置

315 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

年金機構（国保連合会経由）から提供された提供依

頼データのシステムへの取込みができること

必須 0 0 0 0 0 0 0 0 0

316 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

年金機構より提供依頼があった対象者の宛名情報を一

括で特定、解除ができること

必須 ①宛名情報を一括で「解除」するというのは具体的にどのような処理を行うのでしょうか。詳細が不明な

ため、実装不可です。

②個人特定は必要だと思いますが、解除の必要性がわかりません。

0 0 0 0 0 0 2 0 2 質問 質問回答 【質問回答】

①②：特定した対象を解除するという意味。（特定した

対象者に対し情報を取得するため、必要に応じて解除で

きる機能は必要と思料）

317 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

宛名不一致に係る情報について一覧で確認できること

（EUC対応）

必須 ①宛名不一致の一覧は何に使用するのでしょうか？

②EUC対応に対応するかは、オプションでよいと思います。

0 0 0 1 0 1 1 0 1 質問

指摘

質問回答

機能要件を修

正

【質問回答】

①：宛名が特定できなかった対象者に対しては、手動で

所得情報を取得するため、必要と思料

【修正対応】

②：オプションに変更

318 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

過去に年金機構に回付した所得情報の履歴が照会でき

ること

必須 ①過去に年金機構に回付した所得情報の履歴が照会はできないため。

②現在の運用上は、送付するファイルを別途保存して頂く運用をしており、システム化必須では無いと考

えています。

0 0 0 2 0 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：オプション化を検討

319 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

年金事務所に提供する配偶者、世帯主を特定し、被保

険者、配偶者、世帯主の所得情報を取り込めること

必須 0 0 0 0 0 0 0 0 0

320 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

所得情報依頼媒体を基に、被保険者の所得情報データ

を収めた所得情報提供依頼結果媒体を作成できること

必須 ①項番406と410の違いはなんでしょうか？ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：No.410を削除

321 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

所得情報提供依頼結果媒体用の情報について、照会・

修正・削除できること

必須 ①所得情報提供依頼媒体用の情報を修正とは、何を元に何を修正するのでしょうか？　これまでのパッ

ケージ導入においてそういう要件は聞いたことがありません。

②所得情報提供依頼のデータは全て提供する必要があるため、削除することはできないと思います。

③削除機能について、どのような場合に発生するのか確認したい。

④修正・削除機能は、オプションとした方が良いと思います。

0 0 0 4 0 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④：「手動で所得情報を添付した際に、誤植を

削除・修正する」等のケースを想定。要件種別の考え方に

基づき、必須としているが、オプションへの変更も検討

322 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

所得情報データの確認用に作成された確認用CSVファイ

ルを参照し、作成したデータ内容を確認できること

必須 0 0 0 0 0 0 0 0 0

323 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

所得情報データ、該当者・非該当者に係る各種一覧を

確認できること（EUC対応）

必須 ①該当者・非該当者とはどのよな対象者でしょうか？また、各種一覧表とはどのようなものでしょうか？

②該当者、非該当者の該当は、住民と突合できたかどうかという一覧でしょうか。

③各種一覧について明記ください。

④該当者・非該当者に係る判定をしておらずどのような一覧を想定されていますか

⑤EUC対応に対応するかは、オプションでよいと思います。

0 0 0 5 0 5 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤：左記について不要であれば削除（必要に

応じて機能を有する団体へ確認）

324 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

年金機構（国保連合会経由）へ回付する所得情報提

供データの出力ができること

必須 ①項番406と410の違いはなんでしょうか？ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：No.410を削除

325 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

受給者マスタの更新に伴い、受給権者所得変更リストを

作成できること

オプション ①受給者マスタとはどのようなものでしょうか？　また、更新とはどのような更新でしょうか？

②（EUC対応）と記載がありませんが、EUCでの対応という想定でしょうか。

0 0 0 0 0 0 2 0 2 質問 質問回答 【質問回答】

①：文言修正する（「受給者の所得変更情報を一覧で

確認できること」）

②：指摘対応のとおり、EUC対応の旨追記

326 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

扶養者数カウントファイルから扶養者数不一致リストを作

成できること

オプション ①扶養者数カウントファイルとはどのようなファイルでしょうか？

②扶養者数カウントファイルとは、どこから作成される（または受領する）ファイルでしょうか。

0 0 0 0 0 0 2 0 2 質問 質問回答 【質問回答】

①②：すでに扶養者数は自治体が保有している情報を

提示する前提であるため、不一致リストは不要とする

327 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

扶養者および配偶者が登録されている対象者について、

一覧で確認できること（EUC対応）

オプション ①年金生活者給付金において、扶養者・配偶者が登録されている対象者を確認する必要があるので

しょうか？

②EUC対応に対応するかは、オプションでよいと思います。

0 0 0 2 0 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：利用状況を確認の上、利用なしなら削除

328 情報提供・その他 所得情報提供（年金

受給者）

年金機構から提供された提供依頼データのシステムへの

取込みができること

必須 ①年金受給者に係る所得情報提供依頼はデータでは提供されない認識です。

※年金生活者支援給付金の媒体に含まれない年金受給者の前提

②年金生活者支援給付金以外の提供依頼データがあるのでしょうか。

③左記の所得媒体に関しては、年金機構から仕様が提示されるという認識でよろしかったでしょうか。

⑤年金受給者について、提供依頼データではなく年金受給者の情報からの仕組みしかもてていない。

⑥年金生活者支援給付金の所得情報提供依頼と同じインタフェースと考えて良いでしょうか。

⑦年金生活者支援給付金の老齢・障害・遺族であれば、必須になります。

④不要機能 4 1 5 0 0 0 2 0 2 討議事項

質問

（討議事項）

質問回答

【討議事項】　※提供媒体に係る確認（データ/紙）

①⑤：データでの提供はなく、紙媒体にによる情報提供

で相違ないか確認

③⑥：年金機構へ確認要

④：必須でよいか確認

【質問回答】

②⑦：年金生活者支援給付金も含めた年金受給者に

係る所得情報

【討議事項（共通①）】

年金機構が管理する情報の国民年

金等システムにおける取り扱い方針

329 情報提供・その他 所得情報提供（年金

受給者）

年金機構より提供依頼があった対象者の宛名情報を一

括で特定、解除ができること

必須 ②年金受給者について、提供依頼データではなく年金受給者の情報からの仕組みしかもてていない。

③No.417と同様です。

④年金生活者支援給付金の老齢・障害・遺族であれば、必須になります。

①不要機能 0 0 0 3 1 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：No.417と同様

④：年金生活者支援給付金も含めた年金受給者に係

る所得情報

330 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

宛名不一致に係る情報について一覧で確認できること

（EUC対応）

必須 ①宛名不一致の一覧は何に使用するのでしょうか？

②事務レベル２に「所得情報提供（年金生活者支援給付金）」とありますが「所得情報提供（年金

受給者）」の誤りでしょうか。

④年金受給者について、提供依頼データではなく年金受給者の情報からの仕組みしかもてていない。

⑤年金生活者支援給付金の老齢・障害・遺族であれば、必須になります。

③不要機能 0 0 0 2 1 3 2 0 2 指摘

質問

機能要件を修

正

質問回答

【修正対応】

②：修正予定

③④：No.417に含む

【質問回答】

①：宛名が特定できなかった対象者に対しては、手動で

所得情報を取得するため、必要と思料

⑤：年金生活者支援給付金も含めた年金受給者に係

る所得情報

331 情報提供・その他 所得情報提供（年金

受給者）

過去に年金機構に回付した所得情報の履歴が照会でき

ること

必須 ②過去に年金機構に回付した所得情報の履歴が照会はできないため。

③現在の運用上は、送付するファイルを別途保存して頂く運用をしており、システム化必須では無いと考

えています。

④年金生活者支援給付金の老齢・障害・遺族であれば、必須になります。

①不要機能 0 0 0 3 1 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：No.417に含む

④：年金生活者支援給付金も含めた年金受給者に係

る所得情報
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332 情報提供・その他 所得情報提供（年金

受給者）

年金事務所に提供する配偶者、世帯主を特定し、被保

険者、配偶者、世帯主の所得情報を取り込めること

必須 ①年金受給者に係る所得情報提供依頼はデータでは提供されない認識です。

※年金生活者支援給付金の媒体に含まれない年金受給者の前提

③年金受給者について、提供依頼データではなく年金受給者の情報からの仕組みしかもてていない。

④No.417と同様です。

⑤年金生活者支援給付金の所得情報提供依頼と同じIF想定だとすると、配偶者、世帯主の所得情

報を連携する項目はないと考えています。

⑥年金生活者支援給付金の老齢・障害・遺族であれば、必須になります。

②不要機能 1 0 1 4 1 5 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※提供媒体に係る確認（データ/紙）

①：データでの提供はなく、紙媒体にによる情報提供で

相違ないか確認

【修正対応】

②③④⑤：No.417に含む

⑥：年金生活者支援給付金も含めた年金受給者に係

る所得情報

【討議事項（共通①）】

年金機構が管理する情報の国民年

金等システムにおける取り扱い方針

333 情報提供・その他 所得情報提供（年金

受給者）

所得情報依頼媒体を基に、被保険者の所得情報データ

を収めた所得情報提供依頼結果媒体を作成できること

必須 ①年金受給者に係る所得情報提供依頼はデータでは提供されない認識です。

※年金生活者支援給付金の媒体に含まれない年金受給者の前提

③年金受給者について、提供依頼データではなく年金受給者の情報からの仕組みしかもてていない。

④No.417と同様です。

⑤年金生活者支援給付金の老齢・障害・遺族であれば、必須になります。

②不要機能 1 0 1 3 1 4 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※提供媒体に係る確認（データ/紙）

①：データでの提供はなく、紙媒体にによる情報提供で

相違ないか確認

【修正対応】

②③④：No.417に含む

⑤：年金生活者支援給付金も含めた年金受給者に係

る所得情報

【討議事項（共通①）】

年金機構が管理する情報の国民年

金等システムにおける取り扱い方針

334 情報提供・その他 所得情報提供（年金

受給者）

所得情報提供依頼結果媒体用の情報について、照会・

修正・削除できること

必須 ①年金受給者に係る所得情報提供依頼はデータでは提供されない認識です。

※年金生活者支援給付金の媒体に含まれない年金受給者の前提

③年金受給者について、提供依頼データではなく年金受給者の情報からの仕組みしかもてていない。

④No.417と同様です。

⑤年金生活者支援給付金の老齢・障害・遺族であれば、必須になります。

②不要機能 1 0 1 3 1 4 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※提供媒体に係る確認（データ/紙）

①：データでの提供はなく、紙媒体にによる情報提供で

相違ないか確認

【修正対応】

②③④：No.417に含む

⑤：年金生活者支援給付金も含めた年金受給者に係

る所得情報

【討議事項（共通①）】

年金機構が管理する情報の国民年

金等システムにおける取り扱い方針

335 情報提供・その他 所得情報提供（年金

受給者）

障害基礎年金および特別障害給付金の受給権者のう

ち、新規裁定者・市外転入者について所得状況の入力

により支給判定が行えること

オプション ①支給判定は、年金機構で行うものなので実装不可です。 ②不要機能 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：機能削除

336 情報提供・その他 所得情報提供（年金

受給者）

所得情報データの確認用に作成された確認用CSVファイ

ルを参照し、作成したデータ内容を確認できること

必須 ②年金受給者について、提供依頼データではなく年金受給者の情報からの仕組みしかもてていない。

③No.417と同様です。

④年金生活者支援給付金の老齢・障害・遺族であれば、必須になります。

①不要機能 0 0 0 3 1 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：No.417に含む

④：年金生活者支援給付金も含めた年金受給者に係

る所得情報

337 情報提供・その他 所得情報提供（年金

受給者）

所得情報データ、該当者・非該当者に係る各種一覧を

確認できること（EUC対応）

必須 ①該当者、非該当者の該当は、住民と突合できたかどうかという一覧でしょうか。

②各種一覧について明記ください。

④所得情報データ、該当者・非該当者に係る各種一覧とは。

⑤No.417と同様です。

⑥年金生活者支援給付金の老齢・障害・遺族であれば、必須になります。

③不要機能 0 0 0 5 1 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤⑥：左記について不要であれば削除（必要

に応じて機能を有する団体へ確認）

338 情報提供・その他 所得情報提供（年金

受給者）

受給所得一覧、連名簿を作成できること オプション ②左記の受給所得一覧、連名簿に関しては、年金機構から仕様が提示されるという認識でよろしかった

でしょうか。

提示されない場合、レイアウト、必要項目の明記をお願いいたします。

①（実装不可意見）本市では使用しておらず、実務に影響がないため

③不要機能

0 0 0 1 2 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：利用状況を確認のうえ、必要に応じて削除

339 情報提供・その他 所得情報提供（年金

受給者）

受給年金情報管理として、所得状況届の提出状況の登

録を行なえること

オプション ①「行なえる」→「行える」 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：指摘の通り修正

340 情報提供・その他 所得情報提供（年金

受給者）

受給者マスタの更新に伴い、受給権者所得変更リストを

作成できること

オプション ①受給者マスタとはどのようなものでしょうか？　また、更新とはどのような更新でしょうか？

②（EUC対応）と記載がありませんが、EUCでの対応という想定でしょうか。

③不要機能 0 0 0 0 0 0 2 0 2 質問 質問回答 【質問回答】

①：文言修正する（「受給者の所得変更情報を一覧で

確認できること」）

②：指摘対応のとおり、EUC対応の旨追記

341 情報提供・その他 所得情報提供（年金

受給者）

扶養者数カウントファイルから扶養者数不一致リストを作

成できること

オプション ①扶養者数カウントファイルとはどのようなファイルでしょうか？

②扶養者数カウントファイルとは、どこから作成される（または受領する）ファイルでしょうか。

③不要機能 0 0 0 0 0 0 2 0 2 質問 質問回答 【質問回答】

①②：すでに扶養者数は自治体が保有している情報を

提示する前提であるため、不一致リストは不要とする

342 情報提供・その他 所得情報提供（年金

受給者）

扶養者および配偶者が登録されている対象者について、

一覧で確認できること（EUC対応）

オプション ①年金受有者において、扶養者・配偶者が登録されている対象者を確認する必要があるのでしょうか？ ②不要機能 0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：利用状況を確認の上、利用なしなら削除

343 情報提供・その他 公用照会対応（免除・

年金生活者支援給付

金）

年金機構から提供された提供依頼データのシステムへの

取込みができること

必須 ①公用照会における年金機構からの提供依頼のデータレイアウトが不明なため実装できません。

②この提供依頼データは現在は存在せず、標準化に向けて新規作成するということでよろしいでしょう

か。

④年金生活者支援給付金とは別に、左記の所得媒体に関しては、年金機構から仕様が提示されると

いう認識でよろしかったでしょうか。

⑤システム対応していないため

⑥継続免除、免除勧奨の所得情報提供依頼、年金生活者支援給付金の所得情報提供依頼と同じ

インタフェースでしょうか。

⑦データ取込が必要かは、自治体規模にもよるため、オプションとしています。

③現在は、紙ベースで依頼委が来ておりますが、手入力もできるという想定でよろ

しいでしょうか。

5 1 6 0 0 0 1 0 1 討議事項

質問

機能要件を修

正

質問回答

【討議事項】

①②③⑤⑥：現在の提供依頼形式について年金機構

へ確認。ただし、本標準化に伴い、帳票出力はシステム

化するため、検討要

⑦：オプションを検討

【質問回答】

④：帳票の仕様は分科会①で提示の通り

【討議事項（共通①）】

年金機構が管理する情報の国民年

金等システムにおける取り扱い方針

344 情報提供・その他 公用照会対応（免除・

年金生活者支援給付

金）

年金機構より提供依頼があった対象者の宛名情報を一

括で特定、解除ができること

必須 ①公用照会における年金機構からの提供依頼のデータレイアウトが不明なため実装できません。

③システム対応していないため

④No.435と同様です。

②「解除ができること」→「解除できること」 3 0 3 0 1 1 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】

①③④：現在の提供依頼形式について年金機構へ確

認

【修正対応】

②：指摘の通り修正

【討議事項（共通⑤）】

一括処理に関する要望・要件

345 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

宛名不一致に係る情報について一覧で確認できること

（EUC対応）

必須 ①公用照会における年金機構からの提供依頼のデータレイアウトが不明なため実装できません。

②システム対応していないため

③No.435と同様です。

④EUC対応に対応するかは、オプションでよいと思います。

0 0 0 4 0 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：現在の提供依頼形式について年金機構へ確

認

④：オプションへ変更

346 情報提供・その他 公用照会対応（免除・

年金生活者支援給付

金）

過去に年金機構に回付した所得情報の履歴が照会でき

ること

必須 ①過去に年金機構に回付した所得情報の履歴が照会はできないため。

②No.435と同様です。

2 0 2 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】

①：複数自治体で用意しているため、残置する

②：現在の提供依頼形式について年金機構へ確認

【討議事項（共通⑥）】

過去の情報の管理範囲

347 情報提供・その他 公用照会対応（免除・

年金生活者支援給付

金）

免除申請書審査、障害基礎年金等の所得の審査のた

め、加入届提出者・裁定請求者の世帯員の各所得状況

を取得できること

必須 ①障害基礎年金の所得調査のために世帯員の所得状況が必要なのでしょうか？

②システム対応していないため

③No.435と同様です。

0 0 0 3 0 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：実装されている団体があるため、要否について

確認要

348 情報提供・その他 公用照会対応（免除・

年金生活者支援給付

金）

年金事務所に提供する配偶者、世帯主を特定し、被保

険者、配偶者、世帯主の所得情報等を取り込めること

必須 ①配偶者・世帯主を特定する必要があるのは、免除の場合のみではないでしょうか？

②システム対応していないため

③No.435と同様です。

0 0 0 0 0 0 3 0 3 質問 質問回答 【質問回答】

①②③：相違なし。提供フォーマットごとに取込情報を定

義するか検討要

349 情報提供・その他 公用照会対応（免除・

年金生活者支援給付

金）

所得情報依頼媒体を基に、被保険者の所得情報データ

を収めた以下の帳票を出力できること

　年金生活者支援給付金　所得・世帯状況届/国民年

金保険料免除・納付猶予申請書(市区町村確認書)/

国民年金保険料学生納付特例申請書(市区町村確認

書)

必須 ①公用照会における年金機構からの提供依頼のデータレイアウトが不明なため実装できません。

②システム対応していないため

③No.435と同様です。

④所得情報依頼媒体を基に、出力できなくても問題ないと思います。

4 0 4 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】

①②③：現在の提供依頼形式について年金機構へ確

認

④：第一回WT・分科会でシステム化を合意したため、

必須とする

【討議事項（共通①）】

年金機構が管理する情報の国民年

金等システムにおける取り扱い方針

350 情報提供・その他 公用照会対応（免除・

年金生活者支援給付

金）

所得情報提供依頼結果媒体用の情報について、照会・

修正・削除できること

必須 ①公用照会における年金機構からの提供依頼のデータレイアウトが不明なため実装できません。

②システム対応していないため

③No.435と同様です。

④修正・削除機能は、オプションとした方が良いと思います。

4 0 4 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】

①②③：現在の提供依頼形式について年金機構へ確

認

④：要件種別の考え方より必須としたが、オプションへ変

更も検討

【討議事項（共通①）】

年金機構が管理する情報の国民年

金等システムにおける取り扱い方針

351 情報提供・その他 公用照会対応（免除・

年金生活者支援給付

金）

所得情報データの確認用に作成された確認用CSVファイ

ルを参照し、作成したデータ内容を確認できること

必須 ①公用照会における年金機構からの提供依頼のデータレイアウトが不明なため実装できません。

②システム対応していないため

③No.435と同様です。

0 0 0 3 0 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③:現在の提供依頼形式について年金機構へ確認

352 情報提供・その他 公用照会対応（免除・

年金生活者支援給付

金）

所得情報データ、継続免除該当者・非該当者に係る一

覧を確認できること（EUC対応）

必須 ①公用照会における年金機構からの提供依頼のデータレイアウトが不明なため実装できません。

②システム対応していないため

③No.435と同様です。

④EUC対応に対応するかは、オプションでよいと思います。

0 0 0 4 0 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③：現在の提供依頼形式について年金機構へ確

認

④：オプションへ変更

353 情報提供・その他 公用照会対応（免除・

年金生活者支援給付

金）

受給者マスタの更新に伴い、受給権者所得変更リストを

作成できること

オプション ①受給者マスタとはどのようなものでしょうか？　また、更新とはどのような更新でしょうか？

②（EUC対応）と記載がありませんが、EUCでの対応という想定でしょうか。

0 0 0 0 0 0 2 0 2 質問 質問回答 【質問回答】

①：内部確認要。必要に応じて削除

②：残置する場合、指摘のとおり、EUC対応を追記

354 情報提供・その他 公用照会対応（免除・

年金生活者支援給付

金）

扶養者数カウントファイルから扶養者数不一致リストを作

成できること

オプション ①扶養者数カウントファイルとはどのようなファイルでしょうか？

②扶養者数カウントファイルとは、どこから作成される（または受領する）ファイルでしょうか。

0 0 0 0 0 0 2 0 2 質問 質問回答 【質問回答】

①②：すでに扶養者数は自治体が保有している情報を

提示する前提であるため、不一致リストは不要とする

355 情報提供・その他 公用照会対応（免除・

年金生活者支援給付

金）

16歳以上19歳未満の扶養親族数、扶養者および配偶

者が登録されている対象者について、一覧で確認できるこ

と（EUC対応）

オプション 0 0 0 0 0 0 0 0 0

356 情報提供・その他 住民記録システム情報

提供（情報連携で年金

機構が取得不可の情

報）

年金機構から提供された提供依頼データのシステムへの

取込みができること

必須 ①年金機構からの調査依頼のデータレイアウトが不明なため実装できません。

②この提供依頼データは現在は存在せず、標準化に向けて新規作成するということでよろしいでしょう

か。

③左記の所得媒体に関しては、年金機構から仕様が提示されるという認識でよろしかったでしょうか。

④システム対応していないため

⑤データ取込が必要かは、自治体規模にもよるため、オプションとしています。

⑥住民記録システム情報提供（情報連携で年金機構が取得不可の情報）が必須の機能である必

要はないと思います

6 0 6 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】

①②③④：現在の提供依頼形式について年金機構へ

確認。システム化方針についても併せて確認要

⑤⑥：オプションとする

【討議事項（共通⑤）】

一括処理に関する要望・要件

357 情報提供・その他 住民記録システム情報

提供（情報連携で年金

機構が取得不可の情

報）

年金機構より提供依頼があった対象者の宛名情報を一

括で特定、解除ができること

必須 ①年金機構からの調査依頼のデータレイアウトが不明なため実装できません。

③システム対応していないため

④No.452と同様です。

⑤住民記録システム情報提供（情報連携で年金機構が取得不可の情報）が必須の機能である必

要はないと思います

②「解除ができること」→「解除できること」 3 0 3 1 1 2 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】

①③④：現在の提供依頼形式について年金機構へ確

認。システム化方針についても併せて確認要

【修正対応】

②：指摘の通り修正

⑤：オプションへ変更

【討議事項（共通⑤）】

一括処理に関する要望・要件

358 情報提供・その他 所得情報提供（年金

生活者支援給付金）

宛名不一致に係る情報について一覧で確認できること

（EUC対応）

必須 ①年金機構からの調査依頼のデータレイアウトが不明なため実装できません。

②システム対応していないため

③No.452と同様です。

④住民記録システム情報提供（情報連携で年金機構が取得不可の情報）が必須の機能である必

要はないと思います

4 0 4 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】

①②③：現在の提供依頼形式について年金機構へ確

認。システム化方針についても併せて確認要

④：オプションへ変更

【討議事項（共通①）】

年金機構が管理する情報の国民年

金等システムにおける取り扱い方針

359 情報提供・その他 住民記録システム情報

提供（情報連携で年金

機構が取得不可の情

報）

過去に年金機構に回付した所得情報の履歴が照会でき

ること

必須 ①住民記録システム情報提供の事務に、所得情報の履歴照会が必要でしょうか？

②所得情報の履歴ではなく、住民記録システム情報の履歴でしょうか。

③システム対応していないため所得情報は誤記？

④No.452と同様です。

⑤住民記録システム情報提供（情報連携で年金機構が取得不可の情報）が必須の機能である必

要はないと思います

5 0 5 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】

①②③④：過去分の"住民記録システム情報提供"に

係る履歴を照会する旨に修正

⑤：オプションへ変更

【討議事項（共通⑥）】

過去の情報の管理範囲

360 情報提供・その他 住民記録システム情報

提供（情報連携で年金

機構が取得不可の情

報）

被保険者に係る情報（日本人の住民記録システム個人

情報、外国人の住民記録システム個人情報、住民記録

システム世帯情報　等）の照会を行えること

必須 ①システム対応していないため

②No.452と同様です。

③住民記録システム情報提供（情報連携で年金機構が取得不可の情報）が必須の機能である必

要はないと思います

0 0 0 3 0 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：年金機構へ確認

③：オプションへ変更

361 情報提供・その他 住民記録システム情報

提供（情報連携で年金

機構が取得不可の情

報）

外国人国籍別集計表の作成ができること オプション ①住民記録システム情報提供としての事務でしょうか？　内容的に統計の事務ではないでしょうか？

②左記の帳票に関しては、年金機構から仕様が提示されるという認識でよろしかったでしょうか。

提示されない場合、レイアウト、必要項目や集計方法の明記をお願いいたします。

③不要機能 0 0 0 2 1 3 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：統計事務へ移管

②：EUCで対応するよう記載修正

③：オプションとして残置
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362 情報提供・その他 住民記録システム情報

提供（情報連携で年金

機構が取得不可の情

報）

年金資格情報がある外国人で条件抽出し、氏名（本

名・通称・AL）・住所・直近の資格等を一覧で確認でき

ること（EUC対応）

オプション ①不要機能 0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションとして残置

363 情報提供・その他 所得証明（年金生活

者支援給付金）

年金機構から提供された提供依頼データのシステムへの

取込みができること

必須 ①標準仕様文案に記載されている内容と業務ツリー図、業務フローに記載されている内容が不整合で

す。仕様内容が判断できないため実装不可としています。

②この提供依頼データは現在は存在せず、標準化に向けて新規作成するということでよろしいでしょう

か。

③所得情報提供（年金生活者支援給付金）と異なる媒体となりますか。

⑤システム対応していないため

⑥データ取込が必要かは、自治体規模にもよるため、オプションとしています。

④不要機能 2 1 3 0 0 0 2 0 2 討議事項

質問

（討議事項）

機能要件を修

正

質問回答

【討議事項】　※本事務のシステム化有無について確認

①④⑤：住民からの依頼起因のため、記載修正。併せ

て、システム化する箇所を討議する必要あり

⑥：オプションとする

【質問回答】

②：現行で実施

③：異なる媒体である

【討議事項（共通①）】

年金機構が管理する情報の国民年

金等システムにおける取り扱い方針

364 情報提供・その他 所得証明（年金生活

者支援給付金）

年金機構より提供依頼があった対象者の宛名情報を一

括で特定、解除ができること

必須 ①標準仕様文案に記載されている内容と業務ツリー図、業務フローに記載されている内容が不整合で

す。仕様内容が判断できないため実装不可としています。

③システム対応していないため

④No.461と同様です。

⑤修正・削除機能は、オプションとした方が良いと思います。

②「解除ができること」→「解除できること」 3 0 3 1 1 2 0 0 0 討議事項

指摘

（討議事項）

機能要件を修

正

【討議事項】　※本事務のシステム化有無について確認

①③④：住民からの依頼起因のため、記載修正。併せ

て、システム化する箇所を討議する必要あり

【修正対応】

②：指摘の通り修正

⑤：オプションへ変更

【討議事項（共通⑤）】

一括処理に関する要望・要件

365 情報提供・その他 所得証明（年金生活

者支援給付金）

過去に年金機構に回付した所得情報の履歴が照会でき

ること

必須 ①標準仕様文案に記載されている内容と業務ツリー図、業務フローに記載されている内容が不整合で

す。仕様内容が判断できないため実装不可としています。

③システム対応していないため

④No.461と同様です。

②不要機能 3 1 4 0 0 0 0 0 0 討議事項 （討議事項） 【討議事項】　※本事務のシステム化有無について確認

①②③④：住民からの依頼起因のため、記載修正。併

せて、システム化する箇所を討議する櫃よあり

【討議事項（共通⑥）】

過去の情報の管理範囲

366 情報提供・その他 通知書再交付申請書

受理

通知書再交付申請に係る登録・修正・削除・照会ができ

ること

必須 ①事務レベルが「情報提供・その他」ではなく、「資格異動」のところに配置するほ

うが、望ましいのでは。国民年金被保険者関係届書（申出書）で届出があり、

電子媒体等に収録して年金機構へ報告するものであるから。

0 0 0 0 1 1 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：資格異動への移管を検討

367 情報提供・その他 通知書再交付申請書

受理

申請に係る履歴の訂正・削除・照会ができること 必須 ①履歴の訂正・削除・照会については、サポートしていないため。 ②事務レベルが「情報提供・その他」ではなく、「資格異動」のところに配置するほ

うが、望ましいのでは。国民年金被保険者関係届書（申出書）で届出があり、

電子媒体等に収録して年金機構へ報告するものであるから。

0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：複数の団体で用意されているため、残置とする

②：資格異動への移管を検討

368 情報提供・その他 通知書再交付申請書

受理

国民年金被保険者関係届書（申出書）を出力できる

こと

必須 ①システム出力が必須となるか、議論が必要だと考えます。 ②事務レベルが「情報提供・その他」ではなく、「資格異動」のところに配置するほ

うが、望ましいのでは。国民年金被保険者関係届書（申出書）で届出があり、

電子媒体等に収録して年金機構へ報告するものであるから。

0 0 0 1 1 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：業務フローに準じて必須とする

②：資格異動への移管を検討

369 情報提供・その他 通知書再交付申請書

受理

申請者情報、再交付情報を一覧で確認できること

（EUC対応）

オプション ①不要機能

②事務レベルが「情報提供・その他」ではなく、「資格異動」のところに配置するほ

うが、望ましいのでは。国民年金被保険者関係届書（申出書）で届出があり、

電子媒体等に収録して年金機構へ報告するものであるから。

0 0 0 0 2 2 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①：オプションとして残置

②：資格異動への移管を検討

370 統計・報告 統計事務 当日時点で住民かつ年金取得中などの件数を地区ごと

に集計できること

必須 ①"住民かつ年金取得中などの件数"の記載となっており、集計仕様が不明瞭のため実装可能か判断

できません。

②「年金取得中など」は明確な条件の記載をお願いします。

③これも内部資料となるため、EUCでの機能を想定されていますでしょうか。

⑤システム対応していないため

⑥EUCで対応可能だと考えております。

④不要機能 0 0 0 5 1 6 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④⑤：記載修正。内部確認要

⑥：指摘の通り修正

371 統計・報告 統計事務 市民からの相談件数を、被保険者、障害基礎年金、年

金生活者支援給付金別に集計を行えること

必須 ①集計するためには相談内容をシステムへ登録する必要がありますが、登録内容が不明瞭です。相談

の登録機能とあわせて仕様を明確にしないと実装可能か判断できません。

③システム対応していないため

④EUCで対応可能だと考えております。

⑤必須の機能である必要はないと思います

②「市民からの相談件数を」→「市民からの相談件数について」 0 0 0 4 1 5 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①③：記載修正。内部確認要

②④：指摘の通り修正

⑤：オプションへ変更

372 統計・報告 統計事務 過去の集計分を保存できること 必須 ①異動を遡及した場合、過去の集計分が変わることもあるため、過去の集計に関しては、EUCで抽出し

たものを自治体様にて管理いただく運用となると想定しております。

②システム対応していないため

③EUCで抽出したデータをファイル保存して頂く運用を想定しております。

④必須の機能である必要はないと思います

0 0 0 4 0 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②③④：指摘の通りであるため、保存は国民年金シス

テムの対象外とする。オプションへ変更

373 統計・報告 統計事務 異動状況、被保険者統計、異動事由別、月別国民年

金受付状況に係る情報を一覧で確認できること（EUC

対応）

必須 ①仕様が不明瞭のため、実装可能かどうか判断できません。

②システム対応していないため

③EUCで対応可能だと考えております。

④必須の機能である必要はないと思います

0 0 0 4 0 4 0 0 0 指摘 機能要件を修

正

【修正対応】

①②：記載修正。内部確認要

③：指摘の通り修正

④：オプションへ変更


